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は じ め に 

 

中央教育審議会の「義務教育の在り方ワーキンググループ審議まとめ」

には、「生涯学習社会を生き抜く自立した学習者の育成」として、「未来

社会を生きる子供たちには、基礎的な知識及び技能を習得させ、これら

を活用した思考力・判断力・表現力等を育成すると同時に、今後は、自

らの学びに主体的に取り組む力、学びに向かう力をバランス良く育んで

いくことが一層重要となっている」と示されています。 

 

「自立した学習者」を育てるためには、これまでの「全ての子供たち

が、同じことを同じように出来るようになる」教育から、子供たちが学

びを「自分事」として捉え、自発的に他者と関わりながら自分で学びを

深めていく教育へと転換をしていかなければなりません。 

そのため教員には、学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止

め、教職生涯を通じて学び続けることや、子供一人一人の学びを最大限

に引き出すこと、主体的な学びを支援する伴走者としての役割を果たす

ことなどが求められています。 

教員の学びの姿は、子供の学びと相似形であると言われます。教員が

目標に向かって主体的に学び続ける姿は、子供たちの重要なロールモデ

ルとなることでしょう。 

 

教育基本法第９条には「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使

命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなけ

ればならない」と述べられています。「教える」という崇高な使命を担う

ためには、教員一人一人が、自らの人としての在り方を問い続けながら、

心身ともに健康であり、また教育の専門家としての力量を高めるための

研さんを重ね、高い見識と情熱をもって、創意工夫に富んだ魅力ある教

育活動を展開していくことが重要です。 

 

本書は、教員が学校教育の充実に向けて邁進できるよう、研修の具体

的、実践的な手だてをまとめたものです。ぜひ、幅広く活用していただ

き、充実した教育実践を重ねられますよう心から期待しております。 

 

令和７年３月 

愛知県教育委員会教育長 

飯田  靖 



 

 

 

 

 

 2024 年２月に策定された「第３期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン
2028）」は、「あいちの教育ビジョン 2025－第四次愛知県教育振興基本計画－」の取組を具
体化するものであり、「第２期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン 2023）」
の成果や課題、新たに必要となる対応策等を整理し、国、市町村とも協力・連携を図りな
がら、愛知県教育委員会が軸となって県全体で総合的に取り組む内容としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈特集１〉第３期愛知県特別支援教育推進計画 

（愛知・つながりプラン 2028）について 

１ 第２期推進計画の取組と第３期推進計画策定に当たっての考え方 

♦第２期推進計画（2019 年度～2023 年度）の取組 
 ○共生社会の実現に向けた特別支援教育の充実 
  →特別支援学校と小中高等学校が連携したモデル事業の実施 
 ○校種間の連続性（つながり）を意識した取組の展開 
  →個別の教育支援計画１及び個別の指導計画２の作成及び引継ぎ 
 ○就労支援の充実 
  →就労先の開拓及び職業コースの設置の拡大 
 【策定後の社会状況の変化】 
 ・ 幼稚園・保育所等３、小中学校４、高等学校における特別な支援を必要とする幼児児

童生徒の増加 
 ・ 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の増加及びその家族に対する支援に関する法

律の施行 
 ・ ＩＣＴ環境の整備拡大 
 ・ 国連の障害者権利委員会によるインクルーシブ教育システム５の確保を求める勧告 
 

♦第３期推進計画策定に当たっての考え方 
○共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システムの推進による多様な教育ニー
ズへの対応 

 ・ 障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備 
 ・ 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性（つ

ながり）のある多様な学びの場の充実・整備 
 【第３期推進計画の四つの柱と主な取組】 
 １ 連続性のある多様な学びの場における支援・指導の充実 
  ・ 中学校から高等学校への個別の教育支援計画の引継率の向上 
  ・ 医療的ケアの体制や支援の強化、通学・校外学習への看護師付添い事業の推進 
  ・ 副次的な籍６の設置に向けたモデル事業の実施 
 ２ 全ての教員を対象とした専門性の向上 
  ・ 職務や経験年数に応じた体系的・実践的研修の充実 
  ・ 特別支援学校のセンター的機能の強化 
 ３ 学びの場を充実するための施設・設備等の整備 
  ・ 特別支援学校の新設等による教室不足や長時間通学の解消 
  ・ ＶＲ７やＡＲ８の活用に向けた研究 
 ４ 卒業後の生活への円滑な移行 
  ・ 社会のニーズに応じた作業学習のカリキュラムや職業技能検定の開発 
  ・ 卒業後の学び直しの機会を創出するための学習支援の在り方の検討 

－ 1 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第３期推進計画の概要図 

[用語集] 
１ 個別の教育支援計画：障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという

考え方の下、長期的な視点で幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的としてつくられる
もの。 

２ 個別の指導計画：個々の児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるもの。 
３ 幼稚園・保育所等：認定こども園を含む。 
４ 小中学校：義務教育学校を含む。 
５ インクルーシブ教育システム：人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達さ

せ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 
６ 副次的な籍：障害のある児童生徒が、居住地域の小中学校と特別支援学校の双方に籍を置き、地域の学校における「共に学び育

つ機会」と特別支援学校における「専門的な教育を受ける機会」の両方を実現するための仕組み。 
７ ＶＲ：「Virtual Reality」の略で、「仮想現実」とも呼ばれる。具体的には、専用のゴーグルで人間の視界を覆うように 360°の

映像を映すことで、実際にその空間にいるような感覚を得られる技術。 
８ ＡＲ：「Augmented Reality」の略で、「拡張現実」とも呼ばれる。実在する風景に文字や映像などの視覚情報を重ねて表示し、実

際の風景に新しい視覚情報を付加し、現実の世界を仮想的に拡張する技術。 

第３期愛知県特別支援教育推進計画 

（愛知・つながりプラン 2028）はこちらからダウンロード→ 

特別支援教育課は 

こちらから→ 

－ 2 － 



                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈特集２〉 コミュニティ・スクールと地域学校協働の一体的推進 
        ～「地域とともにある学校づくり」・「学校を核とした地域づくり」～ 

昨今、学校と地域を取り巻く課題は複雑化・多様化しています。これに対応するため、学校と地域

の連携・協働を一層推進することが求められています。その仕組みとしての「コミュニティ・スクー

ル」の導入が進み、「地域学校協働活動」が広く展開されるようになっています。 

学校を取り巻く課題の 

複雑化・困難化 

「社会に開かれた教育課程」の

実現 

地域の教育力の低下 

（つながりの希薄化 等） 

学校だけ、地域だけでは解決できない課題を解決し、子供たちの学びや育ちを地域全体で支える 

なぜ学校と地域の連携・協働が必要なのか 

コミュニティ・スクールとは（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５） 

学校（コミュニティ・スクール） 

学校運営協議会 

地域学校協働活動 

地域学校協働本部 

地域 

住民 
保護者 ＰＴＡ 

社会教育 

施設・団体 

文化 

団体 

スポーツ

団体 

企業・ 

ＮＰＯ 

地域連携担当教職員 

地域学校協働活動推進員 
（地域コーディネーター） 

学校と地域をつなぐコーディネーターの役割を担います。 
（社会教育法第９条の７） 

 

地域連携の学校の窓口となります。 

委員として参画 
人材・活動等の 
コーディネート 

校長等 

学校運営の 
基本方針 

学校運営・ 
教育活動 

意見 

承認 

説明 

説明 

目標・ビジョンを学校と共有 
（育てたい子供の姿、目指す学校や地域の姿） 

学校運営協議会を設置した学校のことを言います。学校運営協議会では、教育委員会により任命された委

員が一定の権限をもって、学校の運営とそのために必要な支援について合議制により協議します。 

学校運営協議会には次の三つの役割があり、所管する学校に学校運営協議会を置くことは教育委員会の努

力義務となっています。 

幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした

地域づくり」を目指して、学校と地域が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動のことを言

います。 

地域学校協働活動とは（社会教育法第５条第２項） 

● 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 
● 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。 
● 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる。 

地域学校協働 
活動推進員 

地域学校協働 
活動推進員 

＜学校運営協議会委員（例）＞ 
・自治会代表  ・公民館代表 ・保護者代表  ・おやじの会代表 
・地域学校協働活動推進員 等 

 

地域の方から地域について学び、地域

の魅力を伝えたり、活性化の方策を考

え実行したりする学習活動 

 

地域住民の参画を得て、放課後等に全

ての児童を対象として行う、学習や体

験・交流といった多様な活動 

 

全ての生徒を対象に、教員ＯＢや大学

生等の地域住民の協力によって行う学

習支援 

地域課題解決型学習・郷土学習 「放課後子ども教室」 「地域未来塾」 

 

寄り添いが必要な子供、不登校傾向の

ある子供等への対応について、保護者

が学び合う機会づくり 

 など 

 

登下校の見守り、学校及び周辺環境の

整備、読み聞かせ、授業の補助や部活

動の支援等 

 

地域イベントにおけるボランティア、

祭りでの伝統文化・芸能の発表や楽器

の演奏、地域の防災訓練への参画等 

 など 

家庭教育支援活動 学校に対する多様な協力活動 地域行事やボランティア活動への参画 

幅広い地域住民や団体等の参画により形成さ
れた組織、緩やかなネットワークのこと。地

域の実情に合わせ、地域学校協働活動推進員
を中心とした多様なメンバーで構成します。 

目標・ビジョン 

学校運営協議会委員は学校
運営のパートナー。目標や
ビジョンを共有し、当事者

として Let’s（一緒にやり
ましょう）という姿勢で参
画します。 

コミュニティ・スクールを導入すると 

目標やビジョンを共有するために 

学校と地域が連携・協働するためには、子供たちや学校、地域が抱える課題とともに、「「どのような子供を

育てたいのか」、「「どんな学校や地域にしていきたいのか」という目標・ビジョンを共有する必要があります。

学校運営協議会では、その実現のために、学校運営や必要な支援について協議します。そのための話合いを

「熟議（「熟慮」と「議論」によって課題解決を目指す対話）」と言い、協議会での「熟議」を「協働」へと

つなげていきます。 

＜熟議のテーマ（例）＞ ● どんな子供に育ってほしいか  ● 地域の力を子供たちの教育にどう生かすか 

● 下校時の安全をどう確保するか ● 子供たちの学力を向上させるためには  等 

もっと知りたい方は 

● 愛知県教育委員会あいちの学び推進課         ● 学校と地域でつくる学びの未来 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/aichi-manabi/                https://manabi-mirai.mext.go.jp/ 

 

愛知県教育委員会作成の 

リーフレットに県内の学 
校・市町村の取組事例を 
紹介しています。 

https://www.pref.aichi.jp/upl
oaded/attachment/514004.p
df 

地域学校協働活動推進員等がつなぎ役となって、学校と地域が課題や目標・ビジョンを共有し、相互に連携・協働して活動を展開していきます 

 

協議・熟議 実働・協働 

● 保護者や地域住民等も当事者として積極的に子供の教育に携わるようになります。 

● 子供たちの学びや体験が充実し、保護者や地域住民等のやりがい・生きがいにつながります。 

● 保護者や地域住民等の理解と協力を得た学校運営が実現し、学校課題の解決につながります。 

● 防犯や防災等の面でも課題解決に向けて効果が期待されます。 

コミュニティ・スクールは、学校と地域を取り巻く課題解決のための仕組み（プラットフォーム）です。社会に開

かれた教育課程の実現、学校における働き方改革、不登校対策、子供の居場所づくり、地域防災等に地域全体で取り

組み、成果をあげている学校もあります。 

－ 3 － 

 

－ 4 － 
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2021 年２月に策定した『あいちの教育ビジョン２０２５ －第四次愛知県教育振興基本計画－』で

示す「基本理念」と「基本的な取組の方向」を十分理解し、「生きる力」を育む学校教育を一層推進さ

れるよう期待する。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１章 「生きる力」を育む学校教育 

１「あいちの教育ビジョン２０２５」の基本理念と基本的な取組の方向 

「自らを高めること」と「社会の担い手となること」を基本とし、 

ふるさとあいちの文化・風土に誇りをもち、世界的視野で主体的に深く学び、 

かけがえのない生命や自分らしさ、多様な人々の存在を尊重する豊かな人間性と 

「知・徳・体」にわたる生きる力を育む、あいちの教育を進めます。 

１ 自ら学びに向かう教育を充実させ、自己の可能性を伸ばす力を育みます 

一人一人の個性や生活環境の違いなどに応じたきめ細かな教育に努め、主体的、協働的に学

び、深く考えることを通して、様々な課題を解決し、自分らしく生きていく力を育みます。 

２ 人としての在り方・生き方を考える教育を充実させ、実践力を伴った道徳性・社会性を育みます 

命を大切にする心や他人を思いやる心、人権を尊重する心などを育て、社会の担い手として多

様な人々と手を携えて生きていける、豊かな人間性と確かな実践力を育みます。 

３ 健やかな体と心を育む教育を充実させ、生涯にわたって、たくましく生きる力を育みます 

健やかな体と心を育むとともに、生涯にわたって豊かに生きる意欲にあふれ、安全で健康な生

活を営んでいくためのたくましさをつちかいます。 

４ ふるさとの魅力やあいちの伝統・文化に学びつつ、技術の進歩に取り組み、社会の発展を

支える人を育みます 

ふるさとに学び、ふるさとを愛する心を育むとともに、生きていく上での羅針盤となる教育を充実さ

せ、社会の激しい変化の中でも自分をしっかりともって、あいちを担っていく進取の精神を育てます。 

５ 世界とつながり、生き生きと活躍するために必要な力を育みます 

グローバル社会において、多様な人々と生活し協働する中で、自分自身のアイデンティティと物

事を多面的に捉える見方や考え方を身に付け、あいちや世界を担っていく気概や意欲を育てます。 

６ 子供の意欲を高め、教師の働きがいがある魅力的な教育環境づくりを進めます 

子供たちが学ぶ喜びを、教職員が教育者としての誇りを感じられるよう、家庭・地域との連

携、教職員の資質・能力の向上、教職員が子供たちと向き合うための条件整備、学校施設・設備

の整備等に努めます。 

７ 大規模災害や感染症拡大等の緊急時においても、子供たちが安心・安全に学べることを保

障します 

大規模災害や感染症の拡大等で学校が通常の教育活動を行えないときでも、ＩＣＴの活用など、子

供たち一人一人とつながって対応できる、安心で安全な、学びを止めない環境の整備に努めます。 

※ 『あいちの教育ビジョン２０２５』を、教育基本法第17条第２項に規定する本県の教育振興基本計画として、本ビ

ジョンにおける「基本理念」と「基本的な取組の方向」を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に規

定する「大綱」として、位置付けている。 

【基本理念】 

【基本的な取組の方向】 
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２ 教 員 へ の 期 待 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

１ 教育的愛情をもって、使命を全うしよう 

  教員は、人格形成の途上にある幼児児童生徒に大きな影響を与えるという点において、人の一生

に関わる重大な役割を担っている。その使命の重さを自覚し、確かな指導力と幼児児童生徒への限

りない愛情をもち、教育への情熱を燃やし続ける教員でありたい。 

２ 常に自己向上に努めよう 

  幼稚園教育要領及び学習指導要領の趣旨や内容を十分に理解し、幼児児童生徒の発達段階に応じて、

基礎的・基本的事項の指導の徹底を図るとともに、一人一人の能力・適性に応じた指導を行い、充実

感及び成就感や学習する喜びを体感させたい。そのためには、常に研修に努め、指導技術を磨き、教

育への見識を高めるとともに、社会的視野を広げるなど、自己の向上に努める教員でありたい。 

３ 一人一人の個性を生かし、思いやりの心をもって接しよう 

  一人一人の幼児児童生徒がもっている「よさ」や可能性に目を向け、個性を生かしながら伸長さ

せるようにしたい。また、幼児児童生徒の人格を尊重し、その言動を共感的に受け止め、心の触れ

合いを大切にしたい。その中で、幼児児童生徒が今何を求め、何に悩み苦しんでいるかを的確に捉

え、心の痛みを理解して、温かい指導・支援ができる教員でありたい。 

４ 心身の健康に留意しよう 

  一人一人の幼児児童生徒に丁寧に関わりながら、質の高い授業や個に応じた指導を行っていくた

めには、心身共に健康で、笑顔で明るく振る舞う教員でありたい。 

５ 伝統と文化を尊重し、国際理解を深め、国際感覚を身に付けよう 

  国際社会の中で、信頼と尊敬を得る人間を育成するためには、教員自らが、我が国の歴史と郷土

について理解した上で、広い視野をもって異文化を受け入れ、国際協調の精神を培うことが大切で

ある。国際化に対応した教育の在り方を常に模索し、日々の教育実践に生かすことができる教員で

ありたい。 

６ 社会の変化に対応できる力を備えよう 

  変化の激しい社会を生き抜くためには、新たな能力や先進的な知識を進んで身に付けていこうと

する柔軟な姿勢が必要である。そのような資質や能力を育むために、日々の教育活動を改善してい

く教員でありたい。 

教員の力量や言動、生き方は、幼児児童生徒の人格形成に大きな影響を与えるものである。

それゆえ、いつの時代にも、教員には、教育者としての使命感、高い倫理観や協調性、人間の

成長・発達についての深い理解、幼児児童生徒に対する教育的愛情、健康や安全に関する管理

能力、広く豊かな教養と教科等に関する専門的知識、そしてこれらを基盤とした実践的指導力

が求められる。 

また、社会の変化の激しい今日、教員には、時代のニーズを把握する感性をもつことが必要

である。さらに、幼児児童生徒や保護者の多様な価値観に適切に対応するとともに、広く社会

と関わり、幅広い人間関係を築くことによって、自己の人間性や社会性を豊かにするなど、総

合的な人間力を高めるよう努めることが求められている。 

以上のように、教員は、その使命と責任を自覚し、互いに学び支え合い、協働して教育活動

を推進し、保護者や地域の人々からの期待に応え、信頼を得ていかなければならない。 
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１ 生きる力とは 

21 世紀は、「知識基盤社会の時代」とも言われ、情報化やグローバル化等社会的変化が人間の予

測を超えて、より加速度的に進展している。また、人工知能（ＡＩ）等の先端技術が高度化した

Society5.0時代が到来しつつあり、社会の在り方そのものが、劇的に変わる状況が生じつつある。 

このような「複雑で予測困難な時代」においては、社会の変化に受け身で対応するのではなく、

主体的に関わり合い、多様な他者と協働しながら、よりよい社会と幸福な人生を切り拓
ひら

き、未来

の創り手となることができる力が、求められている。 

このために必要となるのは、「確かな学

力」「豊かな心」「健やかな体」からなる、

「生きる力」である。これらは学校教育を

通じて、相互に関連し合いながら一体的な

実現を図ることが大切である。 

 

２ 生きる力を育むために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人一人の子供が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在と

して尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持

続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要である。 

３ 生 き る 力 

 

 

  

 

（１）主体的・対話的で深い学びの実現 

－「何を学ぶか」「どのように学ぶか」－ 

・ 一つ一つの知識がつながり、「分かった！」

「面白い！」と思える授業にする。 

・ 見通しをもって、粘り強く取り組む力が身

に付く授業にする。 

・ 周りの人たちと共に考え、学び、新しい発

見や豊かな発想が生まれる授業にする。 

・ 自分の学びを振り返り、次の学びや生活に

生かす力を育む授業にする。 

（２）カリキュラム・マネジメントの確立 

－教育活動の質の向上、学習効果の最大化－ 

・ 学校教育の効果を常に検証して改善する。 

・ 教師が協働し、複数の教科等の連携を図り

ながら授業をつくる。 

・ 地域と連携し、よりよい学校教育を目指す。

質の高い学び 

確かな学力 

豊かな心 健やかな体 

相互に関連し合いながら一体的に育む学校教育を 

学んだことを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力・人間性等の涵養
かんよう

 

実際の社会や生活で生きて働く 

知識及び技能の習得 

未知の状況にも対応できる 

思考力、判断力、表現力等の育成 

【「生きる力」の育成を目指す資質・能力】 
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「生きる力」を「知」の側面から捉えたものが「確かな学力」である。習得した基礎的･基本的な知

識及び技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体

的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めることが

重要である。 

 また、確かな学力は、単元や題材等の内容や時間のまとまりを見通した、主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善を通して、育成が図られるものである。しかし、これまでと全く異なる指

導方法を導入する必要はなく、これまでの教育実践の蓄積を確実に引き継ぎつつ、授業を工夫・改善

することが大切である。 

○ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善をしよう 

主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高い学

びを実現させ、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続け

ることができる子供の育成を目指す。 

  そのためには、学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、

見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」の

実現が必要である。また、子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かり

に考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」の実現が必要である。 

  そして、習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」

を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、

問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えをもとに創造したりすることに向かう「深い学び」

を実現していく。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確 か な 学 力 

「令和の日本型学校教育」における「子供の学び」の姿  
―「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の 

実現に向けた授業改善・学習改善につなげることで、子供の資質・能力の育成を図る― 
 

◆「個別最適な学び」は、「指導の個別化」と「学習の個性化」に整理されている。  
「指導の個別化」：子供一人一人の特性・学習進度・学習到達度等に応じ、教師は必要に応じた重点

的な指導や指導方法・教材等の工夫を行うことにより、一定の目標を全ての子供

が達成することを目指し、異なる方法等で学習を進める。  
「学習の個性化」：子供一人一人の興味・関心・キャリア形成の方向性に応じ、教師は一人一人に応

じた学習活動や課題に取り組む機会の提供を行うことにより、異なる目標に向け

て、学習を深め、広げる。 
 

◆「協働的な学び」は、子供一人一人のよい点や可能性を生かし、子供同士、あるいは地域の方々

をはじめ多様な他者と協働することにより、異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み

出すことである。 

 

・ 環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続けている。 

・ 子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている。 

・ 子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている。 

求められる教職員の姿 
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○ 体験を伴う活動例 
・ 自然に親しむ 
・ 観察・見学 
・ 聞き取り調査 
 

○ 多様な表現や鑑賞の活動例 
・ 各教科での鑑賞 
・ 表現運動 
・ 文化的行事 
・ クラブ活動 

等 

各
教
科 

外
国
語
活
動 

総
合
的
な 

 
 

学
習
の
時
間 

【幼稚園の道徳教育】 

特
別
活
動 

道徳性 

特別の教科 道徳 

 

 

「生きる力」を「徳＝心」の側面から捉えたものが

「豊かな心」である。昨今、家庭等による教育力が低

下し、生活習慣の確立が不十分であったり、情報環境

等が劇的に変化し、大人や異年齢の子供との交流の場

や、自然と関わる体験等が減少したりしている。この

ような中、自信がもてず、人間関係をうまくつくるこ

とができなかったり、自分の将来に不安を感じたりす

る子供が増加している。 

未来を拓
ひら

く主体性のある子供の育成のためには、道

徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動を通し

て、「豊かな心」を育むことが大切である。 

 

○ 子供の心に響く道徳教育や豊かな体験活動や表現・鑑賞の活動を推進しよう 

子供が、生命の有限性や自然の大切さ、主体的に挑戦することや多様な他者と協働することの重

要性等を実感しながら理解することや、規範意識等を身に付けることが重要である。幼稚園・学校

教育の場を生かして、家庭や地域社会と連携しつつ、体系的・継続的に道徳教育を行うことや体験

活動、表現・鑑賞の活動を実施していくことが大切である。 

 

 

                 

             

   

                 

                 

              

 

  

  

 

 

 

 

 

愛知県教育委員会道徳教育総合推進サイト「モラルＢＯＸ」（義務教育課Ｗｅｂサイト掲載）の

実践事例を活用するなどして、道徳科はもとより、日常の道徳教育の充実を図る。 

・ 心身の健康に関する領域 
「健康」 

・ 人との関わりに関する領域 
「人間関係」 

・ 身近な環境との関わりに関する領域 
「環境」 

・ 言葉の獲得に関する領域 
「言葉」 

・ 感性と表現に関する領域 
「表現」 

道徳性・規範意識の芽生え 

道徳教育

人間尊重
の精神

生命への
畏敬の念

豊かな心
をもつ

伝統・
文化の
尊重

郷土愛
公共の
精神

他国の
尊重

国際社会
の平和

環境の
保全

【小学校・中学校の道徳教育】 【家庭・地域と連携】 

豊かな情操と道徳心を培う 

・ 自己を肯定的に受け止め、自己の生き方を考える。 

・ よりよく生きるため、自分の意思や判断に基づいて行動する。 

・ 自立した人間として、他者と共によりよく生きる。 

【要となる道徳教育の留意点】 

豊 か な 心 
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「生きる力」を「体」の側面から捉えたものが「健やかな体」である。体力は、人間の活動の源で

あり、健康の保持のほか、意欲や気力といった精神面の充実に大きく寄与する要素である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教育活動全体を通じて、安全な生活や健康の保持増進のための実践力を育成しよう 

幼稚園・学校生活、家庭や地域社会において、次に挙げる健康や安全、食育を考慮し、よりよい

生活を送るための基礎を培うことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 心身共に健康で安全な生活

・ 豊かなスポーツライフの実現

幼い頃から体を動かし、生
涯にわたって積極的に運動
に親しむ習慣や意欲、能力、
体力の育成

自己の心身の成長発達に
ついての正しい理解

望ましい食習慣や安全に関
する教育の充実

・ 栄養教諭、栄養職員の専門性

の活用 

・ 給食の教育的効果の活用 

・ 教育活動全体を通じて行うことによってより一層の充実を図る。 

・ 家庭や地域社会における日常生活においても実践されるように促す。 

・ 「あいちの学校安全マニュ

アル」の活用 

・ 体力テストの活用 

・ 地域の関係機関･団体と協力 

・ 体力の向上を図る実践力の

育成 

・ 基礎的な身体能力の育成 

・ 運動系のクラブ活動 

・ 運動会、体育大会 

・ 遠足 

・ 様々な健康情報や性、薬物等

に関する情報に対する適切な

行動選択 

・ 身の回りの生活の安全 

・ 交通安全 

・ 防災に関する意識 

・ 情報技術の進展に伴う新た

な事件・事故防止 

・ 非常時の対応 

・ 安全に関する情報への正し

い判断、行動 

・ 食に関する正しい知識 

・ 望ましい生活習慣の育成 

・ 食生活の指導 

・ 自然の恩恵、勤労等への

感謝 

・ 多様な食文化の理解 

・ 給食の時間を中心とした指導 

心身の健康の保持増進に関する指導 安全に関する指導 食育の推進に関する指導 

健 や か な 体 
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１ 幼稚園教育の基本 

幼稚園教育は、学校教育法第22条に規定する目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環 

境を通して行うものであることを基本とする。 

※ 本章でいう環境とは、物的な環境だけでなく、教員や友達との関わりも含めた全ての状況である。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 環境を通して行う教育の意義 

幼児期は心身の発達が著しく、環境からの影響を大きく受ける時期である。この時期にどのよ

うな環境のもとで生活し、その環境にどのように関わったかが将来にわたる発達や人間としての

生き方に重要な意味をもつことになる。幼稚園教育においては、教育内容に基づいた計画的な環

境をつくり出し、幼児期の教育における見方・考え方を十分に生かしながら、その環境に関わっ

て幼児が主体性を十分に発揮して展開する生活を通して、望ましい方向に向かって幼児の発達を

促すようにすること、すなわち「環境を通して行う教育」が基本となる。 

(2) 幼児の主体性と教員の意図 

幼稚園教育が目指しているものは、幼児が一つ一つの活動を効率よく進めるようになることで

はない。幼児が自ら周囲に働きかけてその幼児なりに試行錯誤を繰り返し、自ら発達に必要なも

のを獲得しようとするようになることである。活動の主体は幼児であり、教員は活動が生まれや

すく、展開しやすいように意図をもって環境を構成していくことが重要である。 

２ 幼稚園教育において育みたい資質・能力 

幼稚園においては、幼稚園生活の全体を通して、幼児に生きる力の基礎を育むことが求められて

いる。そのため、幼稚園教育要領が示す幼稚園教育の基本を踏まえ、小学校以降の子供の発達を見

通しながら教育活動を展開し、幼稚園教育において育みたい資質・能力を育むことが大切である。

これらの資質・能力は、各幼稚園が幼児の発達の実情や幼児の興味や関心等を踏まえながら展開す

る活動全体によって育むものである。 

   学校教育法 第３章 幼稚園 

第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児

の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。                               

〇 信頼関係 

〇 自発的な活動 

〇 直接的・具体的な体験 

〇 友達と十分に関わる生活 

〇 発達や課題の理解 

〇  内面理解 

〇  教員の基本姿勢 

幼児期にふさわしい 

生活の展開 

一人一人の発達の 

特性に応じた指導 

幼児期の特性を踏まえて 
重視する事項 

 

環 境 を 通 し て 行 う 教 育 

遊びを通しての 

総合的な指導 

第２章  幼 稚 園 教 育 
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① 幼稚園においては、生きる力の基礎を育むため、幼稚園教育の基本を踏まえ、上に示す資質・能力 

を一体的に育むよう努めるものとする。 

② 上に示す資質・能力は５領域のねらい及び内容に基づく活動全体によって育むものである。 
※ ５領域とは、幼児の発達の側面から、心身の健康に関する領域「健康」、人との関わりに関する領域「人間関係」、身近 

な環境との関わりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」として 

まとめ、示したものである。 

知識及び技能の基礎 
豊かな体験を通じて、感じたり、 
気付いたり、分かったり、 
できるようになったりする 

 思考力、判断力、表現力等の基礎 
気付いたことや、できるようになった
こと等を使い、考えたり、試したり、
工夫したり、表現したりする 

 
 学びに向かう力、人間性等 
心情、意欲、態度が育つ中で、 
よりよい生活を営もうとする 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 教育課程の編成と指導計画の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 教育課程の役割と適切な編成 

 

  

 

 

 

幼稚園教育の目標  

幼稚園生活の展開・日々の保育実践 

教
育
課
程
の
編
成 

指
導
計
画
の
作
成 

教育課程… 入園から修了までの教育期間を見通し、幼児の生活経験や発達の過程をもとに、幼児 

にとってふさわしい幼稚園生活の全体を方向付けるものである。   

指導計画… 教育課程を実施する際の、具体的な指導方法を定めた実践計画である。 

 

教育課程は、教育基本法、学校教育法や幼稚園教育要領に従い、目的や目標を達成するため、

幼稚園が創意工夫を生かし、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即した適切な編成をす

るものである。各幼稚園は幼稚園教育において育みたい資質・能力を踏まえつつ、各幼稚園の特

性に応じた教育目標を明確にし、幼児の充実した生活を展開できるような計画を示す教育課程を

編成して教育を行う必要がある。その際、全教職員の協力体制のもと、次に示す点を踏まえつつ

編成しなければならない。 

① 編成に必要な基礎的事項についての共通理解を図る。 

〇 関係法令・幼稚園教育要領・幼児期の発達についての共通理解、幼稚園や地域の実態・幼児 

の実情・社会の要請等の把握 

②  教育目標の共通理解を図る。 

③ 幼児の発達の過程を見通す。 

④ 幼児の発達の各時期にふさわしい生活が展開されるように具体的なねらいと内容を編成する。 

⑤  教育課程の実施結果を評価し、次の編成に生かす。 

① 長期の指導計画（年間指導計画等） 

〇 年、学期、月あるいは発達の時期を単位とした幼児の生活を長期間に見通した指導計画 

・ 教育課程に示された発達の過程を生活の流れに即して立案する。 

② 短期の指導計画（週案、日案等） 

   〇 週あるいは1日を単位とした具体的な幼児の姿に即した指導計画 

・ 長期の指導計画に関連付けながら、日々の生活に応じて立案する。 

育みたい資質・能力 

遊びを通しての

総合的な指導 
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ア  幼児の心身の発達  

     幼稚園において教育課程を編成する場合には、幼児の調和のとれた発達を図るという観点

から、幼児の発達の見通し等をもち、教育課程を編成することが必要である。 

イ  幼稚園の実態  

     幼稚園規模、教職員の状況、施設設備の状況等の人的・物的条件の実態は、幼稚園によっ

て異なる。幼稚園の実態に応じて、効果的な教育活動を実施するためには、これらの条件を

客観的に把握した上で、特に、教職員の構成、遊具や用具の整備状況等について分析し、教

育課程の編成に生かすことが必要である。 

ウ  地域の実態  

     地域には、生活条件や環境の違いがあり、文化等にそれぞれ特色をもっている。そのため

幼稚園を取り巻く地域社会の実態を十分考慮して、教育課程を編成することが大切である。

なお、幼稚園における教育活動が、教育目標に従ってより一層効果的に展開されていくため

には、保護者や地域住民に対して幼稚園の教育方針、特色ある教育活動や幼児の状況等の基

本的な情報を積極的に提供し、保護者や地域住民の理解や支援を得ることが大切である。 

エ 創意工夫を生かすこと  

     幼稚園において、地域や幼稚園の実態及び幼児の心身の発達を十分に踏まえ、創意工夫を

生かし、特色あるものとすることが大切である。 

(2) 小学校教育との接続に当たっての留意事項 

幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、小学校の教員との意見交換や合同の研究

会・研修会、保育・授業参観等を通じて連携を図ることが大切である。その際、具体的に見ら

れる「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を念頭に置き、互いの学びの進め方等について

相互理解を深めることが求められる。園の教員は、幼児の育ちや教員の働きかけの意図、「環

境を通して行う教育」の意義を小学校の教員が理解できるように伝えていくことが大切である。 

 

 

また、小学校における教育内容や指導方法の理解に加え、児童の授業の様子や小学校での生

活の様子を実際に見たり、小学校の教員の指導の配慮や工夫を聞いたりして、長期的な視点か

ら子供の発達を捉えていくという姿勢が大切である。もちろん、幼稚園教育は幼児期の特性を

踏まえて行うものであり、小学校教育の先取りをしたり、準備段階として位置付けたりするも

のではないが、長期的な視点をもった上で幼児期にふさわしい教育を行うことこそが、幼稚園

教育の充実につながっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿） 

健康な 
心と体 

自立心 協同性 
道徳性・規範
意識の芽生え 

社会生活 
との関わり 

数量や図形､ 
標識や文字等へ
の関心･感覚 

言葉による
伝え合い 

豊かな 
感性と表現 

自然との関わり･ 
生命尊重 

思考力の 
芽生え 

参考 幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）                  

   幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引きの参考資料（初版）        
                                                      （令和４年３月文部科学省） 

参考 令和３年度「幼児期の教育における一体的に育まれる資質・能力とは」事例集 

    令和５年度「幼児教育における『社会に開かれたカリキュラム』の実現をめざして」事例集  

                                                              （愛知県幼児教育研究協議会作成資料）                                           

※下線の資料はリンクあり 
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① 発達の時期に即した環境 

② 興味や欲求に応じた環境 

③ 生活の流れに応じた環境 

 

 

 

 

 

 

ア 発達の理解 

それぞれの幼児がどのようなことに興味や関心をもってきたか、興味や関心をもったもの

に向かって自分のもてる力をどのように発揮してきたか、友達との関係はどのように変化し

てきたかなど、一人一人の発達の実情を理解することが大切である。 

   イ 具体的なねらいや内容の設定 

幼児の発達の過程を参考にして、その時期の幼児の発達する姿に見通しをもつことや、そ

の前の時期の指導計画のねらいや内容がどのように達成されつつあるかその実態を捉えるこ

と、さらに、その次の時期の幼稚園生活の流れや遊びの展開を見通すこと等が大切である。 

ウ 環境の構成 

幼児の生活する姿に即して、その時期にどのよう 

な体験を積み重ねることが必要かを明確にし、その 

ための状況をものや人、場や時間、教員の動き等と 

関連付けてつくり出していくことが大切である。そ 

の際、右のような視点から具体的な環境の構成を考 

え、常に幼児の発達に意味のある環境となるように再構成していく必要があるものとして捉

えていくことが大切である。 

エ 活動の展開と教員の援助 

活動を通して、そこに関わる幼児一人一人がどのような体験を積み重ねているのか、その

体験がそれぞれの幼児にとって充実していて発達を促すことにつながっているのかを把握す

ることが重要である。教員はそれに基づいて必要な援助を重ねることが求められる。その際、

幼児の活動の展開に応じて柔軟に考えていくことが大切であり、教員には状況に応じた多様

な関わりが求められる。 

オ 評価を生かした指導計画の改善 

幼稚園における指導は、幼児理解に基づく指導計画の作成、環境の構成と活動の展開、幼

児の活動に沿った必要な援助、評価に基づいた新たな指導計画の作成といった循環の中で行

われる。指導計画は、このような循環の中に位置し、常に指導の過程について実践を通して

評価を行い、改善が図られなければならない。 

 

        

 

 

 

 

 

(3) 指導計画作成上の基本的事項 

幼稚園教育は、幼児自ら意欲をもって環境と関わることによりつくり出される具体的な活動を 

通して、その目標の達成を図るものである。幼稚園ではこのことを踏まえ、幼児期にふさわしい 

生活が展開され、適切な指導が行われるよう、それぞれの園の教育課程に基づき、調和のとれた 

組織的、発展的な指導計画を作成し、幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければならない。 

環境を構成する視点 

幼児の発達の理解 

・ 幼児の生活の実態や発達の理解が 

適切であったか。 

教員の指導の改善 

・ 設定したねらい、内容が適切であったか。

・ 環境の構成が適切であったか。 

・ 幼児に必要な援助が行われたか。 

 
両
面
か
ら
行
う
  

指導計画の改善 

 

評価 
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  幼児が行っている活動の理解者 

  幼児との共同作業者・共鳴する者 

  憧れを形成するモデル 

  幼児の遊びが充実するための援助者 

  幼児が精神的に安定するためのよりどころ 

(4) 指導計画作成上の留意事項 

ア 幼児の体験の多様性 

幼児が心身共に調和のとれた発達をするためには、幼稚園生活を通して、発達の様々な側面

に関わる多様な体験を重ねることが必要である。幼児の活動が展開される過程において、幼児

の体験が主体的・対話的で深い学びを実現するような関連性をもつものになっていくためには、

教員は次のことを念頭に置く必要がある。 

① 一人一人の幼児の体験を理解しようと努めること 

② 幼児の体験を教員が共有するように努め、共感すること 

③ ある体験からどのような興味や関心が幼児の心に生じてきたかを理解すること 

④ ある体験から幼児が何を学んだのかを理解すること 

⑤ 入園から修了までの幼稚園生活の中で、ある時期の体験が今後のどのような体験とつなが

り得るのかを考えること 

イ 教員の役割 

教員は、幼児の発達の過程を見通し、具体

的なねらい及び内容を設定して、意図をもっ

て環境を構成し、教育を展開しなければなら

ない。教員は、主体的な活動を通して幼児一

人一人が着実な発達を遂げていくために、幼

児の活動の場面に応じて様々な役割を果たさなければならない。 

(5) 幼児理解に基づいた評価 

幼児理解は、教員自身の保育に対する姿勢や幼児の見方によって左右される。教員自身が「この

幼児にはこのようなところがある」と思ったときは、「この幼児をそのように見ている自分自身」

や、その幼児のそのような面を引き出した自分の保育の在り方を見直す姿勢が必要である。幼児を

理解する際に大切にしたい点として、温かい関係を育てる、相手の立場に立つ、内面を理解する、

長い目で見るといったことが挙げられる。 

幼児理解に基づいた評価を行う際には、他の幼児との比較や一定の基準に対する達成度につ

いての評定によって捉えるものではないことに留意する。また、保育の記録を活用し教員自身

の幼児との関わりを振り返る、幼稚園全体で計画的・組織的に取り組む、保護者に幼児が育つ

姿を伝え、共有する、幼児の発達の状況を次の指導者または小学校に伝えるなど、妥当性や信頼性

を高めるための工夫をすることや、次年度への適切な引継ぎが求められる。 

４ 特別な配慮を必要とする幼児への指導 

(1) 障害のある幼児等への指導 

障害のある幼児等への指導に当たっては、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促して

いくことに配慮し、個々の幼児の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的・組織的

に行う。 

(2) 海外から帰国した幼児等の幼稚園生活への適応 

海外から帰国した幼児や生活に必要な日本語習得に困難のある幼児は、安心して自己を発揮できる

よう配慮するなど､個々の幼児の実態に応じ、指導内容や指導方法の工夫を計画的・組織的に行う。 

教員の役割 
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５ 幼稚園運営上の留意事項 

各幼稚園の実態に即した教育活動や運営についての目標を設定し、その達成状況や達成に向けた 

取組の適切さを評価することによって、組織的・継続的に改善を図る。また、評価の実施により、

幼稚園・家庭・地域社会の連携協力体制を深め、課題を改善していくことを繰り返す中で、教育の

質を保証し、その向上を図る。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

６ 教育時間の終了後等に行う教育活動等についての留意事項 

(1) 預かり保育 

家庭での過ごし方等により、幼児一人一人の生活リズムや生活の仕方が異なることに十分配

慮して、心身の負担が少なく、無理なく過ごせるように、１日の流れや環境を工夫することが大

切である。  

(2) 子育ての支援 

子育ての支援のために、保護者や地域住民に施設を開放して、地域における幼児期の教育のセ

ンターとしての役割を果たすように努める。子育ての支援活動は多様であるが、幼稚園の実態に

応じ、できることから実施し、教育課程に基づく活動の支障にならないよう配慮する。 

【支援活動の具体例】 

 

 

 

 

 

 

７ 幼稚園教員に求められる専門性   

教員は幼児教育の専門家として、自ら学び続ける意欲をもち、社会の変化に的確に対応して、自

ら設定した課題の研究に努め、常により高い専門性を身に付けていなければならない。そのために

も、幼稚園内外の研修時間を確保し、そこでの学びを伝達し合い保育に生かす。その他にも、幼稚

園・保育所・認定こども園及び小学校との合同研修等を推進し、研修による資質向上を図る。 

学校評価の定義及び留意点  

【自 己 評 価】 各学校の教職員が行う評価 

【学校関係者評価】 保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、

自己評価の結果について評価することを基本として行う評価 

【第 三 者 評 価】  学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心

とした評価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況を踏まえつつ、

教育活動その他の学校運営の状況について専門的視点から行う評価 

（｢幼稚園における学校評価ガイドライン」平成23年改訂 文部科学省） 

①  預かり保育の実施                 ②  子育て相談の実施 

③  遊びの場としての園庭、園舎開放      ④  保護者同士の交流の機会の企画 

⑤  子育て情報の提供（園便り、Ｗｅｂサイト等） ⑥  子育て講座の開催 

⑦  親子登園等の未就園児の保育活動 

①  幼児を理解し、総合的に指導する力     ②  具体的に保育を構想する力、実践力 

③  得意分野の育成、教員集団の一員としての協働性  ④  特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力 

⑤  小学校や保育所等との連携を推進する力     ⑥  保護者及び地域社会との関係を構築する力 

⑦  園長等管理職が発揮するリーダーシップ   ⑧  人権に対する理解 

(「幼稚園教員の資質向上について－自ら学ぶ幼稚園教員のために」（報告）平成14年文部科学省) 



 
- 17 -

 

 

 

 

 

 

１  学習指導要領が目指す学校 －よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る－ 

(1) 新しい時代に必要となる資質・能力の育成 

育成を目指す資質・能力を、「生きて働く知識・技能の習得」「思考力・判断力・表現力等   

の育成」「学びに向かう力、人間性等の涵養
かんよう

」の三つの観点で構造化し、各教科等の目標と内

容が整理された。 

(2) 「主体的・対話的で深い学び」の実現 

「どのように学ぶか」という学習方法に係る方針が初めて示されたが、これは我が国の義

務教育において伝統的に実践、研究されてきた内容でもある。 

(3) 「社会に開かれた教育課程」の実現 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという理念を、教育課程を通して学校と社

会で共有し、連携・協働することが求められている。管理職のリーダーシップのもと、全教

員の持ち味を生かし、それぞれの学校が作成する教育課程の特色を語ることができる学校づ

くりが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 

(1) 新しい時代の学校に求められること 

・ 学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続けるとと

もに、子供一人一人の学びを最大限に引き出し、主体的な学びを支援する伴走者としての

役割を果たす。 

・ 多様な人材の確保や教員の資質・能力の向上により、質の高い教員集団が実現し、多様

なスタッフとチームとなり、校長のリーダーシップのもと、家庭や地域と連携した学校経

営を実施する。 

第４期教育振興基本計画が、令和５年６月 16 日に閣議決定された。そこでは、コンセプト

として、「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向

上」の２点が掲げられるとともに、次の５つの基本的な方針が示された。 

① グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

② 誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

③ 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

④ 教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

⑤ 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

Ⅰ 義務教育における学校づくり 

第３章 義 務 教 育 

１ 期待される学校経営 



 
- 18 -

・ 働き方改革の実現や教職の魅力発信、新しい時代の学びを支える環境整備をすること等

により、教員が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、志望者が増加するととも

に、教員自身も志気を高め、誇りをもって働くことができる職場づくりに努める。 

(2) 全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現 

・ 学校教育の質と多様性、包摂性を高め、教育の機会均等を実現する。 

・ 連携・分担による学校マネジメントを実現する。 

・ これまでの実践とＩＣＴとの最適な組合せを実現する。 

・ 履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる。 

・ 感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保障する。 

・ 社会構造の変化の中で、持続的で魅力ある学校教育を実現する。 

３ 学校における働き方改革 －教員の健康が子供の幸福につながる－ 

どの教育活動を優先するかを見定めて教育課程を編成したり、諸会議の在り方や校務分掌を見

直したり、地域との連携・協働を進めたりするとともに、教員一人一人が自分自身の働き方をマ

ネジメントすることが必要である。教育委員会の指導・助言のもと、管理職を中心に教員の働き

方改革を進めていかなければならない。 

４  学校経営のポイント －持続可能な学校づくり－ 

(1) 校長が構築するビジョンの共有 

学習指導要領で重視する資質・能力及び校長の教育理念を中核に、教員の教育観、保護者や

地域の願い、受け継がれてきた学校文化等を勘案して教育目標を設定し、それを具現化する 

主たる方策を柱立てし、全体像を明らかにしていく。また、保護者や地域社会とビジョンを共

有するため、様々な場を活用し、校長は情熱と誠意をもって学校経営に取り組む必要がある。 

(2) カリキュラム・マネジメントの推進 

教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を子供の心身の発達に

応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であり、その編成主体は各

学校である。各学校には、学習指導要領等を受け止めつつ、子供たちの姿や地域の実情等を踏

まえて、各学校が設定する学校教育目標を実現するために、学習指導要領等に基づき教育課程

を編成し、それを実施・評価し改善していくことが求められる。これが、いわゆる「カリキュ

ラム・マネジメント」であり、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求め

られている。どの単元や授業に重点を置き、どのような学習方法がよいのか、一年間の見通し

をもち、教育実践に取り組む。実践後はカリキュラムを評価、改善していくという、ＰＤＣＡ

サイクルを機能させる必要がある。 

(3) 教員の資質向上等の推進 

「新たな教員の学びの姿」を実現するために、管理職がリーダーシップを発揮し、子供たち

の学び（授業観・学習観）とともに教員自身の学び（研修観）を転換することが求められてい

る。本県は伝統的に授業研究が盛んであり、そうした教員の真摯で地道な取組により、「愛知の

教育」は推進されてきた。各校のこれまでの研究実践の蓄積を生かし、教員の資質向上に努めた

い。 



- 19 - 

 

 

１ 教育課程とは 

 教育課程とは、「学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童生徒の心身の発

達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画」である。 

２ 教育課程の編成 

各学校においては、教育基本法及び学校教育法、その他の関係法令並びに学習指導要領の示

すところに従い、児童生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、児童生徒の心身の発達の

段階や特性及び学校や地域の実態を十分に考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。 

(1)  編成の主体 

学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、児童生

徒に生きる力を育むことを目指す。 

学校全体の責任者である校長の指導のもと、学校の運営組織を生かし、全教職員が共通理

解を図りながら、創意工夫を生かした特色ある教育課程を編成するよう努めなければならない。 

(2)  編成の原則 

学習指導要領は、国が教育課程の基準として定めたものであり、教育課程の編成及び実施

に当たっては、その趣旨を十分に踏まえる必要がある。  

＜学習指導要領の基本的な考え方＞ 

   ア 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生

かし、子供たちが未来社会を切り拓
ひら

くための資質・能力を一層確実に育成することを目指

す。その際、子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会

に開かれた教育課程」を重視すること。 

イ 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成20年改

訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質を更に高め、確かな

学力を育成すること。 

ウ 特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実によ

り、豊かな心や健やかな体を育成すること。 
（「小学校学習指導要領解説 総則編」 平成 29 年７月 文部科学省） 
 

３ 教育課程の編成の実際 

(1)  各学校の教育目標と教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

    教育課程の編成に当たっては、各学校の教育目標を明確にするとともに、教育課程の編成

についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努める。その際、各学校で定める

総合的な学習の時間の目標との関連を図るものとする。 

    また、各学校においては、児童生徒の発達段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報

モラルを含む）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくこと

ができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る。

それとともに、児童生徒の発達の段階及び学校、地域の実態を考慮し、豊かな人生の実現や

災害等を乗り越え、次代の社会を形成するための現代的な諸課題に対応して求められる資

質・能力を、教科等横断的な視点で育成できるよう、各学校の特色を生かした教育課程の編

成を図る。 

(2)  授業時数等の取扱い 

    各学校においては、学校教育法施行規則や学習指導要領に定められた年間授業時数や授業

２ 教 育 課 程 
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週数を踏まえ、学校の教育課程全体のバランスを図りながら、授業時数を定める。また、そ

の運用においては、指導時間確保のため、定期的に授業時数を調査し、確認する必要がある。 

なお、時間割については、各学校において、地域や児童生徒の実態、各教科等や学習活動

の特質に応じて、創意工夫し弾力的に編成することができる。 

ア 年間の授業時数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年間の授業週数 

各教科等の授業時数は、年間 35 週（小学校第１学年は 34 週）以上にわたって行うよう

に計画し、週当たりの授業時数が児童生徒の負担過重にならないようにする。ただし、各

教科等や学習活動の特質に応じて、長期休業期間に授業日を設定するなど、授業を特定の

期間に行うこともできる。 

ウ 授業の１単位時間 

授業の１単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童生

徒の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。 

ただし、ここでいう「年間授業時数を確保しつつ」とは、授業時数の１単位時間を小学

校では 45 分、中学校では 50 分として計算した学校教育法施行規則第 51 条（小）、第 73

条（中）の別表に定める授業時数を確保するという意味であることに留意する。 

また、各教科等の特質に応じて 10 分から 15 分程度の短い時間を活用して行う授業や、

45 分と 15 分の組合せによる 60 分授業等を設定して時間割を編成することもできる。 

(3)  指導計画の作成 

次の事項に配慮しながら、学校において創意工夫し、全体として、調和のとれた具体的な

指導計画を作成するものとする。なお、総合的な学習の時間、特別活動、特別の教科 道徳

については、学習指導要領の規定により指導計画を作成する。 

ア 各教科等の指導内容については、単元や題材等、内容や時間のまとまりを見通しながら、 

そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、主体的・対話的で深い学びの実現に向 

けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。 

イ 各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。 

ウ 学年の内容を２学年まとめて示した教科及び外国語活動については、当該学年間を見通  

して、児童や学校、地域の実態に応じ、児童の発達の段階を考慮しつつ、効果的、段階的に

指導するようにすること。（小） 

エ 児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、児童の発達段階や指導内容の関連性 

等を踏まえつつ、合科的・関連的な指導を進めること。（小） 

（「小・中学校学習指導要領 総則」 平成 29 年３月 文部科学省） 

小学校 国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育 外国語 道徳 外国語活動 総合 特別活動 合計

1 306 136 102 68 68 102 34 34 850

2 315 175 105 70 70 105 35 35 910

3 245 70 175 90 60 60 105 35 35 70 35 980

4 245 90 175 105 60 60 105 35 35 70 35 1015

5 175 100 175 105 50 50 60 90 70 35 70 35 1015

6 175 105 175 105 50 50 55 90 70 35 70 35 1015

計 1461 365 1011 405 207 358 358 115 597 140 209 70 280 209 5785

中学校 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術・家庭 外国語 道徳 特別活動 総合 合計

1 140 105 140 105 45 45 105 70 140 35 35 50 1015

2 140 105 105 140 35 35 105 70 140 35 35 70 1015

3 105 140 140 140 35 35 105 35 140 35 35 70 1015

計 385 350 385 385 115 115 315 175 420 105 105 190 3045



- 21 - 

４ 教育課程の実施と学習評価 

(1)  主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

各教科等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

  ア 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 ・ 児童生徒が各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に

関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして

解決策を考えたり、思いや考えをもとに創造したりすることに向かう過程を重視した学

習の充実を図る。 

イ 言語環境の整備と言語活動の充実 

・ 各学校において必要な言語環境を整えるとともに、国語科を要としつつ各教科等の特質に

応じて、児童生徒の言語環境の充実を図る。併せて読書活動の充実を図る。 

ウ 情報教育の充実、１人１台端末等や教材・教具の活用 

・ 情報活用能力の育成を図るため、各学校において、ＩＣＴ機器等の情報手段を活用する

ために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動（情報の収集、整理、比較、

発信、共有等）の充実を図る。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器等の

教材・教具の適切な活用を図る。 

・  各教科等の特質に応じて、児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意

図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を計画

的に実施する。（小） 

エ 児童生徒が学習の見通しを立てたり、学習したことを振り返ったりする活動の重視 

オ 体験活動の重視 

・  各教科等の特質に応じた体験活動を重視し、家庭や地域社会と連携しつつ体系的・ 

継続的に実施できるように工夫する。 

カ 興味・関心を生かした自主的、自発的な学習の促進 

  キ 学校図書館や地域の図書館、博物館、美術館等の積極的な活用 

(2)  学習評価の充実 

児童生徒のよい点や進歩の状況等を積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感できる 

ようにする。また、各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握するために、単元や題材等の 

内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して、学習の過程や成果を評価し、 

指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生かすようにする。 

５ 児童生徒の発達の支援 

(1)  児童生徒の発達を支える指導の充実 

教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

  ア 学級経営の充実とガイダンス、カウンセリングの双方による児童生徒の発達の支援 

イ 児童生徒理解を深めるとともに、学習指導と関連付けた生徒指導の充実 

ウ 特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じたキャリア教育の充実 

エ 指導方法や指導体制の工夫改善による個に応じた指導の充実 
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 ・ 児童生徒や学校の実態に応じ、児童生徒の興味・関心等に応じた学習課題を設定し

たり、個別学習、グループ別学習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学

習、補充的な学習や発展的な学習等の学習活動を取り入れたりする。 

(2)  特別な配慮を必要とする児童生徒への指導 

ア 障害のある児童生徒への指導等 

・ 特別支援学校等の助言又は援助を活用し、個々の児童生徒の障害の状態等に応じた

指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行う。 

・ 長期的な視点で教育的支援を行うために、関係機関との連携を図り、個別の教育支

援計画を作成し、活用に努める。 

イ 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒への指導（日本語指導） 

・ 学校生活への適応を図り、外国の生活経験を生かすよう努める。 

・ 日本語習得に困難のある児童生徒については、個々に応じた指導内容や指導方法の工夫

を組織的かつ計画的に行う。通級による日本語指導については、教員間の連携に努める。 

  ウ 不登校児童生徒への配慮 

   ・ 保護者や関係機関と連携を図り、心理や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら、

社会的自立を目指す観点から個々の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行う。 

   ・ 文部科学大臣が認める特別の教育課程を編成する際には、児童生徒の実態に配慮し

た教育課程を編成し、個別学習やグループ別学習等、指導方法や指導体制の工夫改善

に努める。 

  エ 学齢期を経過した者への配慮（中学校） 

   ・ 学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編成する場合には、その実情を踏

まえ、中学校教育の目的及び目標並びに各教科等の目標に照らして、中学校教育を通

じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。 

６  学校運営上の留意事項                             

各学校においては、実 

施した教育課程が、目標 

を効果的に達成する働き 

をしているかについて、 

適切に評価する必要があ 

る。そのためには、教育 

課程の編成、実施及び成 

果について、評価の観点をあらかじめ定め、観点ごとに評価を累積するなど計画的・組織的に

行うことが大切である。その際、自己評価を行うだけでなく、学校関係者評価も取り入れ、目

標とその成果を地域社会と共有していくことも必要である。 

また、家庭や地域社会との連携及び協働を深めたり、地域における世代を越えた交流の機会

を設けたりすることで「社会に開かれた教育課程」となるように進めていくことが重要である。 

教 育 課 程 

 

目標設定(P) 
 

実 施(D) 

 
改 善(A) 

 
評 価(C) 

 
 
 

実態把握・分析（R） 
・ 児童生徒アンケート 
・ 保護者アンケート 
・ 地域の人々の声 等 

 

 自己評価 
・ 教職員、保護者、 

児童生徒 
学校関係者評価 
・ 保護者、地元企 

業関係者、青少 
年健全育成団体 
関係者、警察関 
係者、地域の人々 

 等  
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学年経営は、学校教育目標の具現化を目指し、学年で実施する活動の企画・運営を行ったり、諸課題の解

決・改善を図ったりして、学校経営の中核となる重要な役割をもつ。また、学級経営は、学習指導や生

徒指導により、学級内の望ましい人間関係を築き、教育活動の成果があがるようにしていく取組

である。学年･学級経営の充実が、学校教育目標の具現化につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校教育目標を具現化する学年経営 

学年内の教員の共通理解のもと、学校教育目標の具現化に向けて同一歩調で指導や対応をすることが

大切である。そのためには、一人一人の教員の個性や経験を生かし、学年内で何でも相談できる雰囲気

を醸成する必要がある。そして、児童生徒の実態を踏まえて指導するとともに、その指導方法について

教員間で共有し意見を交流することで、常に評価・改善していくことが大切である。 

 

 
 
 

 
(1) 学年としての教育目標（学年目標）を設定しよう 

学年目標は、前年度の評価を十分検討し、児童生徒の学習面・生活面・家庭環境や年齢に

よる発達段階及び学級担任の個性等学年の実態を踏まえた上で、学校教育目標、教員の願い、

保護者や地域住民の願い等に基づいて設定する。また、学級の特色や創造性を尊重するため、

学級担任の学級経営の構想を十分に反映させつつ、学年内の全教員が知恵を出し合い、協働

してつくり上げていく。 

設定した学年目標については、児童生徒一人一人にその意味を十分理解させ、同一歩調で

目標の実現に向けて具体的・継続的に指導を進めていく。学年行事や諸活動を計画する際に

は、学校全体や他学年の諸計画を念頭に、単発的な計画を避け、総合的・系統的に児童生徒

の成長が見込まれる立案を心がけたい。 

(2) 学年主任のリーダーシップとチームワークによる協働体制を整えよう 

学年主任は、児童生徒一人一人の学校生活全般にきめ細かな配慮をするとともに、学級担任や教科

担任との共通理解のもと、豊かな心をもち、たくましく生きる人間の育成に向けて同一歩調で指導や

対応ができるようにしなければならない。そのために、学年主任は長期的なビジョンをもって、学年

   

 

学校教育目標 

 目指す児童生徒像   

(学年・学級経営)  発達段階に応じて学校教育目標を具現化する 

児童生徒一人一人の自己実現を支援する 

 

○ 学年としての教育目標の設定 ……… 前年度の評価、学校教育目標、学年の実態、教員の願い、保護者や地 

域住民の願い等を踏まえる。 

○ リーダーシップとチームワーク …… 学年主任の経営手腕を発揮し、学年内の教員による協働体制を構築する。 

○ 学年内の教員の資質・能力の向上 … 日々の研修を共有し、学習指導や生徒指導の力量向上に努める。 
○ 情報の共有化による適切な指導 …… 個で抱え込まず、情報を共有してチームで指導に当たる。 
○ 学年経営を充実させる評価 ………… 常に評価・反省を行い、現状に合った改善を行う。 

 

【学年経営を推進していく上での留意点】 

  

３ 学年・学級経営 
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内の教員に指針を示し、提案ができるようにしたい。 

学年が円滑に機能するには、一人一人の教員の力量や経験を生かした役割分担を行い、協働

していくことができる体制づくりが重要である。そのためには、学年内の教員の前向きな人間

関係づくりや、何でも相談でき、よいところも悪いところも認め合うことができる雰囲気を醸

成する必要がある。学年が単学級あるいは２学級の小学校では、低・中・高学年のグループで

互いに協力・協議し合う体制を構築するとともに、教務主任等とも連携を図るようにしたい。 

(3) 教員としての資質・能力の向上を図ろう 

授業力向上は教員の最優先事項である。授業研究を行う際には、指導が児童生徒の実態を踏まえ

たものであるか、指導方法は適切か、評価はねらいに即しているかなど、学年内で率直に意見交換で

きる場を設定したい。 

生徒指導力の育成を図るために、教員間で定期的に情報交換を行い、問題の早期発見に努

める。事案が発生した場合は、担任一人が問題を抱え込むことのないよう学年や学校全体の

問題として捉え、関係する他学年の教員や養護教諭、スクールカウンセラー等からも情報や

具体策が得られるような体制を整備しておく。そして、未然防止を図るため、生活アンケー

トや教育相談、心理検査、日々の記録等を定期的に収集・活用することで、常に児童生徒の

実態把握に努めることが重要である。 

教員は、何でも相談して共に動ける安心感と、互いに切
せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

していく厳しさとをもち合

わせた学年集団の中で、豊かな教育愛や感性を育み、自身の人間性を高めていくことを理想

としている。そして、そのことが、豊かな心をもち、たくましく生きる児童生徒を育てるこ

とにつながることを忘れてはならない。 

(4) 情報を共有し、児童生徒の適切な指導に努めよう 

常に学年経営上の問題はないかとの課題意識をもって、児童生徒の生活実態をきめ細かく

把握し、いじめや不登校、問題行動等の未然防止につなげたい。そして、学級担任や教科担

任が得た児童生徒の情報を速やかに学年内で共有し、適切な指導に役立てたい。学年経営上

の問題については、早期に発見し解決に至るまでチームで協力して対応することが重要であ

る。緊密に情報交換を行い、共通理解を図る学年風土を醸成したい。 

児童生徒に関する情報の共有においては、ＩＣＴを活用することも有効であり、より迅速

で機能的な情報共有ができる場合も多い。その際には、個人情報の漏洩
ろうえい

が起きないように、

十分な注意が必要である。 

(5) 学年経営を充実させる評価に取り組もう 

様々な活動や指導の節目において、その評価を実施し、改善を図ることは、学年経営を充

実させるために大変重要である。評価によって新たな目標を設定し、その目標を実現させる

ため、学年全体で積極的に取り組んでいきたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
   

 
 

  
 

 
Plan （目標） 

  

Do （実行） 

  

Check （評価） 

  

  

Research （調査） 

（改善） Action 

【学年経営における PDCA サイクル】

学年経営評価例 

□ 学校教育目標を十分理解し、教育課程の編成に生かしているか。 

（学習指導要領のポイントの活用） 

□ 学年内・学年間の共通理解を図りながら各種活動が推進されているか。 

□ 児童生徒・保護者・地域の実態やニーズを十分理解し、分析しているか。 

（児童生徒・保護者への各種アンケート等による実態調査、分析） 

□ 行事間の連携を図り、教育活動の連続性をもたせる工夫がなされているか。 

□ 児童生徒が自己評価・相互評価・他者評価をする場を用意しているか。 

□ 危機管理への配慮がなされているか。 

（各種行事における安全に関わる事項の確認と徹底、意見・要望への対応等） 
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２ 児童生徒一人一人の自己実現を支援する学級経営 

学級担任は、学校・学年の経営方針と学級の実態を踏まえた計画を立て、児童生徒が主体的

に学び、支え合いながら自己実現を目指す学級集団づくりに努めることが重要である。そのた

めには、児童生徒の創意工夫を尊重し、一人一人が自分らしく、生き生きと安心して活動でき

るよう、信頼関係のある温かい学級風土をつくる必要がある。また、保護者に対しては、学級

懇談会やホームページ等で経営の方針について周知し、連携を図ることが大切である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 児童生徒の意欲を喚起する学級目標を設定しよう 

学級目標は、学校教育目標を具現化するための実践的な目当てである。学級の実態を十分

把握した上で、児童生徒の意欲を喚起する達成可能な目標を設定する必要がある。目標設定

に当たっては、児童生徒一人一人の学級への思いや願いを取り入れ、自己有用感や自己肯定

感等を得られるものにするとともに、日々の生活において「励みとなる目標」とすることが

大切である。この目標は、シンボル化又はデザイン化して掲示するなど、常に児童生徒が意

識できるものにするとよい。学級担任は、目標の具現化のために年間指導計画を立て、意欲

の向上と目標達成に向けて適切な支援を行うとともに、目標の実現状況について評価を行い

ながら、支援の在り方を常に見直す必要がある。 

(2) 規範意識を高めるルールづくりをしよう 

学級担任は、児童生徒の規範意識や倫理観を高め、人として当たり前のことや正しい行い

が認められる学級をつくる必要がある。そのためには、集団生活の基本となるルールづくり

に児童生徒の考えを生かすとともに、児童生徒の自己決定の場を多く用意し、児童生徒が自

己実現の喜びを味わうことができるよう指導の徹底を図ることが大切である。また、自然体

験やボランティア活動等の体験活動を通した道徳教育を進め、自

由と規律、個と集団の関わりについての指導を充実させることに

より、善悪の判断力や公徳心を育てていくことも大切である。 

 (3) 共感的な人間関係に基づく仲間づくりをしよう 

児童生徒が互いを認め合い、思いやりをもって行動し合うこと

で、学級に温かい雰囲気が醸成され、教室が安心して過ごせる「居

場所」となる。学級担任は、「共感的人間関係」を育むことで、

一人一人の児童生徒にとって、学級が、心理的安全性が高く、成

 

 

  

  

 

 

 

    
    

○ 学級目標の設定  …………… 学年目標を受け、児童生徒と教員の願いを踏まえ、学級会等において設定

する。 

○ ルールづくり   …………… 児童生徒の考えを生かしたルールをつくり、その徹底を図る。 
○ 仲間づくり    …………… 心理的安全性が高く、互いのよさを認め合い、喜びを感じたり成就感を味

わったりできる関係づくりに努める。 

○ 学びの場づくり  …………… 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図る。 
○ 円滑な学級経営  …………… 児童生徒の気持ちや行動の把握に努め、すばやく適切に対応する。また、

学級と家庭とが互いに協力し合う関係を構築できるように努める。 
○ 学級経営を充実させる評価 … 機会あるごとに評価・反省を行い、学級目標達成に向けて現状に合った改 

善を行う。 

【学級経営を推進していく上での留意点】 

安心して過ごせる 
「居場所」としての学級の実現

自己実現 

自己決定 

認め合い・思いやりのある行動

「共感的人間関係」の育成

自己存在感 
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就感を味わうことができる場となるように努めたい。そのためには、集団の一員として、安

心して自分の力を発揮できるよう、日頃から、児童生徒に自己存在感を感受することができ

る場や自己決定の場を与えることが大切である。例えば、学級活動や行事の計画では、一人

一人の意見を尊重し、話合いで合意形成を図るよう心がけたい。こうした様々な場面で、児

童生徒に対して、何が正しいかを判断し責任感をもって自ら行動できる力を養い、自己実現

につながる成就感を味わわせたい。 

(4)  信頼関係を深める学びの場づくりをしよう 

学級担任は、児童生徒が学級集団の中で個性を発揮するとともに、 互いに高め合い、活躍

できる学びの場づくりを心がけていかなければならない。そのためには、一人一人の特性や

能力等を的確に捉えていくことが必要である。 

  授業では、一人一人の思いや考えが学級で尊重されることが、互いの信頼関係を深め、学

習への意欲を高めることにつながる。児童生徒同士が関わり合う場面を意図的に設定し、分

からないことも共有し合えるような良好な人間関係の中で学べるよう配慮したい。 

 (5) 学級経営を円滑に進めよう 

学級を円滑に機能させるためには、日頃から児童生徒の気持ちや行動の把握に努め、問題

行動やいじめ、不登校等につながる小さな兆候を見逃さず、早期に対応していく姿勢が必要

である。また、対応の際、学級担任は一人で抱え込むことなく、常に学年内の教員や管理職

等に報告・連絡・相談し、学校全体で解決や改善に向けて取り組むようにしたい。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

また、日頃から、家庭との連携を密にし、学校と家庭が協力できる関係を築くため、児童

生徒の活躍や成長が見られる姿等を機会があるごとに、家庭に伝えることも大切である。  

 (6) 学級経営を充実させる評価の工夫をしよう 

学級目標は学級経営の評価の観点であり規準となる。評価する際には、担任による評価だ

けでなく、学級に関わる他の教員や児童生徒の評価も加味して実施したい。児童生徒自身が

評価する際には、過去と現在を比較して学級の成長を実感できるように工夫することが大切

である。また、評価は学期末等の節目ごとに行い、修正・改善が必要とされた点については、

柔軟に対応していくことが求められる。 

○ 状況の正確な把握 … 児童生徒との対話や生活日記・アンケート・ＩＣＴを用いた毎日の記録等から、置かれ 

ている状況を的確に把握する。 

○ 協力体制の確立 …… 全教職員（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を含む。）、保護

者、関係機関と連携を図る。 
○ 問題解決への配慮 … 個々の児童生徒への対応や、相談活動の充実を図り、全校体制で問題解決に取り組む。 

○ 教員間の共通理解 … いじめ、授業妨害等に対しては、毅然
き ぜ ん

とした態度で指導する。その経緯については、 

学年会等で共通理解し、同一歩調で指導に当たる。 

○ 分かる授業の構築 … 教科担任制、少人数指導、ティーム・ティーチング、学習内容の習熟に応じた指導、合

同授業等、指導体制やねらいを正しく理解し、個に応じた指導の充実を図る。 

○ 資質・能力の向上 … よりよい学級経営のための研修に積極的に参加し、自己研鑽
けんさん

に努める。 
○ 教室環境の整備 …… 機能的かつ、一人一人が存在感・所属感をもつことができる温かい空間となるように 

努める。 

【学級を円滑に機能させるための手だて】 
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【小 学 校】                   

１ 国語科の指導の重点 

〔知識及び技能〕 

(1) 「言葉の特徴や使い方に関する事項」では、語彙指導等の改善・充実を図ろう 

  ア 話し言葉と書き言葉のもつ特徴の違いに気付き、語感や言葉の使い方に関する感覚を養う。 

イ 漢字の読みと書きを身に付け、生活や学習の中で使えるよう指導を改善・充実させ、文や文

章の中で適切に使う能力を育てる。 

   ウ 日常生活で使える語句の量を増やすとともに、語句のまとまりや関係、構成や変化について

理解し、語彙を豊かにする。 

   エ 主語と述語、修飾語と被修飾語の関係等を捉え、話や文章の構成や展開について理解する能

力を育てる。 

   オ 語のまとまりや文章全体の構成を意識して音読や朗読をする能力を育てる。 

(2) 「情報の扱い方に関する事項」では、話や文章の中の情報や自分のもつ情報を整理する能力を

育成しよう 

      ア 共通するもの、相違するもの、原因と結果等、情報と情報との関係を理解できるようにする。 

      イ 比較や分類、図等による関係付け等、言語活動の中で情報を整理して使う能力を育てる。 

(3) 「我が国の言語文化に関する事項」では、豊かな言語文化に親しませる指導を充実させよう 

ア 昔話や古典、慣用句やことわざ等の音読や暗唱等を通して、先哲のものの見方や感じ方を知

り、言葉の響きやリズムに親しんだり、楽しんだりする態度を育てる。 

イ 言葉の由来や変化を知り、仮名及び漢字のでき方や特徴について理解する能力を育てる。 

ウ 書写では、筆記具の持ち方や筆順等の文字を書く基礎を系統的に指導し、毛筆と硬筆の関連

を図るとともに、各教科の学習活動や日常生活に生かせる力を育てる。 

エ 日常的に幅広く読書に親しみ、必要な知識や情報を得ようとする姿勢を育てる。 

〔思考力、判断力、表現力等〕 

Ａ 「話すこと・聞くこと」では、相手や目的等に応じて適切に話したり聞いたりする能力を育成しよう 

ア 話題を決めて情報を集め、相手に伝わるように話の順序や構成を考える能力を育てる。 

イ 音声表現を工夫したり、資料を活用したりして表現の工夫をする能力を育てる。 

ウ 話し手が伝えたいことと、自分が聞く必要があることの両面を意識しながら聞く能力を育てる。 

エ 話し手と聞き手の双方の意見や考えを共有し、それらを関わらせる能力を育てる。 

Ｂ 「書くこと」では、相手や目的等に応じて適切に書く能力を育成しよう 

   ア 書きたいことを決め、インターネット等を用いて必要な情報を集めたり、整理したりする能

力を育てる。 

国  語（書  写） 

国語科の目標は、言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し
適切に表現する資質・能力を育成することである。具体的には、日常生活（社会生活）に必要な
国語について、その特質を理解し適切に使うこと、日常生活（社会生活）における人との関わり
の中で伝え合う力を高め、思考力や想像力を養うこと、言葉がもつ価値を認識するとともに、言
語感覚を養い（豊かにし）、国語の大切さを自覚し（我が国の言語文化に関わり）、国語を尊重し
てその能力の向上を図る態度を養うことが大切である。 
資質・能力の三つの柱が相互に関連し合いながら一体となって働くような、児童生徒主体の言

語活動を充実させていくことが重要である。              ※（   ）内は中学校 

Ⅱ 各教科等の指導と評価 

１ 各 教 科 
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   イ 自分の考えが明確になるように段落相互の関係等に注意し、文章を構成する能力を育てる。 

   ウ 目的や必要に応じて、語や文及び段落の続き方に注意しながら、まとまりのある文章を記述

する能力を育てる。 

   エ 文章の間違いを正したり、よりよい表現に書き直したりする能力を育てる。 

   オ 書いた文章等を他者と共有し、互いに意見を述べ合ったり、助言し合ったりする能力を育て

る。 

Ｃ 「読むこと」では、目的に応じて的確に読み取る能力を育成しよう 

ア 説明的な文章や文学的な文章の全体の構成を把握し、内容を捉える能力を育てる。 

イ 文章の内容や形式に着目してキーセンテンスを見付けたり、本文の表現を手掛かりにして

内容を具体的に想像したりする能力を育てる。 

ウ 文章を読んで理解し、感想や考えをもったり、自分の考えをまとめたりする能力を育てる。 

エ 文章を読んだ感想や意見を共有し、自分の考えを広げる能力を育てる。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す国語科の学習指導 

(1) 学習過程を明確にし、「考えの形成」を重視した指導を組み立てよう 

ア どのような資質・能力の育成を目指した学習活動であるかを明確にして指導計画を立て、学

んだことを活用して自らの考えを形成する過程を組み入れる。 

イ 言葉や言語文化に関心をもち、自ら語彙を豊かにするなどの主体的な学びにつながる活動

を取り入れる。 

ウ 他者との関わりや、様々な言語活動を通して、考えを広げ深める対話的な学びを促す。 

エ 言語を様々な側面から思考・判断する活動を取り入れ、深い学びへとつなげる。 

(2) 学習の系統性を重視し、言語活動を工夫して資質・能力の定着を図ろう 

ア らせん的・反復的な学習を通して資質・能力の定着を図ることを念頭に置き、児童の実態を

踏まえて、系統的・段階的に上の学年につながる単元の計画を立てる。 

イ 各単元で身に付けたい資質・能力を明確にし、それらを効果的に身に付けるための言語活動

を設定する。その際に、思考、判断、表現する場面が生まれるようにする。 

ウ 習得した知識や技能を活用する場を授業で保障し、身に付けたことを他教科や日常生活で

生かせるようにする。 

(3) 評価を次の学習につなげよう 

ア 単元における指導事項や言語活動をもとに、観点別に評価規準を設定する。評価する場面を

単元全体や授業において位置付け、児童が見通しをもって学習に臨めるようにする。 

イ 各観点の評価においては、ノートやレポート、論述や発表、行動観察や自己評価等、評価の

場面や方法を工夫して、多面的に学習の過程や成果を評価する。評価したことを主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善や、次の学習活動へとつなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

身に付けさせたい力等 

・ 登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像

することができる。 

・ 場面の移り変わりと結び付けて捉えたことをプレゼンテーションで伝え合おうとすることがで

きる。 

活動例 

・ 物語を中心人物の特徴や出来事、山場と結末、中心人物の変容の観点でまとめる。 

・ 作者の作品の中から好きな本を選び、中心人物の性格や心情の変化をワークシートにまとめる。 

１人１台端末でプレゼンテーションを作成し、お気に入りの人物を友達に紹介する。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小３ モチモチの木） 
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【中 学 校】 

１ 国語科の指導の重点 

〔知識及び技能〕 

(1) 「言葉の特徴や使い方に関する事項」では、習得した語彙を活用する指導の充実を図ろう 

   ア 音声の働きや仕組みについて理解を深め、話し言葉と書き言葉の違いを踏まえて適切に使

い分ける能力を育てる。 

イ 常用漢字の大体を読み、学年別配当漢字表に示されている漢字について、文や文章の中で使

い慣れる能力を育てる。 

   ウ 事象や行為、心情を表す語句や抽象的な概念を表す語句の量を増し、話や文章の中で使うこ

とを通して、語感を磨き語彙を豊かにする。 

   エ 語句の役割や文の成分の順序や照応等、文の構成について理解を深め、話や文章の構成や展

開について理解する能力を育てる。 

   オ 表現技法や敬語の働きについて理解し、場に応じて話や文章の中で使う能力を育てる。 

(2) 「情報の扱い方に関する事項」では、情報と情報との関係を明確にする指導を充実させよう 

      ア 原因と結果、意見と根拠、具体と抽象等、情報と情報との関係について理解を深める。 

      イ 情報の整理の仕方や情報と情報との関係の表し方、情報の信頼性の確かめ方を理解し、言語

活動の中で使う能力を育てる。 

(3) 「我が国の言語文化に関する事項」では、豊かな言語文化に親しませる指導を充実させよう 

ア 作品の特徴や歴史的背景等に留意して古典を読み、作品に表れたものの見方や考え方を知

ることを通して、古典の世界に親しむ態度を育てる。 

イ 共通語と方言の果たす役割や、時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いにつ

いて理解する能力を育てる。 

ウ 身の回りの多様な表現を通して文字文化の豊かさに触れ、目的や必要に応じて効果的に文

字を書くよさを理解する能力を育てる。 

エ 様々な立場や考え方が書かれた本や文章を読むことで、自分の生き方や社会との関わり方

について考えを広げたり、深めたりする能力を育てる。 

〔思考力、判断力、表現力等〕 

Ａ 「話すこと・聞くこと」では、話し合うことを通して自分の考えを広げ深める能力を育成しよう 

ア 目的や場面に応じて社会生活の中から話題を決め、多様な考えを想定しながら材料を整理

し、伝え合う内容を検討する能力を育てる。 

イ 立場や考えを明確にし、根拠や論理の展開等に注意して話の構成を工夫する能力を育てる。 

ウ 相手の反応や場の状況を踏まえ、自分の考えが分かりやすく伝わるよう表現を工夫する能

力を育てる。 

エ 話し手の考えや内容を比較したり評価したりしながら自分の考えをまとめる能力を育てる。 

オ 互いの考えを尊重しながら話し合い、合意形成に向けて考えを広げ深める能力を育てる。 

Ｂ 「書くこと」では、根拠や表現、論理展開に留意して自分の考えを書く能力を育成しよう 

   ア 目的や意図に応じて社会生活の中から題材を決め、集めた内容の客観性や信頼性を確認し、

伝えたいことを明確にする能力を育てる。 

   イ 文章の種類を選択し、多様な読み手を説得できるように段落相互の関係や論理の展開等を

考え、文章の構成を工夫する能力を育てる。 

   ウ 表現の仕方を考えたり、資料等の根拠を適切に引用したりするなど、自分の考えが分かりや

すく伝わる文章になるように工夫する能力を育てる。 

   エ 目的や意図に応じた表現になっているかを確かめ、文章全体を整える能力を育てる。 

   オ 表現効果や論理の展開等について、読み手からの助言を踏まえ、自分の文章のよい点や改善

点を見いだす能力を育てる。 
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Ｃ 「読むこと」では、文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考えを形成する能力を育成しよう 

ア 説明的な文章や文学的な文章の全体の構造を把握し、叙述や描写をもとに論理や物語の展

開の仕方等を捉える能力を育てる。 

イ 目的に応じて適切な情報を得たり、登場人物の言動の意味等について考えたりして文章の

内容を解釈し、文章に表れているものの見方や考え方について考える能力を育てる。 

  ウ 文章の構成や論理の展開、表現の効果について観点を明確にして評価する能力を育てる。 

エ 文章を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、自分の考えを広げたり

深めたりして確かなものにする能力を育てる。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す国語科の学習指導 

(1) 学習過程を明確にし、「考えの形成」を重視した指導を組み立てよう 

ア どのような資質・能力の育成を目指した学習活動であるかを明確にして指導計画を立て、学

んだことを活用して自らの考えを形成する過程を組み入れる。 

イ 言葉や言語文化に関心をもち、自ら語彙を豊かにするなどの主体的な学びにつながる活動

を取り入れる。 

ウ 他者との関わりや、様々な言語活動を通して、考えを広げ深める対話的な学びを促す。 

エ 話や文章を言語の様々な側面から思考・判断する活動を取り入れ、深い学びへとつなげる。 

(2) 学習の系統性を重視し、言語活動を工夫して資質・能力の定着を図ろう 

ア らせん的・反復的な学習を通して資質・能力の定着を図ることを念頭に置き、生徒の実態を

踏まえて、系統的・段階的に上級学年につながる単元の計画を立てる。 

イ 各単元で身に付けたい資質・能力を明確にし、それらを効果的に身に付けるための言語活動

を設定する。その際に、思考、判断、表現する場面が生まれるようにする。 

ウ 習得した知識や技法を活用する場を授業で保障し、身に付けたことを他教科や日常生活で

生かせるようにする。 

(3) 評価を次の学習活動につなげよう 

ア 単元における指導事項や言語活動をもとに、観点別に評価規準を設定する。評価する場面を

単元全体や授業において位置付け、生徒が見通しをもって学習に臨めるようにする。 

イ 各観点の評価においては、ノートやレポート、論述や発表、行動観察や自己評価等、評価の

場面や方法を工夫して、多面的に学習の過程や成果を評価する。評価したことを主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善や、次の学習活動へとつなげていく。 

  

 

身に付けさせたい力等 

・ 音読に必要な文語の決まりを知り、古文を音読し、古典特有のリズムを通して古典の世界に親

しむことができる。 

・ 場面の展開や登場人物の相互関係、心情の変化等について、描写をもとに捉えることができる。 

活動例  

・ 意味の分からない言葉や知りたい事柄を調べ、その内容について１人１台端末を使用して学級

で共有し、「学級オリジナル辞書」を作成する。作成した辞書を頼りにしながら読み進めていく。 

・ かぐや姫、翁、帝、５人の貴公子の中で、魅力的だと感じる人物を選び、その人物を中心にし

て読み解いていく。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善 （中１ 蓬莱の玉の枝） 
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社会科の目標は、社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通し

て、（広い視野に立ち、）グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会

の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を養うことである。目標に迫るために、「知識及び

技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に沿った資質・能力

や学習過程が、相互に関連し合いながら一体となって働く授業改善が重要である。※（ ）内は中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小 学 校】 

１ 社会科の指導の重点 

・ 地域や我が国の社会生活について理解するとともに、社会的事象に関する情報を集め、読み取

り、まとめる技能を身に付ける。 

・ 社会的事象の意味を様々な角度から考え、自らが社会とどう関わるかを判断する力やそれを適

切に表現する力を身に付ける。 

・ よりよい社会を目指して主体的に取り組む態度や、広い視野から地域や国土、世界との関わり

方を考える姿勢を育てる。 

第３学年 

(1) 自分たちの市町村を中心とした地域の社会生活について理解を深める指導を充実させよう 

     自分たちの住んでいる身近な地域の様子を観察・調査したり、白地図や年表にまとめたりする 

活動を通して、市町村の様子や県内における位置、移り変わり等を理解する。また、地域の人々の

生産や販売、安全を守るための関係機関に関する学習では、仕事に携わる人々の仕事の様子や工夫

を理解し、見学・調査したり、資料で調べたりできるようにする。 

(2) 社会生活の維持、安全に努めている人々の姿について考える指導を充実させよう 

    自分たちの住んでいる身近な地域の学習では、市町村の地形や土地利用、交通の広がりや、

市役所等主な公共施設の場所や働き等に着目して、場所によって人々の生活の様子に違いがある

かを考えさせる。また、地域の生産や販売、安全を守るための関係機関に関する学習では、販売

者や消費者における願いや工夫、また関係機関の連携と人々の生活を関連付けて考えるようにする。 

第４学年 

(1) 自分たちの県を中心とした地域の社会生活について理解を深める指導を充実させよう 

   自分たちの県や特色ある地域の学習では、愛知県の位置、県全体の主な産業の分布、交通網 

や主な都市の位置等に着目して、地図帳や各種の資料で調べ、白地図等にまとめる活動をする。

また、それらの活動を通して、 愛知県の地理的環境の概要について理解を深めるようにすると

ともに、47都道府県の名称と位置を理解できるようにする。 

(2) 地域の社会生活の維持と向上に努めている人々の姿について考える指導を充実させよう 

   人々の健康や生活環境を支える事業に関する学習では、文章で記述したり、白地図や図表等に

まとめたことをもとに話し合ったりすることで、各事業が果たす役割について考える。また、自

然災害から人々を守る活動については、過去に発生した地域の自然災害での関係機関等の働き

について考えるようにする。 

第５学年 

(1) 我が国の国土や自然と国民生活との関わりについて理解を深める指導を充実させよう 

    我が国の国土の様子や自然環境と国民生活との関連について、地図帳や地球儀、資料等で調べ、

まとめる。その活動を通して、我が国の国土の地形や気候の概要、人々が自然環境に適応して生

活していることや、自然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県等が様々な対策や事

業を進めていることについて理解するとともに、我が国の国土に対する愛情を育てる。 

社    会 



 - 32 -

 

身に付けさせたい力等 

・ 身近な社会的事象を、時期や時間の経過に着目して調べて考える力 

・ 過去の人々の工夫や努力を踏まえて、現在やこれからの地域社会、及び自分たちの生活につ

いて考えようとする態度 

活動例 ＜「昔の道具でどんな生活をしていたのだろう」を単元課題に設定＞ 

・ 地元の博物館と連携し、実物に触れることで昔の道具に関心をもち、使用方法や当時のくら

しぶりについて児童が抱いた疑問をもとに学習課題を設定する。 

・ 書籍や検索サイトで調べたり、使っていた人にインタビューしたりして情報を収集する。 

・ 昔の道具に共通する点や変化を話し合い、道具に込められた人々の思いや知恵をまとめる。 

(2) 我が国の産業が国民に果たす役割について考える指導を充実させよう 

   我が国の食料生産や工業生産の学習については、それぞれの種類や分布等に着目して概要を捉

え、国民生活に果たす役割を考える。また、我が国の産業と情報との関わりについて、情報の種

類や情報を発信するまでの工夫や努力に着目し、放送や新聞等の産業が国民生活に果たす役割を

考え、表現する。 

第６学年 

 (1) 我が国の政治と異なる文化や習慣に対する理解を深める指導を充実させよう 

  日本国憲法は国家や国民生活の基本を定めていることや、現在、我が国の民主政治は日本国憲

法の基本的な考えに基づいていることを理解する。また、世界の中でつながりの深い国の人々の

多様な生活、異なる文化や習慣を尊重し合うことの大切さを理解する。 

 (2) 我が国の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度を育てる指導を充実させよう 

我が国の歴史上の主な事象を手掛かりに、多角的な思考や理解を通して大まかな歴史を理解で

きるようにする。そして、関連する人物の願いや働き、文化遺産の意味等を考え、我が国の歴史

に対する興味・関心や愛情を育てる。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す社会科学習指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

主体的な学びに向けて 
○ 児童が、単元や本時で見通しを

もって学習に取り組めるように

しよう。 

○ 児童の興味・関心を生かし、児

童自らが問題を見付けられるよ

うに単元構想を工夫しよう。 

○ 児童が自主的・自発的に学習を

進めていけるように指導過程を

工夫しよう。 

対話的な学びに向けて 

○ 自分の思いや考えをいかに表現

するかを、児童自身によく考えさ

せよう。 

○ 個を生かすグループ学習や個別

学習等、多様な学習形態を工夫し

よう。 

○ 様々な場面で児童相互の話合いや

討論等の活動を一層充実させよう。 

学習の問題を追究・解決する活動を通して、公民としての資質・能力の基礎を養う 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小３ 昔の道具） 

  評価を次の学習につなげよう 

○ 指導目標を明確にし、分析的な観点別評価を重視した評価規準や評価方法を具体化しよう。 

○ ノートやワークシート、学習計画表等の記述内容や発言内容を把握するなど、児童の学習の状況を的確に評価

できる評価方法を選択するとともに、評価の時期や場面についても工夫しよう。 

○ 児童自身が成長を実感でき、学習改善につなげられるように、自己評価や相互評価の方法を工夫しよう。 

○ 客観的で信頼性のある評価を目指すとともに、評価の結果を学習指導の改善に生かそう。 

深い学びに向けて 
○ 社会的事象を「位置や空間的な
広がり」「時期や時間の経過」等に
着目して捉え、比較・分類したり総
合したり、地域の人々や国民生活
と関連付けたりさせよう。 

○ 社会的な見方・考え方を働かせ
て、社会的事象の特色や意味を考
えたり、社会に見られる課題を把
握して社会への関わり方を選択・
判断したりさせよう。 

  ＩＣＴを積極的に活用しよう 
〇 「学びや調べ方を大切にし、児童の主体性を重視すること」、「『社会的事象について調べまとめる技能』
の育成」、「情報の収集によるリテラシーの育成」を意識して授業をつくっていこう。 
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【中 学 校】 

１ 社会科の指導の重点 

・ 我が国の国土と歴史、現代の政治、経済、国際関係等に関して理解するとともに、調査や諸資

料から様々な情報を効果的に調べたり、まとめたりする技能を身に付ける。 

・ 社会的事象の意味や意義、特色や相互の関連を多面的・多角的に考察したり、社会に見られる

課題の解決に向けて選択・判断したりする力、思考・判断したことを説明したり、それらをもと

に議論したりする力を身に付ける。 

・ よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、我が国の

国土や歴史に対する愛情、国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ること

や、他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚等を高める。 

地理的分野 

(1) 世界と日本の地域構成の基本的な枠組みを理解したり、世界の諸地域や我が国の国土に関す

る地理的認識を深めたりする学習を充実させよう 

我が国の国土及び世界の諸地域について、広い視野に立ち、地域に関わる諸事象や特色を理解

するとともに、課題の解決に向けて情報を適切に収集したり、地図等を活用して情報を読み取っ

たり、情報を地図等にまとめたりすることができるようにする。 

(2) 地理的な見方・考え方を働かせて、考察したり、構想したりする学習を充実させよう 

地理に関わる事象の意味等について、位置や分布、人間と自然環境との相互依存関係、空間的

相互依存作用等に着目して、多面的・多角的に考えたり、地理的な課題の解決に向けて公正に選

択・判断したり、思考・判断したことを表現したりすることができるようにする。 

歴史的分野 

(1) 我が国の歴史の大きな流れを各時代の特色を踏まえて理解できる学習を充実させよう 

政治の展開、産業の発達等について、他の時代との共通点や相違点に着目して、各時代の特色

を踏まえて、我が国の歴史を大きく捉えるとともに、課題の解決に向けて資料から情報を収集し

たり、読み取ったり、まとめたりすることができるようにする。 

(2) 歴史的な見方・考え方を働かせて、考察したり、構想したりする学習を充実させよう 

歴史に関わる事象の意味等について、時期や年代等に着目して、多面的・多角的に考えたり、

複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・判断したり、思考・判断したことを論理的に説明した

り、他者の主張を取り入れて自分の考えを再構成しながら議論したりすることができるようにする。 

公民的分野 

(1) 民主政治の意義等を個人と社会との関わりを中心に理解できる学習を充実させよう 

個人の尊厳と人権の尊重の意義について、正しく認識し、民主主義の理解を深めたり、個人と

社会の関わりを中心に、民主政治の意義等の理解を深めたりする。また、関連のある資料を収集

し、必要な情報を選択し分析するとともに適切にまとめることができるようにする。  

(2) 現代社会の見方・考え方を働かせて、考察したり、構想したりする学習を充実させよう 

社会的事象の意味等について、対立と合意、効率と公正、分業と交換等に着目して、多面

的・多角的に考えたり、よりよい社会の構築に向けて複数の立場や意見を踏まえて根拠に基づき

公正に判断したり、学習の結論とその結論を導き出した過程等を表現したりすることができる

ようにする。 
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２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す社会科の学習指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  評価を次の学習につなげよう 

○ 指導目標を明確にし、分析的な観点別評価を重視した評価規準や評価方法を具体化しよう。 

○ ノートやワークシート、ポートフォリオ、学習計画表等の記述内容や発言内容を把握するなど、生徒の学習の状 

況を的確に評価できる評価方法を選択するとともに、評価の時期や場面についても工夫しよう。 

○ 生徒自身が成長を実感でき、学習改善につなげられるように、自己評価や相互評価の方法を工夫しよう。 

○ 客観的で信頼性のある評価を目指すとともに、評価の結果を学習指導の改善に生かそう。 

対話的な学びに向けて 

○ 自分の思いや考えをいかに表

現するかを、生徒自身によく考

えさせよう。 

○ 実社会で働く人々が連携・協

働して社会に見られる課題を解

決している姿を調べたり、話を

聞いたりする活動を充実させよう。 

○ 個を生かすグループ学習や個

別学習等、多様な学習形態を取

り入れよう。 

学習の問題を追究・解決する活動を通して、公民としての資質・能力の基礎を養う 

深い学びに向けて 

○ 社会的な見方・考え方を働か

せた、考察、構想や、説明、議論

等の学習活動が組み込まれた、

課題を追究したり解決したりす

る活動を設定しよう。 

〇 用語・語句等の知識だけでな

く、社会的事象等の特色や意味

等を含めた社会の中で汎用的に

使える概念等に関わる知識を獲

得できるようにしよう。 

 

身に付けさせたい力等 

・ 地方自治の意義について、自分たちの住む地域の身近な事例と関連付けながら、多面的・多角

的に考察する力 

・ 地方公共団体や地方自治の仕組みについて、国の仕組みと比較しながら理解する力 

・ 自分たちの住む地域の課題解決に向けて、自ら学習を調整したり粘り強く取り組んだりするな

ど、主体的に関わろうとする態度 

活動例 ＜「自分たちの住む地域をよりよくするために私たちができること」を単元課題に設定＞ 

・ 自分たちの住む地域をよりよい街にするための「要望」を学級内で出し合うとともに、どうす

れば実現するかを予想する。 

・ どんな立場の人に有益な「要望」であるかを明確にするため、地方公共団体のＷｅｂサイトや

広報誌を用いて、地方自治の仕組みや市の政策、財政状況に関する情報を収集する。 

・ 調べた情報をまとめ、プレゼンテーションソフトを使用して発表の準備をする。 

・ 自分たちの考えた「要望」の中から、優先すべきものを話し合い、学級内で合意形成を図る。 

・ 学級の承認を受けた「要望」を、市町村の関係者等に向けて提言する。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善  

ＩＣＴを積極的に活用しよう 
〇 「学びや調べ方を大切にし、生徒の主体性を重視」、「『社会的事象について調べまとめる技能』の育成」、「情報の収

集によるリテラシーの育成」を意識して授業をつくっていこう。 

主体的な学びに向けて 

○ 生徒が学習課題を把握し、そ

の解決への見通しをもてるよう

にしよう。 

○ 生徒の興味・関心を生かし、生

徒自らが問題を見付けられるよ

うに単元構想を工夫しよう。 

○ 学習内容や活動に応じた振り

返りの場を設定して、生徒が表

現できるようにしよう。 
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【算数科】 

数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数量や図形等についての基礎的・基本

的な知識及び技能を確実に習得し、これらを活用して問題を解決するために必要な数学的な思

考力、判断力、表現力等を育むことを目指している。また、算数と日常生活との関連についての

理解を深め、算数を主体的に生活や学習に生かそうとしたり、問題解決の過程や結果を評価・改

善しようとしたりするなど、数学的に考える資質・能力の育成を目標としている。 

【数学科】 

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、数学的な思考力、判断力、表現力等を育み、

数学的に考える資質・能力を育成する。また、数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通

して、数量や図形等に関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め、数学的な表現や

処理の仕方を習得し、数理的に考察し表現する能力を高めることを目標としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小 学 校】 

１ 算数科の指導の重点 

(1) 数の概念の形成と計算の仕組みを習得し、日常の場面で活用する力を育てよう 

 ア 整数、小数及び分数の概念を形成し、その性質について理解するとともに、数についての感

覚を豊かにし、数の計算の意味について理解し、計算に習熟できるようにする。 

イ 数や式を用いた数理的な処理のよさに気付き、数や計算を生活や学習に活用しようとする態 

度を身に付けられるようにする。 

(2) 図形の性質を考察したり、それを活用したりする資質や能力を育てよう 

ア 基本的な図形や空間の概念について理解し、図形についての豊かな感覚の育成を図るととも

に、図形を構成したり、図形の面積や体積を求めたりすることができるようにする。 

イ 図形の機能的な特徴のよさや図形の美しさに気付き、図形の性質を生活や学習に活用しよう 

とする態度を身に付けられるようにする。 

(3) 量と測定についての概念や原理を理解させ、量についての豊かな感覚を育てよう 

ア 身の回りの量について、その概念及び測定の原理と方法を理解するとともに、量についての 

感覚を豊かにし、量を実際に測定することができるようにする。 

イ 測定の方法や結果を振り返って数理的な処理のよさに気付き、量とその測定方法を生活や学

習に活用しようとする態度を身に付けられるようにする。 

(4) 数量の関係や変化と対応から事象を考察することで、事象の変化や関係を捉える力を育てよう 

ア 伴って変わる二つの数量の関係について理解し、変化や対応の様子を表や式、グラフに表し

たり、読んだりするとともに、割合や比の意味や表し方を理解し、これらを求めることができ

るようにする。 

イ 伴って変わる二つの数量の関係に着目し、表や式を用いて変化や対応の特徴を考察するとと

もに、図や式等を用いてある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係の比べ方を考察し、日

常生活に生かすことができるようにする。 

(5) 事象をデータから捉えて問題解決に生かす力、データを多面的に把握し事象を批判的に考察す

る力を育てよう 

ア 目的に応じてデータを集めて分類整理し、適切なグラフに表したり、代表値等を求めたりす

るとともに、統計的な問題解決の方法について知ることができるようにする。 

イ データのもつ特徴や傾向を把握し、問題に対して自分なりの結論を出したり、その結論の妥

当性について批判的に考察したりすることができるようにする。 

 

算 数、数 学 
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身に付けさせたい力等 
① 小３ 三角形と四角形 
・ 日常生活における様々な形から三角形や四角形を見いだし、その特徴を考察し、表現すること
ができる。 

② 小４ 面積 
・ これまでに学んだ正方形や長方形の面積の求め方を活用し、Ｌ字型や凸型等、いろいろな図形
の面積の求め方を考え、説明することができる。 

活動例 
① 小３ 三角形と四角形（身の回りにあるものから三角形や四角形を見つけよう） 
・ 校内や日常生活における様々な形を撮影し、それを児童の端末に配付する。 
・ 動的幾何学ソフト（Geometric Constructor等）を用いて、様々な三角形や四角形を作図し、
正三角形や正方形等、特別な形の図形の特徴を見いだす活動をする。 

② 小４ 面積（身の回りにある図形の面積を求めよう） 
・ 画像をそれぞれの端末に配付し、画像に含まれる図形の面積の求め方を各自で考える。 
・ 学習支援ソフト等の共有機能を活用し、全員が図の特徴や求め方をかき込み、考えを共有す
る。 

・ 自分と他者との考えの共通点や相違点について、話し合う場を設定する。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す算数科の学習指導 

(1) 単元等、内容や時間のまとまりを見通して、資質・能力の育成を図ろう 

導入で問題の解決に向けての見通しをもたせ、単元等、内容や時間のまとまりの中で、数学的

な見方・考え方をもとに自分の考えをもつ場面を設定する。また、対話によって他者の数学的な

見方・考え方に触れることで自分の考えを広げたり深めたりする場面、学びの深まりをつくり出

すために、児童が新たな問いを生み出す場面を効果的に設定することを大切にする。  

(2) 数学的な見方・考え方を働かせた学習のより一層の充実を図ろう 

数学的な見方・考え方とは、事象を、数量や図形及びそれらの関係に着目して捉え、論理的、

統合的・発展的に考えることである。数学的な見方・考え方を働かせた知識及び技能を習得させ

るとともに、思考力、判断力、表現力等の育成と学びに向かう力、人間性等を少しずつ養ってい

くことが大切である。日常の事象を数理的に捉え、算数の問題を見いだし、数学的活動を通して、

問題を自立的、協働的に解決したり、学習の過程を振り返り、概念を形成したりするなどの学習

の充実を図る。 

(3) 主体的・対話的で深い学びを実現するための目標を設定しよう 

主体的・対話的で深い学びを実現するために、「操作的な活動を積極的に取り入れる」「一通り

の解き方だけでなく、他の解き方も考える」「図や表、グラフなどを用いて説明する」「得られた

答えが真に正しいか確かめる」など、単に正解を得るだけでなく、最適解や納得解を得るまでの

過程を大切にした学習の仕方や、他者と関わり合いながら自分の考えを広げたり深めたりする方

法を学ぶことができるようにする。 

(4) ＩＣＴを適切に活用しよう 

「算数・数学科の指導におけるＩＣＴの活用について」（文部科学省）には、「小学校算数科では、

教師の丁寧な指導のもとでＩＣＴを活用する場面を適切に選択することが必要である」と述べら

れている。授業においては、具体的な体験を伴う活動等も大切にしつつ、ＩＣＴの適切な活用に

よって、学習内容の理解につながるとともに、個別最適な学び・協働的な学びの充実も図ること

ができるものと考える。 

(5) 評価を次の学習活動につなげよう 

児童のよい点や進歩の状況等を、児童の反応や学習状況、ノートの記述や練習問題、ペーパー 

テスト等から、積極的に評価し、学習の意義や価値を実感できるようにしていく。また、学習の

過程や成果を評価することで、指導を改善し、学習意欲の向上を図るようにする。児童のノート

やワークシート等を、ＩＣＴを活用して記録するなど、ポートフォリオ評価に利用することも考

えられる。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善  
 



 - 37 -

【中 学 校】 

１ 数学科の指導の重点 

(1) 数の概念についての理解を深め、文字を用いて数量の関係や法則等を考察し、具体的な場面  

で活用する力を育てよう 

ア 数に関する指導では、負の数、無理数を導入して、数の範囲を拡張するときの考え方を理

解し、数の概念の理解を一層深め、事象を一般的かつ明確に表現して処理できるようにする。

また、これまで学習した数の計算と関連付けて、新しく導入された数の四則計算の方法を考

察し、活用できるようにする。 

イ 式に関する指導では、文字や文字式を用いて、数量やその関係を簡潔・明瞭に表現し、形 

式的に処理できるようにする。また、形式的な処理を施して得られた結果やその過程から新 

たな関係を見いだそうとする態度を育てる。 

(2) 図形の概念や性質を理解させ、論理的に考察し表現する力を育てよう 

ア 図形の指導では、基本的な図形の概念や性質についての理解を深め、図に表現したり、正 

しく作図したりする能力を身に付け、図形についての知識及び技能を活用できるようにする。 

イ 図形学習を通して、直観的に捉える力を高めるとともに、図形の定義の意味や帰納的、類 

推的、演繹
え き

的に考えるなどの数学的な推論の理解を深める。また、数学的な表現を用いて論 

理的に説明し合う活動を通して、論理的に考察し表現することのよさを実感できるようにす 

る。 

(3) 具体的な事象から関数関係を見いだし、表現し考察する力を培おう  

ア 関数についての基礎的な概念や性質を理解し、関数として捉えられる二つの数量の変化や 

対応の特徴を表、式、グラフによって適切に表現できるようにする。 

イ 関数を用いて具体的な事象を捉え考察するとともに、その考察の過程や結果を表、式、グ 

ラフを用いて説明することができるようにする。また、変わるものの中で変わらない性質を 

見抜き、他者に説明することによって、既習の数学の内容の理解や関数の理解を深める。 

(4) データの傾向を捉え、考察し表現する力を培おう 

ア 目的に応じてデータを収集し、コンピュータを用いるなどして図やグラフに表して処理し、 

それを用いてデータの傾向を読み取り、批判的に考察し判断できるようにする。 

イ 多数の観察や多数回の試行によって得られる確率について理解し、日常生活や社会の不確 

定な事象の起こりやすさの傾向を読み取り表現することができるようにする。 

ウ 母集団から標本を取り出し、標本の傾向を調べることで、母集団の傾向が読み取れること 

を理解できるようにし、既に行われている標本調査の方法や結果についても批判的に考察し 

表現できるようにする。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す数学科の学習指導 

(1) 問題解決型の単元を構想し、問題を自立的、協働的に解決できるようにしよう 

数学を活用して問題解決する方法を理解するとともに、自ら問題を見いだし、解決するため

の構想を立て、実践し、その過程や結果を評価・改善する機会を設ける。また、問題解決の結

果や過程、数や図形の性質等について説明し合い、互いの考えをよりよいものに改めたり、一

人では気付くことのできなかった解決方法等を見いだしたりできるようにする。 

(2) 体験活動や対話的な学習を通して、数学に関わる基礎的な概念や原理・法則等に対して、実 

感を伴って理解できるようにしよう 

観察や操作、実験等の活動を通して、数量や図形等の性質を見いだしたり、事象を数学的な

表現を用いて論理的に説明し、事柄の本質について話し合ったりしながら、よりよい考えに高

めることができるようにする。また、帰納・類推・演繹などの数学的な推論の場を、適宜意図

的にもち、思考の過程や判断の根拠等を数学的な表現を用いて簡潔・明瞭・的確に説明したり、

数学的に表現されたものについて話し合って解釈したりする学習活動の充実を図る。 
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(3) 数学のよさを実感できるよう、習得した知識及び技能を活用する場を大切にしよう 

数学的な表現を用いて、能率的に物事を処理できるようになったり、事象を的確に捉え、簡

潔かつ明瞭に表現できるようになったりするなど、自己の成長を振り返ることで、数学のよさ

について明確に意識していく。また、習得した知識及び技能の活用を通して、生徒が数学は楽

しい、数学は面白いと実感し、数学が得意であるという自己肯定的な態度も養っていく。 

(4) 数学的活動を通した主体的・対話的で深い学びを実現しよう 

中学校学習指導要領解説数学編には、数学的活動を通して主体的・対話的で深い学びを実現

するために、その主要な側面として、「日常の事象や社会の事象から問題を見いだし解決する

活動」、「数学の事象から問題を見いだし解決する活動」、「数学的な表現を用いて説明し伝え合

う活動」の三つを数学的活動として各学年の内容として示されていることから、数学的な活動

を通した主体的・対話的で深い学びの実現を図っていく。 

(5) ＩＣＴを積極的に活用しよう 

中学校数学科では、取り扱われる学習内容の抽象度が高まるとともに、複雑な事象を扱う問

題が増加する。したがって、学習内容や問題への理解を促すために、ＩＣＴの積極的な活用に

心掛けたい。活用に当たっては、例えば、学習支援ソフト等を使って生徒の考えを共有し、共

通点や相違点などを見付け、自分の考えを再構築するなど、生徒が協働的な活動を通して学び

を深めることができるようにしていくことも考えられる。 

(6) 評価を次の学習活動につなげよう 

指導と評価の一体化を図るためには、個々の学びを深めるための評価という視点を一層重視

し、指導のねらいに応じて授業の中での生徒の学びを振り返り、学習や指導の改善に生かして

いくというサイクルが大切である。 

各観点の評価においては、以下の例のように様々な工夫をする必要がある。 

 

 

 

 

 
学習評価を真に意味のあるものとするために、生徒の学習改善、教員の指導改善につながる

ものにしていくこと、これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められ
ないものは見直していくことが重要である。生徒のノートやワークシート等を、ＩＣＴを活用
して記録するなどポートフォリオ評価に利用することも考えられる。 
 

 

 

 
身に付けさせたい力等 
① 中１ データの活用 

・ 目的に応じてデータを収集して分析し、そのデータの分布の傾向を読み取り、批判的に考察し
判断することができる。 

② 中２ 一次関数 
・ 一次関数について学んだことを生活や学習に生かそうとすることができる。また、表・式・グ

ラフのそれぞれで表現するよさについて理解することができる。 
活動例 
① 中１ データの活用（自分で決めたテーマを追究しよう） 

・ １人１台端末のアンケート機能を利用し、テーマに沿ったデータを収集する。 
・ 表計算ソフト等で、目的に応じて資料を整理したり、分析したりする。 
・ 個人やグループで分析したことを意見交流する場を設定する。 

② 中２ 一次関数（自分の生活スタイルに適した電球選びをしよう） 
・ 商品の単価と単位時間あたりの電気料金、寿命が異なる３種類の電球の中から、それぞれの電

球の使用時間と料金の関係を表、グラフ、式等に表すことを通して、自分の生活スタイルに適し
た電球を選ぶ。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善 

「思考・判断・表現」 

・ 行動観察  ・ ノート 

・ 単元テスト 

 具体的な事象を捉えて考察

し、表現する場面を設ける。 

「主体的に学習に 

取り組む態度」 

・ 行動観察  ・ ノート 

・ ワークシート 

 問題解決の過程を振り返る

場面を設ける。 

「知識・技能」 

・ 行動観察 ・ 小テスト 

・ 単元テスト 

既有の知識及び技能と関連

付けたり、活用したりする場面

を設ける。 
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【小 学 校】 

１ 理科の指導の重点 

 (1)  自然の事物・現象への理解を図り、観察や実験等に関する技能の習得を図ろう 

     自然の事物・現象に働きかけ、問題を解決していくことにより、それらの性質や規則性

等を把握できるようにする。観察や実験等の技能については、器具や機器等を目的に応じ

て工夫して扱うとともに、観察や実験の過程や得られた結果を適切に記録できるようにす

る。 

 (2)  観察、実験等を行い、問題解決の力の育成を図ろう 

      自然の事物・現象に親しむ中で興味・関心をもち、そこから問題を見いだし、予想や仮

説をもとに観察や実験等を行い、結果を整理し、その結果をもとに結論を導き出す問題解

決の過程の中で、問題解決の力を育成することが大切である。問題解決の過程において、

理科の見方・考え方を意識的に働かせ、繰り返し自然の事物・現象に関わることで、育成

を目指す資質・能力が更に伸ばされていく。自然の事物・現象をどのような視点で捉える

かという「見方」については、理科を構成する領域ごとの特徴（例：「エネルギー」を柱

とする領域では、主として量的・関係的な視点、「生命」を柱とする領域では、主として

共通性・多様性の視点）から整理され、どのような考え方で思考していくかという「考え

方」については、これまで理科で育成を目指してきた問題解決の力、及び問題解決の過程

をもとに整理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科では、自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察

や実験等を行うことを通して、科学的に探究するために必要な資質・能力を育てることを目標

としている。そのために、自然の事物・現象について理解を深め、科学的に探究するために必

要な基本的な技能を身に付け、探究する力や態度を養う。 

指導に当たっては、問題解決の力と自然を愛する心情や、主体的に問題解決しようとする態

度を養うことに配慮する。また、持続可能な社会の構築が求められている状況を踏まえ、環境

教育との関連を図ることにも留意する必要がある。 

各学年の自然の事物・現象について追究する中での視点と、育てたい問題解決の力 

Ｂ 生命・地球 

エネルギー 粒 子 生 命 地 球 

 

３年生（比較しながら調べる活動を通して）差異点や共通点をもとに、問題を見いだし、表現すること。 

４年生（関係付けて調べる活動を通して）既習の内容や生活経験をもとに、根拠のある予想や仮説を発想し、表現すること。 

５年生（条件を制御しながら調べる活動を通して）予想や仮説をもとに、解決の方法を発想し、表現すること。 

６年生（多面的に調べる活動を通して）より妥当な考えをつくりだし、表現すること。 

中学校における分析・解釈する能力へ 

問 

題 

解 

決 

の 

力 

Ａ 物質・エネルギー 

主として量的・ 

関係的な視点 

主として質的・ 

実体的な視点 

主として共通性・

多様性の視点 

主として時間的・

空間的な視点 

 

理科の 
見方 

原因と結果、部分と全体、定性と定量 等 

理科の 
考え方 

理    科 
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(3) 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う指導を充実させよう 

児童は、自然の事物・現象に進んで関わり、問題を見いだし、追究の見通しをもたせる。

追究の過程では、自分の学習活動を振り返り、意味付けをしたり、身に付けた資質・能力

を自覚したりするとともに、再度自然の事物・現象や日常生活を見直し、学習内容を深く

理解したり、新しい問題を見いだしたりするための学習活動の工夫をする。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す理科の学習指導 

(1)  主体的な問題解決の過程を重視した学習活動を進めよう 

ア 自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって観察や実験等を行ったり、結

果からより妥当な考えを導き出したり、自らの学習活動を振り返り、次の問題を発見し、

新たな視点で自然の事物・現象を捉えたりするなどの学習活動を重視する。 

イ 問題の設定や検証計画の立案、観察や実験の結果の処理、考察の場面等では、あらか

じめ個人で考え、その後、意見交換したり、根拠をもとにして議論したりして、自分の

考えをより妥当なものにするなどの学習活動を取り入れる。 

ウ 理科の見方・考え方を働かせながら問題解決の過程を通して学ぶことにより、理科で

育成を目指す資質・能力を獲得したり、様々な知識をつなげて、より科学的な概念を形

成したり、さらに、新たに獲得した資質・能力に基づいた理科の見方・考え方を、次の

学習や日常生活における問題発見・解決の場面で働かせたりするなどの学習活動を意識する。 

(2)  評価を次の学習活動につなげよう 

     児童の興味・関心を想定し、活動に即した評価をする。また、単元の適切な場面で、指導

の改善を図るとともに、児童が自らの活動を振り返り、その後の学習の改善に生かすことが

できる計画的・効果的な評価を行う。 

(3)  ＩＣＴを活用しよう 

     指導内容に応じて、コンピュータや情報通信ネットワーク、１人１台端末等のＩＣＴを

効果的に活用する。また、プログラミング教育を行う単元を設定する。「観察、実験の代

替」としてではなく、理科の学習の一層の充実を図るための有効な手段として位置付ける。 

(4)  事故防止、薬品等の管理及び廃棄物の処理に留意しよう 

   観察や実験、野外観察の指導においては、予備実験や現地調査を必ず実施するなど、安

全確保を徹底するとともに、薬品及び実験機器等の保管・管理について留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身に付けさせたい力等 
① 小４ わたしたちの体と運動 

人や他の動物について、既習の内容や生活経験をもとに、人や他の動物の骨や筋肉のつく
りと働きについて、根拠のある予想や仮説を発想し、表現することができる。 

② 小５ 植物の発芽と成長 
植物の育ち方について追究する中で、植物の発芽、成長とそれらに関わる条件についての予

想や仮説をもとに、実験の方法を発想し、表現することができる。 
活動例 
① 小４ わたしたちの体と運動 ＜最強アームレスラーをめざせ！＞ 
・ 腕の骨や筋肉のつくりについて、児童が予想をし、表現しやすくなるように、骨の代わ

りに割り箸、筋肉の代わりに輪ゴム、腱の代わりに画びょう、関節の代わりに軟質ゴムパ
イプを用意して、自由に組み合わせられるようにする。 

・ それぞれが考えた予想について共通点や相違点を比較し、深められるように、電子黒
板等のＩＣＴを利用して、児童の考えを分類し、構造的に示すようにする。 

② 小５ 植物の発芽と成長 ＜芽を出せ！インゲンマメ＞ 
・ 単元の導入において、春に発芽する植物が多いことを想起させた上、様々な季節や時
間の発芽写真を提示することで、水・土・肥料の他に、気温や日光なども条件になる可能
性に気付かせ、発芽において本当の条件が何か知りたくなるようにする。 

・ 予想した発芽条件を、話合いにより分類する。その後、個々が調べたい条件を決めた
上で、同じ条件で調べる児童とグループにし、実験方法を考えられるようにする。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善 
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【中 学 校】 

１ 理科の指導の重点 

(1)  自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探究するために必要な観察や実験等

に関する基本的な技能の習得を図ろう 

 観察、実験等を通して、自然の事物・現象に対する概念や原理・法則の理解を図るとと

もに、科学的に探究するために必要な基本的な技能を身に付けることが重要である。その

際、日常生活や社会との関わりの中で、科学を学ぶ楽しさや有用性を実感しながら、生徒

が自らの力で知識を獲得し、理解を深めて体系化していくことが大切である。 

(2) 観察、実験等を行い、科学的に探究する力の育成を図ろう 

   自然の事物・現象の中に問題を見いだし、見通しをもって観察、実験等を行い、得られ

た結果を分析して解釈するなどの活動を通して、科学的に探究する力を育成することが重

要である。 

科学的に探究する力の育成においては、課題の把握（発見）、課題の探究（追究）、課

題の解決という探究の過程を通した学習活動を行い、その過程全体に対して、生徒が主体

的に探究できることを目指す。また、生徒が常に知的好奇心をもって自然の事物・現象に

関わるようになることや、その中での気付きから疑問を形成し、課題として設定すること

ができるよう、下表のイメージ図を参考に学習過程を捉えていくことが必要である。 
 

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

(3) 自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度を養う指導を充実さ

せよう 

生徒の学習意欲を喚起し、生徒が自然の事物・現象に進んで関わり、主体的に探究しよ

うとする態度を育てるために、自然体験の大切さ、日常生活や社会における科学の有用性

を実感できるような場面を設定することが大切である。また、持続可能な社会を創ってい

くために、身の回りの事象から地球規模の環境までを視野に入れて、科学的な根拠に基づ

検証計画の立案 

自然事象に対する気付き 

課題の設定 

仮説の設定 

結果の処理 

考察・推論 

表現・伝達 

次の探究の過程 

観察・実験の実施 

●主体的に自然事象と関わり、それらを科学的に探究しようとする態度 
●自然事象を観察し、必要な情報を抽出・整理する力 

●抽出・整理した情報について、それらの関係性や傾向を見いだす力 

●見いだした関係性や傾向から、課題を設定する力 

●見通しをもち、検証できる仮説を設定する力 

●仮説を確かめるための観察、実験の計画を立案する力 

●観察、実験の計画を評価・選択・決定する力 

●観察、実験を実行する力 

●観察、実験の結果を分析・解釈する力 
●情報収集して仮説の妥当性を検討したり、考察したりする力 

●全体を振り返って推論したり、改善策を考えたりする力 
●新たな知識やモデル等を創造したり、次の課題を発見したりする力 
●事象や概念等に対する新たな知識を再構築したり、獲得したりする力 

●学んだことを次の課題や、日常生活や社会に活用しようとする態度 

●考察・推論したことや結論を発表したり、レポートにまとめたりする力  

課
題
の
把
握 

 
発
見
  

課
題
の
探
究
 
追
究
  

課
題
の
解
決 

見通し 

振り返り 

●観察、実験の結果を処理する力 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

調査 

意見交換・議論 

意見交換・議論 

研究発表 
相互評価 

対話的な学びの例 

資質・能力を育むために重視する探究の過程のイメージ 

学習過程例（探究の過程） 理科における資質・能力の例 

（「中学校学習指導要領解説 理科編」P.9） 
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いて賢明な意思決定ができるような態度を身に付けることが必要である。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す理科の学習指導 

(1)  主体的な問題解決の過程を重視した学習活動を進めよう 

ア 自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって課題や仮説を設定し、観察や

実験の計画を立案したり、結果から仮説の妥当性を検討したり、全体を振り返って改善

策を考え、次の課題の発見をしたりするなどの学習活動を重視する。 

イ 課題設定や検証計画の立案、観察や実験の結果の処理、考察等の場面では、あらかじ

め個人で考え、その後、意見交換したり、科学的な根拠に基づいて議論したりして、自

分の考えをより妥当なものにするなどの学習活動を取り入れる。 

  ウ 探究の過程の中で、理科の見方・考え方を働かせながら、理科で育成を目指す資質・

能力を獲得したり、知識がつながってより科学的な概念を形成したりできるようにする。

さらに、新たに獲得した資質・能力に基づいた理科の見方・考え方を、次の学習や日常

生活等における課題の発見・解決の場面で働かせるなどの学習活動を意識する。 

(2)  評価を次の学習活動につなげよう 

   単元ごとに評価計画を作成し、見通しをもって評価を行う。実験や観察等、活動を伴う

学習については、行動観察、実験報告書等、活動に応じて的確に評価する。 

指導と評価の一体化を図るために、生徒の学習の成立を促すための評価という視点を一

層重視し、教員が自らの指導のねらいに応じて授業での生徒の学びを振り返り、学習や指

導の改善に生かしていくことが大切である。 

(3)  ＩＣＴを活用しよう 

    観察・実験等の指導に当たっては、指導内容に応じてＩＣＴを適切に活用することによっ

て学習の場を広げたり、学習の質を高めたりすることができるようにする。その際、「観

察・実験の代替」としてではなく、理科の学習の一層の充実を図るための「有用な道具」

としてＩＣＴを位置付ける。観察、実験では得られない情報の検索、実験、データの処理、

実験の計測等、ＩＣＴを活用する場面を適切に選択し、教員の丁寧な指導のもとで効果的

に活用することが重要である。 

(4)  事故防止、薬品等の管理及び廃棄物の処理に留意しよう 

観察や実験、野外観察の指導においては、予備実験や現地調査を必ず実施するなど、安

全確保を徹底するとともに、薬品及び実験機器等の保管・管理について留意する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
身に付けさせたい力等 
①  中１ 身近な物理現象 

自然の事物・現象に進んで関わり、その中から問題を見いだす 
② 中３ 運動とエネルギー 

探究の過程を振り返る 
活動例 
①  中１ 音の性質 ＜音の消防署＞ 

・ 長さが変わる管の中に火をつけたロウソクを入れたのち、管の外のスピーカーから音
を鳴らし、共鳴現象によりロウソクの火を音で消す現象を提示する。そして、風が当た
らないのにロウソクの火が消えることに不思議を見いださせる。 

・ 個々が「音の伝わり方」「音の大きさ」「音の高さ」のいずれかについて追究する中
で、新たな問題を見いだし、話合いの必要性を生み出す。 

② 中３ 水中の物体にはたらく力 ＜石材運びの働き方改革で加藤清正を救え！＞ 
・ 名古屋城の石垣づくりに使う石材をより安く運ぶ船を作ろうという学習課題を設定す

る。運賃は船の容積（船に入る水の体積）が小さいほど安くなるようにし、船の形や石
材を積む位置を工夫し、船にはたらく重力と浮力との関係性を考えられるようにする。 

・ 個人追究して見付けた船づくりの工夫を話し合う中で、水中に石材をつり下げて石材
自体の浮力を利用するという意見の生徒を指名する。新たな考えを実験で確かめたいと
いう意見を受けて、再度、各自で追究の過程を振り返って追実験できるようにすること
で、浮力についての理解を深められるようにする。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善 
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生活科は、具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、自立し

生活を豊かにしていくための資質・能力を育成することを目標としている。 

この目標を実現するために、児童が身近な人々、社会及び自然と直接関わる活動や体験を重視し、

児童の思いや願いを生かし、関わる対象や自分自身への気付きを生み出し、深め、高めていくことが

大切である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「小学校学習指導要領解説 生活編」平成29年７月 文部科学省） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 年 の 目 標 の 趣 旨 

 

 

  

 

 

 

 身近な生活に関わる見方    

 

 身近な生活に関わる考え方   

 

  見方・考え方を生かす      

・ 興味・関心があり、価値があると感
じられる学習活動を自ら進んで行う
ことができる。 

・ 自分の思いや考え等を適切な方法
で表現できる。 

 

・ 生活上必要な習慣や技能を身に付
ける。 

・ 身近な人々、社会及び自然と適切に
関わることができる。 

・ 自らよりよい生活を創り出してい
くことができる。 

・ 自分のよさや可能性に気付き、
意欲や自信をもつことによっ
て、現在及び将来における自分
自身の在り方を求めていくこと
ができる。 

（育成を目指す資質・能力） 

学習上の自立 

○ 活動や体験の過程において、自分自身、身近な人々、社会及び自然の特徴やよさ、それ

らの関わり等に気付くとともに生活上必要な習慣や技能を身に付けるようにする。 

 （知識及び技能の基礎） 

○ 身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉え、自分自身や自分の生活について考

え、表現することができるようにする。     （思考力、判断力、表現力等の基礎） 

○ 身近な人々、社会及び自然に自ら働きかけ、意欲や自信をもって学んだり、生活を豊かに

したりしようとする態度を養う。           （学びに向かう力、人間性等） 

○ 学校、家庭及び地域の生活に関わることを通して、自分と身近な人々、社会及び自然との関
わりについて考えることができ、それらのよさやすばらしさ、自分との関わりに気付き、地域
に愛着をもち自然を大切にしたり、集団や社会の一員として安全で適切に行動したりする。 

○ 身近な人々、社会及び自然と触れ合ったり、関わったりすることを通して、それらを工夫し
たり、楽しんだりすることができ、活動のよさや大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよ
りよくするようにする。 

○ 自分自身を見つめることを通して、自分の生活や成長、身近な人々の支えについて考えるこ
とができ、自分のよさや可能性に気付き、意欲と自信をもって生活するようにする。 

 （「小学校学習指導要領解説 生活編」平成29年７月 文部科学省） 

生    活 

具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・
考え方を生かす 

 

生活上の自立 精神的な自立 

自立し生活を豊かに
していく 

生活科の教科目標の構成 

見方・考え方を生かす 

自立し生活を豊かにしていく 

身近な生活を捉える視点であり、身近な生活における人々、社会及び自然
等の対象と自分がどのように関わっているのかという視点 

自分の生活において思いや願いを実現していくという学習過程にあり自
分自身や自分の生活について考えていくこと 

生活科の学習過程において、児童自身が既に有している見方・考え方を
発揮するということであり、また、その学習過程において、見方・考え方
が確かになり、一層活用されること 
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１  生活科の指導の重点 

(1) 複数の内容を組み合わせて単元を構成しよう 

   生活科は、複数の内容を組み合わせて単元を構想することが多い。その際、内容の構成要素と

階層性を意識することによって、内容の漏れや落ちがないように配慮する。 

  ○ 内容の構成要素 １……児童が直接関わる学習対象や実際に行われる学習活動等 

            ２……思考力、判断力、表現力等の基礎 

            ３……知識及び技能の基礎 

            ４……学びに向かう力、人間性等 

  ○ 内容の階層  第１……学校、家庭及び地域の生活に関する内容【下表(1)～(3)】 

第２……身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容【下表(4)～(8)】 

           第３……自分自身の生活や成長に関する内容【下表(9)】 
 ○ 生活科の指導内容の全体（「小学校学習指導要領解説 生活編」平成29年７月 文部科学省） 

階
層 

容 内 

構  成  要  素 

１学習対象･学習活動等 ２思考力、判断力、表現力等の基礎 ３知識及び技能の基礎 ４学びに向かう力、人間性等 

第
１ 

(1) 

学校と 

生活 

・ 学校生活に関わ

る活動を行う     

 

 

 

・ 学校の施設の様子や学

校生活を支えている人々

や友達、通学路の様子やそ

の安全を守っている人々

等について考える 

・ 学校での生活は様々な

人や施設と関わっている

ことが分かる 

 

 

・ 楽しく安心して遊びや

生活をしたり、安全な登

下校をしたりしようとす

る 

(2) 

家庭と 

生活 

・ 家庭生活に関わ

る活動を行う 

 

 

・ 家庭における家族のこ

とや自分でできること等

について考える 

 

・ 家庭での生活は互いに

支え合っていることが分

かる 

 

・ 自分の役割を積極的に

果たしたり、規則正しく健

康に気を付けて生活した

りしようとする 

(3) 

地域と 

生活 

・ 地域に関わる活

動を行う 

・ 地域の場所やそこで生

活したり、働いたりして

いる人々について考える  

・ 自分たちの生活は様々

な人や場所と関わってい

ることが分かる 

・ それらに親しみや愛着

をもち、適切に接したり、

安全に生活したりしよう

とする 

第
２ 

(4) 

公共物や 

公共施設

の利用 

・ 公共物や公共施

設を利用する活動

を行う 

 

・ それらのよさを感じた

り、働きを捉えたりする 

 

 

・ 身の回りにはみんなで

使うものがあることやそ

れらを支えている人々が

いること等が分かる 

・ それらを大切にし、安全

に気を付けて正しく利用

しようとする  

 

(5) 

季節の変

化と生活 

・ 身近な自然の観

察、季節や地域の

行事に関わるなど

の活動を行う    

・ それらの違いや特徴を見

付ける  

 

 

・ 自然の様子や四季の変

化、季節によって生活の

様子が変わることに 

気付く  

・ それらを取り入れ自分

の生活を楽しくしようと

する 

 

(6) 

自然や物

を使った

遊び 

・ 身近な自然を利

用したり、身近にあ

る物を使ったりし

て遊ぶ活動を行う    

・ 遊びや遊びに使う物を

工夫してつくる 

 

 

・ その面白さや自然の不

思議さに気付く  

 

 

・ みんなと楽しみながら

遊びを創り出そうとする  

 

(7) 

動植物の

飼育・栽

培 

・ 動物を飼ったり、

植物を育てたりす

る活動を行う    

・ それらの育つ場所、変化

や成長の様子に関心をも

って働きかける 

・ それらは生命をもって

いることや成長している

ことに気付く 

・ 生き物への親しみをも

ち、大切にしようとする  

 

(8) 

生活や出

来事の伝

え合い 

・ 自分たちの生活

や地域の出来事を

身近な人々と伝え

合う活動を行う    

・ 相手のことを想像した

り、伝えたいことや伝え

方を選んだりする  

 

・ 身近な人々と関わるこ

とのよさや楽しさが分 

かる  

・ 進んで触れ合い交流し

ようとする  

第
３ 

(9) 

自分の 

成長 

・ 自分自身の生活

や成長を振り返る

活動を行う    

 

・ 自分のことや支えてく

れた人々について考える 

 

・ 自分が大きくなったこ

と、自分でできるように

なったこと、役割が増え

たこと等が分かる  

・ これまでの生活や成長

を支えてくれた人々に感

謝の気持ちをもち、これか

らの成長への願いをもっ

て、 意欲的に生活しよう

とする 
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(2) 体験活動と表現活動を単元構想へ位置付けよう            

児童が没頭できる体験活動は、表現活動を豊かにし、

その表現活動から次の体験活動への意欲を高めると

いう相互作用がある。生活科では、体験活動が質的に高

まるように意図的・計画的に単元の構想を工夫する。

表現活動は、無自覚な気付きを自覚に向かわせ、次の体

験活動の質を高めることができる。また、気付きを共有

することで、新しい体験活動へと発展させることもでき

る。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す生活科の学習指導 

  生活科の学習指導を充実させるためには、綿密な指導計画を作成し、以下の生活科学習の特質を

生かした学習指導を行うことが大切である。 

○ 児童の身近な生活圏を活動や体験の場の対象にする。 

○ 児童が身近な人や社会、自然と直接関わる活動を重視する。 

○ 児童の思いや願いを育み、意欲や主体性を高める学習過程にする。 

○ 働きかける対象について気付くとともに、自分自身に気付くことができるようにする。 

○ 児童の姿を丁寧に見取り、働きかけ、活動の充実につなげる。 

(1) 「気付き」の質を高める学習活動を充実させよう 

ア 単に活動や体験を繰り返すのではなく、話合いや交流、伝え合いや発表等の表現活動を適切

に位置付けることが大切である。この体験活動と表現活動の相互作用により学習活動を質的に

高めていく。 

  イ 無自覚な気付きから自覚された気付きへ、一つ一つの（個別的な）気付きから関連付けられ

た気付きへ、対象への気付きから自分自身の気付きへと高まるように支援する。 

  ウ 気付きの質を高めるための学習指導の進め方 

・ 試行錯誤や繰り返す活動を設定する。 ・ 伝え合い、交流する場を工夫する。 

・ 振り返り、表現する機会を設ける。  ・ 多様性を生かし、学びをより豊かにする。 

(2) 伝え合い交流する活動を充実させよう 

  ア 活動や体験について一層の充実を図る観点から、言葉等を中心としたコミュニケーション活

動によって他者と交流する中で認め合ったり、捉え直したりする学習活動を工夫していく。 

イ 多くの人と進んで交流していこうとする児童の姿を目指して、身近な人々と伝え合う活動を

取り入れ、人と関わることの楽しさが分かるように工夫する。 

ウ 児童が自分の気付きを伝えたいと強く心に抱くよう、活動や体験を充実させるとともに、友

達と気付きを交流することで、次の活動が豊かになるよう単元の構想を工夫する。 

エ 表現活動については、児童の実態に合わせて、言葉、絵、動作、劇化等の多様な方法で表現

具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考え、気付きを確かなものとしたり、

新たな気付きを得たりするようにするため、活動や体験を通して気付いたこと等につい

て多様に表現し考えたり、「見付ける」、「比べる」、「たとえる」、「試す」、「見通す」、「工

夫する」などの多様な学習活動を行ったりする活動を重視する。 
※ 「気付き」とは、対象に対する一人一人の認識であり、児童の主体的な活動によって生まれるものである。そこ

には、知的な側面だけではなく、情意的な側面も含まれる。また、気付きは次の自発的な活動を誘発するものとなる。 

（「小学校学習指導要領解説 生活編」平成29年７月文部科学省） 

身近な人々との関わりや自分自身のことについて考えるために、活動したことや体験したこ

とを振り返り、自分なりに整理したり、そこでの気付き等を他者と伝え合ったりする学習活動

を充実させる。その際、言葉、絵や身体表現等の様々な方法での表現活動を一層重視する。 

【体験活動と表現活動の相互作用】 

体験３

体験２

体験１ 表現２

表現１

体験活動での没頭

表現活動での没頭
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自体を楽しむとともに、記録し表現する方法として、１人１台端末等、ＩＣＴの効果的な活用

を考える。 

(3) 安全教育や生命に関する教育を充実させよう 

  ア 学校での生活はもちろん、登下校も含めた地域での生活や家庭生活において、楽しく安心で

安全な生活ができるようにする。 

イ 継続的な飼育、栽培を行うことにより、生き物への親しみをもち、命の尊さを実感できるよ

うにする。 

ウ 家庭生活における自分の役割を果たすことや、健康に気を付けて生活することの大切さを実

感できるようにする。 

(4) 幼児教育及び中学年以降の学習の接続を図る指導を工夫しよう 

 ア 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を踏まえて、「発達や学びをつなぐスタートカリ

キュラム」を活用し、効果的なスタートカリキュラムを編成する。 

○ 入学当初における他教科（国語科、音楽科、図画工作科）等の内容を取り入れた単元を構

想し、体験活動を通して楽しみながら学べるように工夫する。 

○ 幼稚園や保育所等との連携を図り、入学前の児童の実態の把握に努める。   

イ ２学年間を見通して、学習活動を継続的・計画的に位置付ける。 

(5) 評価を次の学習につなげよう 

ア 評価は、結果よりも活動や体験そのもの、すなわち結果に至るまでの過程を重視して行う。 

  イ より信頼性の高い評価になるように、様々な立場からの評価資料を収集し、児童の姿を多面

的に評価する。 

○ 教員による行動観察や作品・発言の分析等  ○ 児童による自己評価や相互評価 

○ ゲストティーチャーや学習をサポートする人、家庭や地域の人々からの情報 

    ウ 単元全体や授業時間外の児童の変容や成長の様子を捉えた評価も大切にする。 

  エ 学習活動や学習対象の選定、学習環境の構成、配当時間数等の単元計画、年間計画等の評価等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身に付けさせたい力等 

・ 家庭の仕事に関心をもち、学校や家庭で、自分のことは自分でできるようにする体験活動に

繰り返し取り組むことにより、家族への感謝の気持ちをもったり、家族の一員としての自覚を

高めたりして、よりよい生活をしようとする。 

活動例＜ＩＣＴを活用して、仕事のやり方を学んだり、家庭でのお手伝いの様子を紹介したりする＞ 

・ １人１台端末で、教員が作成した蝶結びのやり方やタオルのたたみ方などの動画を視聴し、

こつをつかんだり、一人で上手にできるようになるまで練習したりする。 

・ １人１台端末で、家庭でのお手伝いの様子を動画や写真等で記録し、グループや学級で交流

し合い、感想を述べたり、新たなお手伝いに挑戦しようとする気持ちを高めたりする。 

生活科の評価は、結果よりも活動や体験の過程を重視する。学習過程における児童の「知識

及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」を評価

し、目標の達成に向けた指導と評価の一体化を図る。 

幼児教育とのつながりや、低学年での各教科における学習との関係性、中学年以降の学習と

のつながりを踏まえ、生活科を核として合科的・関連的な指導の一層の充実を図る。また、児

童が自らの成長を実感できるよう、２学年間を見通した指導計画を立て、３学年以上の学習へ

の接続に配慮する。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小１ じぶんで できるよ） 

通学路の様子を調べ、安全を守ってくれる人々に関心をもつなど、安全な登下校に関する指

導の充実に配慮する。また、自然に直接触れる体験や動物と植物の双方を自分たちで継続的に

育てることを重視するなど、自然の不思議さや生命の尊さを実感する指導の充実に配慮する。 
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【小 学 校】 

１ 音楽科の指導の重点 

(1) 音楽的な見方・考え方を働かせた学習活動を組み立てよう 

「音楽的な見方・考え方」とは、音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づく

っている要素とその働きの視点で考え、自己のイメージや感情、生活や文化等と関連付ける

ことである。音楽的な見方・考え方を働かせた音楽科の学習を積み重ねることによって、生

活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力は育成され、その後の人生において生き

て働くものとなる。 

(2) 音楽に対する感性を育てよう 

音楽に親しむ態度を養い、豊かな情操を培うためには、音楽に対する感性が重要である。

音楽に対する感性とは、音楽の様々な特性に対する感受性（音楽を感覚的に受容して得られ

るリズム感、旋律感、和音感、強弱感、速度感、音色感等）や、音や音楽の美しさ等を感じ

取るときの心の働きを意味している。児童が音楽的感受性を身に付けるとともに、音や音楽

の美しさ等を感じ取ることができるようにするためには、表現及び鑑賞の学習において共通

に必要となる資質・能力を示した〔共通事項〕を指導計画の中に示し、重点的に扱う「音楽

を形づくっている要素」を明確にしたり、表現及び鑑賞の各領域分野と〔共通事項〕との関

連を十分に図った学習活動を展開したりすることが大切である。 

(3) 思いや意図を表現するために必要な知識・技能の習得を目指そう 

児童が、「楽しくスキップしているように音を弾ませたい」「急いでいる感じが伝わるよ

うに、だんだん速く演奏したい」などの思いや意図をもったとき、それを表現するために必

要な知識・技能を習得できるように指導方法を工夫する。その際、音楽科の学習が、音楽活

動を伴わない知識のみの習得や、技能向上に特化した訓練といった活動にならないよう配

慮する。児童一人一人が感性を働かせながら、主体的に活動に取り組み、楽しく音楽活動を展開

していくことができるよう、配慮することが大切である。 

(4) 音楽文化について理解を深める態度を培おう 

国際社会に生きる日本人としての自覚の育成が求められる中、我が国や郷土の音楽に対す

る理解を基盤として、我が国の音楽文化に愛着をもつとともに諸外国の音楽文化を尊重する

態度等を養う観点から、我が国や郷土の音楽の指導を一層充実させる。国歌「君が代」につい

ては、いずれの学年においても歌えるよう指導する。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す音楽科の学習指導 

(1)   思考、判断し、表現する一連の過程を大切にした年間指導計画を作成しよう 

ア 指導内容を明確化・焦点化し、基礎的な能力を確実に身に付けるとともに、学期や学年間

における題材の連続性や発展性を見通して指導計画を作成する。 

イ 学習したことや経験したこと（他教科、道徳教育、幼稚園教育等含む）を関連付けて題材を設

定し児童が情景や気持ちをより豊かに感じ取ったり表現したりすることができるようにする。 

音    楽  

音楽科は、表現及び鑑賞の（幅広い）活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活

や社会の中の音や音楽（、音楽文化）と豊かに関わる資質・能力を育成することを目標にして

いる。 

この目標を実現するために、児童生徒が思いや意図をもって表現したり、味わって聴いたり

するなど、一人一人が感性を豊かに働かせながら主体的に活動に取り組む態度を大切にし、楽

しい音楽活動を展開することが重要である。            ※（  ）内は中学校 
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身に付けさせたい力等 

・ 世界の音楽の鑑賞や表現活動を通して、様々な声の表現や楽器の音色を感じ取ることが 

できる。 
活動例 ＜わくわくドキドキ大発見！聴きたい知りたい世界の音楽＞（４時間完了） 

・ 表現や音色の類似点や違いを意識しながら、いろいろな国の音楽を鑑賞する。（１／４） 

・ それぞれの国の歌声や、楽器の音色や重なり方等の特徴を捉えて、歌唱したり演奏し 

たりする。（２・３／４） 

・ 聴き合う活動や表現活動を通して、それぞれの音楽のすばらしさを感じ取り、各国の音 

楽文化を尊重する態度を身に付ける。（４／４） 

(2)   主体的・対話的で深い学びを引き出す学習内容を工夫しよう 

ア 速度・強弱等の音楽を形づくっている要素に着目し、曲をどのように音楽で表すかについ

て見通しをもったり、音楽表現のよさや面白さ、美しさが、音楽を形づくっているどの要素

の働きによって生み出されたのかを明確にしたりすることができる場面を設定し、主体的な

学びを促す。 

イ 気付いたことや感じ取ったことを言葉や音楽で伝え合い、音楽の構造について共有したり、

感じ取ったことに共感したりして、自分の考えを広げたり深めたりするなどの対話的な学び

を促す。 

  ウ 児童が自ら音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその

働きの視点で捉え、捉えたことと自己のイメージや感情、生活や文化等と関連付けて考え

ることができるよう指導を工夫し、深い学びを促す。 

(3) 〔共通事項〕は、歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の各内容と関連させて適切に指導しよう 

ア 音楽を形づくっている要素（音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、和音の響き、

音階、調、拍、フレーズ、反復、呼びかけとこたえ、変化、音楽の縦と横との関係等）と、

児童が感じ取った楽曲のよさや面白さ、美しさ等を、教員がつなげる支援をすることで、音

楽を形づくっている要素を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美しさを感じ

取りながら、関わりについて考えることができるようにする。 

イ 音符、休符、記号や音楽に関わる用語について、音楽における働きと関わらせながら、実

際に活用できる知識として理解できるようにする。 

(4) ＩＣＴを活用しよう 

  ア １人１台端末を活用し、興味のあるところを繰り返し聴いたり、端末上でリズムを並べ

替えて確かめながら音楽づくりをしたりと、主体的に活動できる取組を行う。 

  イ 児童自身の演奏を録音や録画で残すなど学習履歴を蓄積することで、学習の振り返りや

成果の確認に生かすことができるようにする。 

  ウ 創作活動において、つくった音楽を記録したり、再生したりできるようにする。 

(5) 評価を次の学習活動につなげよう 

ア 児童の思考・判断のよりどころとなる主な音楽を形づくっている要素を明確にし、その題

材の学習内容を踏まえて音楽を形づくっている要素を適切に選択し、題材の評価規準の「思

考・判断・表現」に位置付けて評価する。 

イ 思考・判断したことと思いや意図をもって表現する過程を大切にし、多様な評価方法（演奏

や作品、ワークシートへの記述、活動中の発言等）を組み合わせて評価する。 

ウ 単元や題材等の内容や時間のまとまりごとに、目標の実現状況を把握できる場面を精選し

て評価する。 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小６ 世界の音楽） 
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【中 学 校】 

１ 音楽科の指導の重点 

(1)  音楽的な見方・考え方を働かせた学習活動を組み立てよう 

「音楽的な見方・考え方」とは、音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づく

っている要素とその働きの視点で捉え、自己のイメージや感情、生活や社会、伝統や文化等

と関連付けることである。「音楽的な見方・考え方」を働かせた音楽科の学習を積み重ねる

ことによって、生活や社会の中の音や音楽文化と豊かに関わる資質・能力は育成され、その

後の人生において生きて働くものとなる。 

(2)  音楽に対する感性を豊かにしよう 

音楽に対する感性とは、音や音楽のよさや美しさ等を価値あるものとして感じ取る心の働

きを意味している。また、感じ取って自己を形成していくこと、新しい意味や価値を創造して

いくこと等も含まれる。美しい音楽に触れる機会や互いの表現のよさを認め合う場、さらに、

そのよさを自分の活動に生かし自己表現力の幅を広げようとする場等を、授業や学校生活の

中に意図的かつ計画的に設定していくことが必要である。 

(3) 思いや意図を表現するために必要な知識・技能の習得を目指そう 

音楽活動に必要な知識・技能とは、単に新たな事柄を知ったり、一定の手順や段階を追っ

て身に付けたりするものではない。知識に関しては、〔共通事項〕の音楽を形づくっている

要素（音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、形式、構成等）の働き等について

実感を伴いながら理解し、表現や鑑賞等に生かすことができるようにすること、音楽の歴史

や文化的意義を自己との関わりの中で理解することが重要である。また、技能に関しては、

創意工夫の過程で様々な音楽表現を試しながら思いや意図を明確にする中で得られるもので

あり、変化する状況や課題等に応じて主体的に活用できる技能として身に付けるべきものである。 

(4) 音楽文化について理解を深める態度を培おう 

我が国や郷土の伝統音楽に対する理解を深め、我が国の音楽文化に愛着をもつとともに、諸

外国の音楽文化を尊重する態度を養うため、我が国や郷土の伝統音楽の指導を一層充実させ

る。楽曲や曲種についての知識の量を増やすだけではなく、表現や鑑賞の活動を通して、音楽

が人々の暮らし、地域の風土、文化や歴史等の影響を受け、社会の変化や文化の発展とともに

生まれ、育まれてきたものであることを感じ取ることができるような指導の工夫が必要である。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す音楽科の学習指導 

(1) 思考、判断し、表現する一連の過程を大切にした年間指導計画を作成しよう 

ア ３年間で身に付ける資質・能力を見通した指導計画を作成する。小学校からの系統性・発

展性を見通した指導計画を作成する。 

イ 表現と鑑賞の相互関連を図った題材や、歌唱、器楽、創作の相互関連を図った題材の指導

計画を作成する。表現（歌唱、器楽、創作）及び鑑賞のバランスを考慮し、幅広い活動を位

置付ける。 

ウ 我が国の伝統的な歌唱や、和楽器による表現を年間指導計画に位置付け、我が国の音楽に 

親しみ、一層愛着をもつことができるようにする。 

(2) 主体的・対話的で深い学びを引き出す学習内容を工夫しよう 

ア 音や音楽によって喚起されるイメージや感情を自覚し、その要因となった音楽の構造

や曲の背景との関わりを考え、表したい音楽表現や音楽のよさや美しさを見いだすこと

に関する見通しをもったり、学んだことの意味や価値を自覚したりできるようにして、

主体的な学びを促す。 
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イ 気付いたことや感じ取ったことを言葉や音楽で伝え合い、音楽の構造について共有した

り、感じ取ったことに共感したりして、自分の考えを広げたり深めたりするなどの対話的

な学びを促す。 

ウ 生徒が自ら音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその

働きの視点で捉え、捉えたことと自己のイメージや感情、生活や社会、伝統や文化等と関

連付けて考えることができるような場面設定や発問等を工夫し、深い学びを促す。 

(3) 〔共通事項〕は、歌唱・器楽・創作・鑑賞の各内容と関連させて適切に指導しよう 

ア  音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、形式、構成等の音楽を形づくってい

る要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受できるよ

うにする。特に、表現と鑑賞の学習の支えとなる指導内容を〔共通事項〕として指導計画

の中に示し、重点的に扱う「音楽を形づくっている要素」を明確にする。 

イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号等について、音楽における

働きと関わらせて理解することができるようにする。 

 (4) ＩＣＴを活用しよう 

  ア 鑑賞の学習において、１人１台端末を活用することで、聴覚だけでなく、視覚等の他の感

覚を働かせて音や音楽を捉えながら、音楽表現を創意工夫したり、音楽を聴き深めたりす

ることができるようにする。 

  イ 創作の学習において、つくった音楽を記録したり、再生したりする機能を活用し、創作活

動を創意工夫する活動に集中することができるようにする。 

  ウ 自分たちの演奏や作品を録音や録画で残すなど学習履歴を蓄積することで、学習の振り

返りや成果の確認に生かすことができるようにする。 

(5) 評価を次の学習活動につなげよう 

ア 生徒の思考・判断のよりどころとなる主な音楽を形づくっている要素を明確にし、その題

材の学習内容を踏まえて音楽を形づくっている要素を適切に選択し、題材の評価規準の「思

考・判断・表現」に位置付けて評価する。 

イ 思考・判断したこと及び思いや意図をもって表現する過程を大切にし、多様な評価方法（演

奏や作品、ワークシートへの記述、活動中の発言等）を組み合わせて評価する。 

ウ 単元や題材等の内容や時間のまとまりごとに、目標の実現状況を把握できる場面を精選し

て評価する。 

 

 

身に付けさせたい力等 

・ 音階や形式をもとに、音を選択したり組み合わせたりして音楽をつくる技能を身に付

け、創作表現をする。 

活動例 ＜みんなで目指そう作曲家！あふれる思いを音楽にしよう＞（３時間完了）  

※ 音楽制作ソフト（アプリ）を使用 

・ 音域など適切な課題や条件に基づいて、音を繰り返したり組み合わせたりして、自分 

のイメージした８小節の旋律を創作する。（１／３） 

・  創作した旋律に、打楽器のリズム伴奏をつける。（２／３） 

・  聴き合う活動や視覚的に表した楽譜を通して、創作表現を創意工夫する楽しさや喜び 

を実感する。（３／３） 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（中２ ＩＣＴを活用した創作活動） 
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図画工作科は、表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色等と豊かに関わる資質・能力を育成することを目標としている。また、美術

科は、小学校での図画工作科における学習経験と、そこで培われた資質・能力等をもとに、

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の美

術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成することを目標としている。 

目標実現のために、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人

間性等」を相互に関連させながら、資質・能力を育成する必要がある。 

【小 学 校】                                             

１ 図画工作科の指導の重点 

(1)  表現の活動と鑑賞の活動の指導を一体的に捉えよう 

   表現と鑑賞はそれぞれに独立して働くも

のではなく、互いに働きかけたり、働きかけ

られたりしながら一体的に補い合って高

まっていく活動である。「Ａ表現」や「Ｂ鑑

賞」で発揮される資質・能力が往還するよう

な児童の姿を思い浮かべて題材を考え、児童

が試行錯誤しながら学習に向かうことがで

きるように授業の見通しをもつ。 

                          知識及び技能       思考力、判断力、表現力等      （全体）学びに向かう力、人間性等 

(2)  進んで形や色、材料に関わらせる表現の活動を充実させよう  

  「造形遊び」の実践では、全体を捉える広い視点と、部分を見る視点をもたせ、手や

体全体の感覚や自分の気持ちを生かしながら、進んで身近にある自然物や人工の材料、

場所、空間等に関わり、つくりだす喜びを味わわせるようにする。また、発想を広げた

り、期待感を高めたりするために、活動の場や環境、ＩＣＴの効果的な活用を工夫する。 

     「絵や立体、工作に表す」の実践では、児童が表したいことに対して、自分のもてる

力を試す、広げる、発展すること等ができる活動を十分に保障する。児童一人一人に寄

り添い、表したいイメージを読み取ったり、感じ取ったりして、活動内容や表現技法、

材料や用具、活動の場等について児童の思いに応じた適切な支援をする。 

投影、保存、記録、撮影等でＩＣＴを効果的に活用することが期待されるが、直接も

のを見たり触ったりして、自分の感覚や行為を通して感じる感覚も大切にする。 

 (3)  よさや美しさ等を感じ取る鑑賞の活動を充実させよう  

作品のよさや美しさ等を味わうためには、発達段階に応じて、児童の興味・関心を高

めるものを、楽しく鑑賞できるようにする。児童が感じたことを話し合ったり、まとめ

たりする活動を位置付け、見方や感じ方を深められるようにする。 

(4)  造形的な視点を育てよう〔共通事項〕 

主な内容は、自分の感覚や行為を通して形や色等の造形的な特徴を捉えること、様々

な対象や事象について自分なりのイメージをもつことである。「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」

の指導においては、〔共通事項〕がどのような場面にも含まれている事項として捉え、

〔共通事項〕だけを題材にしたり、個別に取り上げて教えたりするなど硬直的な指導に

ならないよう、指導内容や方法を工夫して指導計画を具体化する必要がある。 

  

「Ｂ鑑賞」 

鑑賞  

「Ａ表現」（１）発想や構想 

〔共通事項〕（１）ア 

自分の感覚や行為を通して 

形や色等を理解すること 

〔共通事項〕（１）イ 

自分のイメージをもつこと 

「Ａ表現」

（２）技能 

図画工作、美術 
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２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す図画工作科の学習指導 

(1)  自ら表したいことを見付け、豊かに発想し、構想をする学習過程を重視しよう 

材料や用具との出合わせ方を工夫し、興味を膨らませ、意欲を引き出す。そして、造 

形的な視点をもとに、児童が表したいことを思い描けるように、手や体全体の感覚を働 

かせ、材料や用具の特徴を確かめる場等を設定する。また、時間配分だけでなく、児童 

にどのような資質・能力を育成するのかを意識しながら活動の見通しをもち、児童と共 

有する。 

(2)  意図的な友達との関わりの場と必然的なコミュニケーションの場を設定しよう 

表現及び鑑賞の活動を通して、児童が友達の作品、美術作品や生活の中の造形等に 

対して、よさや美しさ等を感じ取ったり、話合いを通して考えたりする場を設定するこ 

とで、対話的な学びを促す。〔共通事項〕の視点をもたせ、造形活動のねらいを達成す 

るための言語活動を工夫するとともに、造形活動の時間を十分に確保することを配慮する。 

 (3)  事象や対象の見方や感じ方・考え方を深める学びを促そう 

自分の思い描いた作品の具現化に向けて試行錯誤する過程や、造形的なよさや美しさ

を意識した表現を工夫しながら創造的な活動を楽しむ過程等を重視し、児童が考えるこ

とと教員が教えることのバランスを考慮する。児童が思いをもち、表したいことを試行

錯誤しながら表現する過程で、いろいろな材料や方法、題材等を提案して新しい世界を

見付けさせることも大切である。 

【学習活動の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  評価を次の学習活動につなげよう 

出来上がった作品と学習過程の両面から評価することが大切である。造形的な「見

方・考え方」を働かせる学習になっているか、創造的な学習の主体が児童になっている

かどうかという視点で考え、評価を児童の学習改善及び指導者の指導改善につなげる。 

(5)  児童が自らの学習状況を把握するために効果的にＩＣＴを活用しよう 

活動の過程や作品の写真・動画を撮影・保存し、学習過程を可視化することによって、 

学習の振り返りや目標設定への反映等に活用する。「つくり、つくりかえ、つくる」と

いう学習過程を重視しながら、試行錯誤する児童の姿を大切にする。 

 

 

 

 表現の活動 〔共通事項〕 鑑賞の活動 

導
入 

出合う 

思いをもつ 

材料や用具に興味をもち、経験や体験から実

感的に理解する。 

鑑賞作品を分析する。 

（参考作品の鑑賞） 

・ 教科書・過年度の作品・教員

制作の作品等の提示の工夫 

展
開 

発想・構想する イメージをもつ。 （中間鑑賞） 

・ 意図的なタイミング 

・ 環境や場の工夫 

・ 作品、他者との対話の工夫 
思いを表す 

自分の思いと作品のつながりを発達段階に

応じて形や色や造形的な特徴等と整理、対応

させる。 

終
末

末 振り返る 
言語活動を充実させ、それぞれのよさに気付

かせる。 

（完成作品の鑑賞） 

・ 作品、他者との対話の工夫 

身に付けさせたい力等  
・ 友人と交流しながら活動を思い付き、つくりだすことができる喜びを感じ取る。 
・ 材料に切り込みを入れたり、組み合わせたりして体全体を働かせ、工夫して表現する。 
活動例 ＜クミクミックス～段ボールを組み合わせて～＞ 
① 段ボールに切り込みを入れ、組み合わせて形をつくる方法を知る。 
② つくりたい形を考えたり、思い付いた形を試したりしながら、手や体全体を十分に

働かせて活動する。 
③ 友人と互いの活動を見合い、並べたりつないだりすることで、更に発想を広げ活動

する。 
④ 表したいことや表し方を話し合ったり、他者の工夫を感じ取ったりする活動を取り

入れ、造形的な見方・感じ方を広げる。 
⑤ 活動の様子を写真や動画等を使って記録に残し、児童の活動の振り返りや教員の評

価に生かす。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小３ 造形遊び） 

学

び

の

広

が

り

・

深

ま

り 



- 53 - 

【中 学 校】 

１ 美術科の指導の重点 

(1)  感性を豊かに育てよう 

 
 
 

 
美術科は、目に見えるものや目に見えない想像や心、感情、イメージ等を、目に見え、触

れられるものに表現し、実体化するための基礎的能力及び創造的能力を育てる教科であ

る。この特質は、「美しいものや自然に感動する心」の育成に強く関わることから、心

の働きである感性の育成を一層重視する必要がある。また、感じ取って自分を更新して

いくこと、新しい意味や価値を創造していくこと等も含めて感性の働きであると捉え、

表現や鑑賞の活動を通して、視覚、触覚等を働かせて心で見る体験を積み重ねること

が大切になる。その際に、表現の可能性を広げるために、投影、撮影、編集等でＩＣＴ

を効果的に活用し、学習効果が高まるような工夫をする。 

(2)  創造的に表現する活動を充実させよう 

 
 
 

「発想や構想の能力」と「創造的な技能」を育成することを重視し、それぞれを題材

の中で関連させながら、指導することが大切である。また、３年間を見通して、「Ａ表

現」(1)ア及びイ、「描く活動」と「つくる活動」のバランスを考慮し、計画的に指導

することも大切である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
 

 
 

(3) 見方や感じ方を深める鑑賞の活動を充実させよう 

 
 
 
ア 作品に対する感じ方や思いを説明し合ったり、自分の価値意識をもって批評し合っ

たりして、美意識を高める。 

イ 身近な地域や日本及び諸外国の美術の文化遺産等を鑑賞し、そのよさや美しさ等を

味わい、美術文化の継承と創造への関心を高める。 

ウ 生活を美しく豊かにする美術の働きについて理解する。 

(1)ア 発想や構想に関する資質・能力 

感じ取ったことや考えたこと等をもと

に、絵や彫刻等に表現する活動を通して、

発想や構想に関する指導をする。 

・ 感じ取ったことや考えたこと等をも

とに主題を生み出すこと 

・ 表したい主題を形や色、材料等を構

成してどのようにして表現するのか構

想を練ること 

(1)イ 発想や構想に関する資質・能力 

伝える、使うなどの目的や機能を考え、デザ

インや工芸等に表現する活動を通して、発想や

構想に関する指導をする。 

・ 身近な環境を含め、様々なものを対象

とし、造形的に美しく構成したり、装飾

したりするための発想や構想 

・ 伝えたいことを、美しく、分かりやす

く効果的に表現するための発想や構想 

・ 用途や機能等を考えた発想や構想 

感性とは、「様々な対象・事象からよさや美しさ等の価値や心情等を感じ取る力」

であり、知性と一体化して人間性や創造性の根幹をなす重要なものであると捉えて実

践を行う。 

生徒の表現したい欲求を大切にしながら、形や色、材料等をもとに、より美しく

創造的に、心豊かに表すための資質や能力を育成する。 

(2)創造的に表す技能 

発想や構想したこと等をもとに表現する活動を通して、技能に関する指導をする。 

・ 意図に応じて材料や用具を生かし、創意工夫して表現する技能 

・ 材料や用具の特性等を踏まえ、制作の順序等を考えながら、見通しをもって表現する技能 

鑑賞に充てる授業時数を適切に確保し、表現と鑑賞の相互の関連を図り、学習の効

果が高まるようにする。 
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(4) 基礎的な能力を育てよう〔共通事項〕 

〔共通事項〕は、｢Ａ表現｣及び｢Ｂ鑑賞｣の指導を通して、形や色彩、材料、光等の性

質やそれらが感情にもたらす効果、形や色彩の特徴等をもとに対象のイメージや作風を

捉えること等を、実感を伴って理解させることが重要である。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す美術科の学習指導 

(1) 生徒自らが主題を生み出し、主体的に活動できる工夫をしよう 

   造形的な視点をもとに、生徒自らが強く表現したいことを具体的に思い描くことがで

きるように、題材との出合わせ方の工夫、材料・用具の確認、学習の見通しと自己の学

習活動の振り返りの場等を設定することで、表現意欲を高め、主体的な学びを促す。ま

た、美術の表現の可能性を広げるために、ＩＣＴや写真・動画等の映像メディアの積極

的な活用を図る。 

(2) 自分の考えを言語化するプロセスを効果的に取り入れた指導計画を作成しよう 

   鑑賞の学習では、作者や作品の時代背景、用いられている画材や技法等の指導にとど

まらず、造形的な見方・考え方を働かせ、作品の本質について思考を深めることができ

る授業を展開する。授業のいずれかの段階において、作品を通して新たに学んだことと、

既に知っていることとを結び付けながら主体的に思考することを促す発問を意図的に投

げかける。また、このような鑑賞の学習が表現の学習に生かされるような場面を設定す

るなどして、表現と鑑賞を関連させる。 

(3) 活用できる知識の蓄積を目指そう 

   配色や構成等による表現への効果等に関する知識、遠近法の原理等に関連した知識を扱う

際は、ただ単に用語等を暗記させる指導法ではなく「実感的に理解できるようにすること」

を大切にする。その他の学習場面でも活用できる知識とするために、生徒自身が試行錯誤し

たり意味を見付けたりしながら学んだ知識と、それまでの経験とを関連付けさせる。 

(4) 一人一人のよさや可能性を伸ばし、自己実現を支援するための評価をしよう 

主題の発想から作品の完成までの過程において、観点別に評価計画を作成し、計画的・

継続的に評価する。一人一人の構想や表現のよさを多様な方法で評価し、励ますことに

よって主体的な表現への意欲を高め、生涯を通じた自己実現への態度を育てる。 

(5)  学校における鑑賞のための環境づくりをしよう 

生徒が造形的な視点を豊かにもつことができるよう、学校図書館等における観賞用図

書、映像資料等の活用を図る。校内の適切な場所に鑑賞作品等を展示したり、学校や地

域の実態に応じて、生徒の作品等の展示の機会を設けたりする。 

 

 

 

 

独立した鑑賞 表現と組み合わせた鑑賞 

○ 鑑賞ノート・校内展示の工夫 

一人一人の気付きを深める。 

○ 資料の読み取り・活用 

○ 美術館・博物館等との連携 

○ 地域の文化財の活用 

○ 発想・構想の前の鑑賞 
学習のポイントをおさえる。 

○ 作品制作中の鑑賞 
自らの作品づくりを見つめ直す。 

○ 作品完成後の鑑賞 
学びのポイントを整理し、広げる。  

※ 鑑賞が、単に表現のための参考作品
の紹介にならないように留意する。 

豊かな感性 

 

身に付けさせたい力等 
・ 形や色彩、材料等の効果を考え、見通しをもって表現する。 
活動例 ＜季節を楽しむ心～和菓子づくりに挑戦～＞ 
①  1 人 1 台端末を活用して和菓子（写真）を鑑賞し、季節ごとに分類することで、自然

や季節感を取り入れた日本の伝統美術のよさや特性について理解する。 
②  お試しの活動として、樹脂粘土に絵の具を練り込み、餡子を作成する。 
③  ②の経験をもとに、形や色彩、材料等の効果を考え、オリジナル和菓子のデザイン

を考える。 
④  樹脂粘土と絵の具を使ってオリジナル和菓子を制作する。毎時間の終わりに、1 人 1

台端末で制作過程の写真を撮り、気付き等を入力して振り返りをする。 
⑤  制作者が作品に込めた表現の意図や工夫を読み取る鑑賞会を実施する。 
⑥  校内に展示をし、生徒が作品を身近に感じられるよう環境を整える。 

鑑賞活動の

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（中２ デザインや工芸など） 

充実 
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体育科、保健体育科の目標は、体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を見付け、その

解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保

持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することである。 

指導に当たっては、児童生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切

に行い、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めるこ

とが大切である。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関

する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科、保健体育科、家庭科、

技術・家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学

習の時間等においても、それぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることが大切である。

また、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【小 学 校】 
１ 体育科の指導の重点 

 
(1) 体つくり運動系における指導内容を充実させよう 

ア 「体ほぐしの運動（遊び）」では、運動（遊び）を通して自己や仲間の心と体に向き合
い、心と体が関係し合っていることに気付くとともに、仲間と関わる楽しさを体験し、仲
間のよさを認め合うことができるように指導する。また、保健領域「心の健康」と相互の
関連を図って指導する。 

イ 低・中学年の「多様な動きをつくる運動（遊び）」では、運動（遊び）の楽しさを味わ
いながら体の基本的な動きを培う。高学年の「体の動きを高める運動」については、体の
柔らかさ及び巧みな動きを高めることに重点を置いて指導する。また、体つくり運動以外
の領域においても学習した結果として、より一層の体力の向上を図ることができるようにす
る。 

(2) 発達段階に応じて各運動領域における指導内容の充実を図ろう 
ア 低学年では、各運動領域を「〇〇遊び」と示し、伸び伸びと体を動かす楽しさや心地よ

さを味わうことをねらいとした学習を行い、幼児教育との円滑な接続を図るようにする。 
イ 陸上運動系では、「走・跳の運動（遊び）」及び「陸上運動」については、児童の実態

に応じて「投の運動（遊び）」を加えて指導することができる。 
ウ 水泳運動系では、中学年において、水泳運動の楽しさや喜びに触れ、その行い方を知る

とともに、け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くこと等の基本的な動きを身に付けるよう
にし、高学年の水泳運動につなげていけるようにする。 

エ ボール運動系では、中学年の「ゴール型ゲーム」において、味方チームと相手チームが
入り交じって得点を取り合うゲーム及び陣地を取り合うゲームを取り扱うものとする。高
学年の「ゴール型」はバスケットボール及びサッカーを、「ネット型」はソフトバレーボ
ールを、「ベースボール型」はソフトボールを主として取り扱うものとするが、これらに
替えてハンドボール、タグラグビー、フラッグフットボール等、型に応じたその他のボー
ル運動を指導することができる。 

オ 表現運動系では、低学年において簡単なフォークダンスを含めて指導することができる。
中学年においてフォークダンスを、高学年においてリズムダンスを加えて指導することが
できる。 

カ オリンピック・パラリンピックに関する指導については、フェアプレイを大切にするな

体育、保健体育 

児童に心と体を一体として捉えさせるために、運動が心と体に様々な効果をもたらすこと、

心の健康が運動と密接に関係していること等を、具体的な活動を通して理解させる。また、児

童の発達的特性に合った運動の実践を通して、基礎的な身体能力を身に付け、運動の楽しさや

喜びを味わわせ、生涯にわたり学習する基盤が培われるようにする。さらに、運動領域と保健

領域を一層関連付けて取り上げ、児童の健康・安全についての理解をより深め、学習したこと

を家庭で生かすなど、進んで健康の保持増進と体力の向上を図ろうとする実践力を育てる。 
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ど、児童の発達の段階に応じて、運動を通してスポーツの意義や価値等に触れることがで
きるようにする。 

キ 集団行動については、各学年の各領域（保健を除く）において適切に行う。 
(3) 心と体の健康を重視した保健領域の学習指導をしよう 

ア 身近な生活における健康・安全について基礎的な内容を重視し、健康な生活を送る資質

や能力の基礎を培うことができるよう指導する。 

イ 各運動領域において学習したことをもとに日常的に運動に親しむことを関連付け、運動

と健康との関連について具体的な考えをもてるよう指導する。 

ウ 健康に関する課題を解決する学習活動を積極的に行うことにより、資質・能力の三つの

柱をバランスよく育成していくよう指導する。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す体育科の学習指導 

(1) カリキュラムの工夫の視点に基づいた指導計画を立てよう 

ア 運動領域と保健領域の指導内容の関連を踏まえること、体育・健康に関する指導につなが

る健康安全・体育的行事等との関連についてなど、６年間の見通しをもった年間指導計画を

作成する。 

イ 指導方法を工夫して必要な知識及び技能の習得を図りながら、児童の思考を深めるために

発言を促したり、気付いていない視点を提示したりするなど、学びに必要な指導の在り方を

追究し、必要な学習環境を積極的に設定していく。 

ウ 障害のある児童への支援や実生活へのつながりを充実する観点から、活用可能な人的･物

的資源との連携を図り、指導の充実につなげる。 

(2) 課題解決に向けた学習を展開しよう 

 ア 自ら粘り強く取り組み、考察するとともに学習を振り返り、課題を修正したり、新たな

課題を設定したりするなどの主体的な学びを促す。 

 イ 児童が他者との対話を通して、自己の思考を広げたり深めたりするなどの対話的な学び

を促す。 

 ウ 主体的・対話的な学びの過程を通して、自己の運動や健康についての課題を見付け、解

決に向けて試行錯誤を重ねながら、思考を深め、よりよく解決するなどの深い学びを促す。 

(3) 効果的にＩＣＴを活用しよう 

 ア 運動学習への従事時間が損なわれないよう十分に配慮しながら、三つの資質・能力の何

を育成するものなのか、ねらいや効果を検討し、導入する。 

 イ 自分の動きを確かめる場面や仲間の動きの画像をもとにアドバイスをする場面、グルー

プの動きが撮影された画像をもとに、思考し判断し表現する場面等、学習場面に応じて、

ＩＣＴを効果的に活用する。 

(4) 学習評価の充実を図り、指導と評価の一体化を実現しよう 

ア 学習指導要領の目標や内容、児童の実態等を踏まえて、単元の目標や評価規準を作成し、

評価場面や評価方法等を計画する。観点別学習状況の評価を行い、児童の学習改善や教師

の指導改善につなげる。 

イ 児童のよい点や進歩の状況等を積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感でき

るようにする。 

ウ 組織的かつ計画的な取組を推進し、学年や学校段階を越えて児童の学習の成果が円滑に

接続されるよう工夫する。 

 

 
身に付けさせたい力等 
・ 回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り

返したり、組み合わせたりできる。 
・ 自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができる。 
活動例＜補助倒立＞ 
・ 児童が自己の課題達成ができたかどうか明確になる学習カードにすることで、新たな課題

を見付け、次のステージに進むことができるようにする。 
・ 技のポイントや有効だった練習方法等のアドバイスを付箋に書き「アドバイス掲示板」に

貼り、共有する。 
・ 撮影した動画を活用して、自分や他者の動きを振り返り、新たに課題設定をする。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小５ マット運動） 
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運動の合理的な実践を通して、運動の楽しさや喜びを味わい、運動を豊かに実践することができ

るようにするため、運動、体力の必要性について理解するとともに、基本的な技能を身に付けるよう

にする。運動についての自己の課題を発見し、合理的な解決に向けて思考し判断するとともに、自己

や仲間の考えたことを他者に伝える力を養う。運動における競争や協働の経験を通して、公正に取

り組む、互いに協力する、自己の役割を果たす、一人一人の違いを認めようとするなどの意欲を育て

るとともに、健康・安全に留意し、自己の最善を尽くして運動をする態度を養う。 

【中 学 校】 

１ 保健体育科の指導の重点 

体育分野 

 
 

 

 

 

(1) 資質・能力の三つの柱を踏まえた内容構造を明確にしよう 

体育分野において育成を目指す資質・能力を明確にするとともに、豊かなスポーツライフ

を実現する資質・能力を育成する。運動に関する「知識及び技能」、運動課題の発見・解決等

のための「思考力、判断力、表現力等」、主体的に学習に取り組む態度等の「学びに向かう

力、人間性等」に対応した内容にする。「学びに向かう力、人間性等」の内容は、生涯にわた

る豊かなスポーツライフの実現に向けた体育学習に関わる態度に対応した、公正、協力、責

任、参画、共生及び健康・安全の具体的な指導内容を示すこととする。 

(2) 系統性を踏まえた指導内容の見直しと、年間指導計画の作成をしよう 

小学校段階との接続及び高等学校への見通しを重視し、12年間の系統性を踏まえた指導内 

容の見直しを図るとともに、３年間の見通しをもった年間指導計画の作成をする。特に各領 

域における「思考力、判断力、表現力等」及び「学びに向かう力、人間性等」の指導内容の 

重点化を図る。 

(3) 運動やスポーツの多様な楽しみ方の学習や個に応じた指導を充実させよう 

  ア 体力や技能の程度、性別や障害の有無等に関わらず、運動やスポーツの多様な楽しみ方

を共有することができるよう指導内容の充実を図るとともに、共生の視点を重視する。障

害のある生徒等については、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導

方法の工夫を計画的、組織的に行うようにする。また、第３学年の領域の選択に当たって

は、安全を十分に確保した上で、生徒が自由に選択して履修することができるよう配慮す

る。 

  イ 生徒一人一人が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学習内容の習熟の程度

に応じた指導、個別指導との連携を踏まえた教員間の協力的な指導等の指導方法や指導体

制の工夫改善を通して、個に応じた指導の充実を図る。 

(4) 体力の向上を目指そう 

運動やスポーツの習慣化につながるよう、「体つくり運動」の学習を通して、体を動かす

楽しさや心地よさを味わわせるとともに、健康や体力の状況に応じて体力を高める必要性を

認識させる。さらに、「体つくり運動」以外の運動に関する領域においても、学習した結果

として、より一層の体力の向上を図ることができるようにする。 

保健分野 

(1) 多様な指導方法を工夫しよう 

ア 小学校及び高等学校との系統性ある学習指導に取り組み、必要に応じて養護教諭等と

の連携・協力を得て指導する。生徒の興味・関心を高めるような内容を取り扱い、思考を

深める発問を用意する。また、日常生活に関連が深い教材や教具を使用したり、事例等を

用いたディスカッションやブレインストーミング等の授業展開を取り入れたりすること

で、生徒が身近な問題として積極的に学習に取り組めるようにする。 

個人生活における健康・安全について理解するとともに基本的な技能を身に付けさせ、健康につ

いての自他の課題を発見し、よりよい解決に向けて思考し判断するとともに、他者に伝える力を養

い、生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し、明るく豊かな生活を営む態度を養う。 
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身に付けさせたい力等 
・ 体を動かす楽しさや心地よさを味わい、運動を継続する意義、体の構造、運動の原則等を

理解するとともに、健康の保持増進や体力の向上を目指し、目的に適した運動の計画を立て
取り組むことができるようにする。 

活動例＜実生活に生かす運動の計画を考えよう＞ 
・ 仲間と交流しやすい雰囲気をつくるために、授業の最初に体ほぐし運動を行う。 
・ 自分の体力やねらいに応じた運動プログラムを作成し、実践する。 
・ 運動不足の解消や食事、睡眠などの生活習慣の改善を日常的に行うことができるよう効

率のよい組合せやバランスのよい組合せで運動の計画を立てて取り組むようにする。 
・ 日常の実践をＩＣＴを活用して、動画を撮影し、ペアやグループと共有する。ねらいに

応じた活動になっているか、強度や回数は適切かなど、意見交換し、運動プログラムを見
直す。 

イ 実習を取り入れる際には、技能の習得だけでなく、その意義や手順等の指導内容を理解

できるように留意する。 

(2) 体育分野との相互の関連を図ろう 

健康な生活と運動やスポーツとの関わりを深く理解させたり、心と体が密接につながって 

いることを実感させたりするために、「体つくり運動」や「水泳」等の体育分野の学習と関 

連付けた保健分野の学習指導を充実させる。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す保健体育科の学習指導 

(1) 学びに必要な指導の在り方を工夫しよう 

  ア 興味や関心を高め、課題の解決に向けて粘り強く自ら取り組み、学習を振り返るととも

にそれを考察し、課題の修正や新たな設定ができる指導内容を計画する。特に「見方・考

え方」を働かせる学習過程を工夫することによって、より質の高い深い学びにつなげる。

また、単元等の内容や時間のまとまりを見通しながら、授業改善を行う。 

  イ 必要な知識及び技能を指導しながら、生徒の思考を深めるために発言や意見交換を促し

たり、気付いていない視点を提示したりするなど、必要な学習環境を積極的に整備していく。   

(2) 効果的にＩＣＴを活用しよう 

 ア 体育分野においては、学習に必要な情報の収集やデータの管理・分析、課題の発見や解

決方法の選択、保健分野においては、健康情報の収集、健康課題の発見や解決方法の選択

等で活用する。 

 イ 運動の実践では、ＩＣＴを補助的手段として活用するとともに、活動そのものの低下を

招かないよう留意する。また、情報機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことに

も配慮する。 

(3) 言語活動を重視し、コミュニケーション能力や思考力の育成を促そう 

筋道を立てて練習や作戦、健康の保持増進や回復について話し合う活動等、知識を活用し

て思考する機会や、思考し判断したことを他者に伝える機会等を適切に設定する。 

(4) 具体的な体験を伴う学習の工夫をしよう 

習得・活用・探究という学びの過程を通して、試行錯誤を重ねながら思考を深め、運動や

健康についてよりよく解決するなどの深い学びを促す。そのために、体育分野と保健分野、

保健体育科以外の教科や特別活動等の学習内容を関連付け、家庭や地域にも学習の場を広げ

て、体験を交えながら学習を深めていけるような工夫をする。 

(5) 学習評価の充実を図り、指導と評価の一体化を実現しよう 

  ア 生徒のよい点や進歩の状況等を積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感でき

るようにする。 

  イ 単元や題材等の内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫し、学習

の過程や成果を評価し、指導の改善や学習意欲の向上を図る。 

 
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（中３ 体つくり運動） 
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第５学年最初のガイダンスで、２年間の 

学習の見通しをもち、意欲を高める 

家庭科は、生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣食住等に関する実践的・体験的な活

動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育成することを目標としている。 

この目標を実現するためには、児童が自ら直接的な体験を通して、調理や製作等の手順の根

拠について考えたり、家庭生活を支える仕事を実践する喜びや、自分が作品を完成させること

ができたという達成感を味わうことができたりする授業を展開していくことが大切である。 

 
【小 学 校】 

 

 

 

 

 

 

 

１ 家庭科の指導の重点 

(1) 日常生活に必要なことを理解し、それに係る技能を身に付けられる学習活動を展開しよう 

ア 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、知識を生活体験等と関連付けてより深く理解

し、自分の成長を自覚するとともに、家庭生活への関心を高め、その営みの大切さに気付

くようにする。 

イ 多様な直接体験等による具体的な学習を展開し、日常生活に必要な基礎的・基本的な知

識及び技能を身に付け、身近な生活に活用できるようにする。 

(2) 日常生活の中から問題を見いだして、解決していく力を育てよう 

食育の推進や持続可能な社会の構築といった社会の要請に対応して、主体的に生活をより

よくしようと工夫する能力や実践的な態度を培うことが必要である。そのために、日常生活

の中から問題を見いだして課題を設定し、新たな情報を収集しながら、様々な解決方法を考

え、実践を評価・改善し、考えたことを表現するなど、課題を解決する力を養うことが大切

である。 

 

 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 生涯にわたって自立し、共に生きる生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を養う 
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日常生活の中から課題を設定する 

【生活の営みに係る見方・考え方】 
 
 

 
 
 
 

家庭・地域で実践する 

〇 健康・快適・

安全 

〇 生活文化の

継承・創造 

〇 持続可能な
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家庭、技術・家庭 

〇 協力・協働 

Ａ 
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家庭生活 

Ｂ 
衣食住の 
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(3) 家庭や地域の人々との関わりを考え、家族の一員として生活をよりよくしようとする実践

的な態度を育てよう 

学習した内容を実際の生活で生かす

場面を設定し、自分の生活が家庭や地

域と深く関わっていることを認識した

り、自分の成長を自覚して実践する喜

びに気付いたりすることができる活動

等を充実させることが大切である。な

お、家庭生活が個々の家庭によって異

なることから、児童を取り巻く家庭環

境に十分配慮して学習を進めるようにする。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す家庭科の学習指導 

(1) 日常生活の中から問題を見いだし、課題を設定しよう 

既習の知識及び技術や生活体験をもとに生活を見つめ、生活の中から問題を見いだし、解

決するべき課題を設定する。 

(2) 解決方法を検討し、計画を立てよう 

ア 生活に関わる知識及び技能の習得に粘り強く取り組めるようにする。そのためには、学

習の目的を明確にして、児童が学ぶ意義を自覚し、主体的に取り組めるようにする。 

  イ 児童同士で協働したり、異なる意見を共有したりして考えを深め、家族や身近な人々と

の会話を通して考えを明確にしながら解決方法を検討し、計画を立てる。 

(3) 課題解決に向けた実践活動をしよう 

生活に関わる知識及び技能を活用し、調理・製作等の実習や、調査、交流活動等を行う。 

(4) 実践活動の評価・改善をしよう 

実践を振り返って新たな課題を見付け、改善策を検討する。 

(5) 家庭・地域で実践してみよう 

自分の生活が家庭や地域と深く関わっていることを認識したり、自分の成長を自覚して実

践する喜びに気付いたりすることができる活動を充実させる。 

(6) 評価を次の学習活動につなげよう 

ア  一人一人のものの見方や考え方、取組のよさを共感的な態度で評価し、児童の主体的な

学習を支援する。また、児童の学習活動を適切に評価し、指導と評価の一体化を図る。 

イ 「学びに向かう力・人間性等」は、「してもらう自分」から「できる自分」へと成長して

いるかどうかを見るため、長い区切りの中で変容を評価する。「思考力、判断力、表現力等」 

は、課題の解決を目指して自分なりに工夫する過程を含めて評価する。 

 

 
 
 
 
 
 

  

身に付けさせたい力等  

・ 栄養を考えた食事について、課題をもって、健康な体を保つために必要な栄養素の種類とそ

の主な働き、食品の栄養的な特徴及び１食分の献立作成に関する基礎的・基本的な知識を身に

付け、いろいろな料理や食品を組み合わせてとる必要性について理解することができる。 

・ 他者と交流する中で、見方・考え方の視点を増やし、生活をよりよくしようと工夫すること

ができる。 

活動例 ＜普段の１食分の食事を振り返り、課題を見付けよう＞ 

・ 栄養のバランスのよい１食分の食事となるように、学校給食のメニューをもとにご飯とみそ

汁に合わせる主菜と副菜を選択して献立を考え、その工夫を学び合う。 

・ 「栄養を考えた食事」について、料理や食品を組み合わせ、試行錯誤しながら、栄養のバラ

ンスのよい食事について考える。（1 人 1 台端末を用いた意見交換により多様な考えに触れるよ

うにするなど、ＩＣＴを活用して主体的・対話的な学びとなるように工夫する。） 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小５ めざせ いきいき食生活） 

【実践的な態度の育成】 

身に付けた知識

や技能を日常生

活に活用できる

喜びへの気付き 

自分の成長を自覚 

家族や地域と深

く関わっている

ことを認識 
実践的な 

活動の充実 



- 61 - 

 

 【中 学 校】 

 技術・家庭科は、生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ、生活や技術に関

する実践的・体験的な活動を通して、よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を

工夫し創造する資質・能力を育成することを目標としている。 

 この目標を実現するためには、生徒自らが生活や技術に関心をもてるような、実践的・体験的な活

動を組み立て、家庭や地域社会との連携を重視した題材を設定することが大切である。また、学習内

容と将来の職業の選択や生き方との関わりの理解に触れるなど、生徒の実態に応じた内容や活動を準

備することも重要である。 

１ 技術・家庭科の指導の重点  

 (1)  自立して主体的な生活を営むために必要な知識と技能を身に付けられる学習活動を展開しよう 

技術分野 家庭分野 

ア 身近な生活や産業等も含めた社会で利用さ

れている材料、加工、生物育成、エネルギー変

換、情報の技術の仕組みと関係する科学的な原

理・法則の基礎を理解できるようにする。 

 

イ 技術を安全・適切に活用する技能を身に付

け、技術と生活や社会、環境は相互に影響して

いることを理解できるようにする。 

ア 子供を育てる機能、心の安らぎを得るなど

の精神的な機能、衣食住等の生活を営む機能、

収入を得るなどの経済的な機能、生活文化を

継承する機能等について理解を深められるよ

うにする。 

イ 習得した知識と技能を既存の知識や生活経

験、他の技能と関連付け、変化する状況や課題

に応じて主体的に活用できるようにする。 

(2)  生活や社会の中から問題を見いだして、解決していく力を育てよう 

技術分野 家庭分野 

ア 身近な生活や産業等も含めた社会の中から

技術に関わる問題を見いだし、課題を設定して

解決策を構想できるようにする。 

 

イ 製作図や回路図、計画表等に表現して試行錯

誤しながら課題の解決策を具体化し、実践を評

価・改善することのできる力を身に付けられる

ようにする。 

 

ア 既習の知識及び技能や生活経験をもとに家

族・家庭や地域における生活の中から問題を

見いだし、課題を設定して解決策を構想でき

るようにする。 

イ 調理や製作等の実習や、調査、交流活動等を

通して課題の解決策を振り返り、考察したこ

とを発表し合い、他者からの意見を踏まえて

改善することのできる力を身に付けられるよう

にする。 

(3)  よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、将来にわたり生活を工夫し創造しよ

うとする実践的な態度を育てよう 

技術分野 家庭分野 

ア 環境への負荷や安全性等の多様な側面から、

作る場面、使う場面、廃棄する場面、万が一の

トラブルの場面等と関連付けた学習展開を工夫

する。 

イ 使い手だけでなく作り手の立場も意識し、よ

りよい生活と持続可能な社会を構築するために

技術を工夫し創造しようとする態度を育てる。 

 

ア 家族の互いの立場や役割が分かり、自分の

生活を支える家庭生活が地域との相互の関

わりで成り立っていることが理解できるよ

うにする。 

イ 家族と協力し、地域に住む様々な世代の人

々と共に力を合わせ、主体的に物事に取り組

み、生活をよりよくするために実践しようと

する態度を育てる。 
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２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す技術・家庭科の学習指導 

 (1)  学ぶことに興味や関心がもてる課題を設定しよう 

  ア 学習した内容を実際の生活で生かす場面を設定する。 

イ 自分の生活が家庭や地域社会と深く関わっていることを認識できる活動や、自分が社会に参

画し貢献できる存在であることに気付くことができる活動を取り入れる。 

 (2)  協働、対話を通して、自己の考えを広げ深める活動を取り入れよう 

他者と協働したり、対話したりする中で、自らの考えを明確にしたり、広げ深めたりする活動

を取り入れる。技術分野では、直接、他者との協働を伴わなくても、既製品の分解等の活動を通

してその技術の開発者が設計に込めた意図を読み取るなどの、対話的な学びを行うことで、自己

の考えを広げ深める。 

(3)  問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えをもとに生活や技術を創造したりする活動 

を取り入れよう                           

ア 生徒が、生活や社会の中から問題を見いだし

て課題を設定するための活動を工夫する。 

イ 課題の解決に向けた解決策の検討、計画、実

践、評価・改善といった一連の学習活動の中

で、生活の営みに係る見方・考え方や技術の見

方・考え方を働かせながら課題の解決に向けて

自分の考えを構想したり、表現したりする活動

を重視する。 

(4)  評価を次の学習活動につなげよう 

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成し、生徒の学習成果を的確に捉え、教員が指導の改

善を図ったり、生徒が自らの学びを振り返って次の学びに向かったりすることができるようにする。 

 

 

技術分野 

＜中３ 計測・制御のプログラミングによって

社会の問題を解決しよう【内容Ｄ(3)アイ】＞ 

 

家庭分野 

＜中３ 生活習慣を身に付けるための絵本を作

ろう【内容Ａ(2)アイ】＞ 

 

身に付けさせたい力等  

・ 生活や社会の中から問題を見いだして、プロ

グラミングによって解決する課題を設定する

ことができる。 

活動例  

・ 実物の「お掃除ロボット」が作業をしている

動画を各自の端末で視聴し、どのような仕組

みとなっているのかを予想する。（1人 1台端

末を用いて意見交換や集約を行い、多様な考

えに触れるようにするなど、ＩＣＴを活用し

て主体的・対話的な学びとなるように工夫す

る。） 

＜テーマ例＞ 

ロボット掃除機を制作しよう。 

＜生徒の課題設定例＞ 

・ 「お掃除ロボット」のプログラムの実行・パ

ラメータの変更をする。 

・ 「開発者の意図」について意見交換する。 

 

 

身に付けさせたい力等  

・ 幼児の生活と家族について、自ら課題を設定

し、幼児の発達と生活、幼児との関わり方に関

する基礎的・基本的な知識を身に付け、それを

支える家族の役割や遊びの意義について理解

し、幼児との関わり方を工夫することができ

る。 

活動例 

・ 事前に撮影してきた「園児が絵本を読んでい

る様子」や「保育士が絵本を読んでいる様子」

の動画を閲覧する場を設け、幼児の生活につ

いて、問題を見いだして課題を設定すること

ができるようにするとともに、一人一人の知

的好奇心を喚起する。（１人１台端末を用いて

幼児の生活を調べたり、意見交換を行ったり

するなど、ＩＣＴを活用した主体的・対話的な

学びとなるように工夫する。） 

 

 
課題を解決する力  

 
 
 
 
 
 

主体的な学び 対話的な学び 

深い学び 

 知識の質的高まり 技能の習熟・定着 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善 
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【小 学 校】 

小学校における外国語教育は、中学年で「聞くこと」「話すこと」を中心とした外国語活動を

通じて外国語に慣れ親しみ、外国語学習への動機付けを高めた上で、高学年から発達段階に応じ

て段階的に「読むこと」「書くこと」を加え、教科としての学習を行う。外国語活動・外国語科

共に、言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地や基礎となる資質・能力を育成すること

を目指している。 

１ 外国語活動の指導の重点 

 (1)  聞く活動を十分に設定しよう 

   初めて外国語に触れる第３学年段階では、「話すこと」を早急に求めず、聞く活動を十分

に取り入れる必要がある。その上で、まねをして言い慣れる「口慣らし」の段階から、「慣

れ親しませる」「活用させる」段階へと無理なく活動のねらいや内容を高めていく。中学年

では、「伝え合う力の素地」の育成を目指しており、正確性にこだわるよりも、できるだけ

多くの活動を体験させることにより、伝え合う力を養っていく。このように中学年において

身近で簡単な事柄について十分に聞いたり、話したりする経験をしておくことが、高学年で

更に話題を広げて伝え合う活動につながっていく。 

(2)  必然性のある体験的な言語活動を設定しよう 

外国語活動においては、「聞くこと」「話すこと〔やり取り〕」「話すこと〔発表〕」の

３領域で言語活動が設定されている。外国語を習得していく過程においては、英語の音声に

十分触れることと、実際に使ってみることが重要である。言語活動を設定するに当たっては、

児童が興味・関心をもつ題材を扱い、聞いたり話したりする必然性のある体験的な活動を設

定し、意欲的に活動に取り組めるようにしたい。 

(3) 文字については「聞くこと」で扱っていこう  

   外国語活動では、目標の「聞くこと」に、「文字の読み方が発音されるのを聞いた際に、

どの文字であるかが分かるようにする」とある。ここでいう「文字」とは、英語の活字体の大

文字と小文字を指し、「読み方」とは、文字の名称（例：Ａは/ei/）を指している。具体的な

言語活動としては、「/ei/」と聞いて「Ａ」を指したり「Ａ」のカードを選んだりして、「読

み方」と「文字」を一致させていく活動等がある。中学年で英語に初めて触れることから、知

識として指導するのではなく、あくまでも活動を通して、体験的に文字に親しませることが重

要である。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す外国語活動の学習指導 

 (1)  「面白そう」「やってみたい」と児童が思う題材を工夫しよう 

児童が興味をもち、「面白い」「やってみたい」と思える題材を選定することが児童の主

体的な学びを促す。そのためには、児童にとって身近で具体的な話題を取り上げ、自分の考

えを伝え合う活動を行うことが大切である。例えば、「Who am I?クイズ」で、児童にとってな

じみのある教員やキャラクターを扱ったり、「○×クイズ」で、身近な友達に質問する場を

設定したりすること等が考えられる。また、他教科や総合的な学習の時間等との関連を図っ

ていくことで、児童の意欲も高まり、学習に深まりが生まれていく。 

外国語活動、外国語科     

会 
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(2)  互いの考えや気持ちを伝え合う言語活動を設定しよう 

     言語活動とは、「実際に英語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合う活動」である。例え

ば、小学校外国語活動教材『Let’s Try!１』の「Unit４ I like blue.すきなものをつたえ

よう」では、単元末に児童が自分の好きなものを友達に伝える言語活動を行う。そこでは、

「何を伝えようか」「どんな順番で伝えようか」と情報を整理したり、「何を質問しようか」

等、知りたいことを考えたりと児童の「思考力、判断力、表現力等」が活用される。また、

相手に伝わるようにゆっくり話したり、ジェスチャーを工夫したりして、外国語のコミュニ

ケーションにおける見方・考え方を働かせている姿も見られるだろう。さらに、自分と同じ

友達の考えに共感したり、相手の知らなかった一面に驚いたりするなど互いの理解を深める

機会にもなる。一方、歌やキーワードゲーム等のように、英語を用いているが、考えや気持

ちを伝え合う要素がない活動は、言語材料について理解したり、練習したりするための指導

であり、言語活動と区別されている。練習の活動は重要であるが、練習だけで終わることが

ないように留意する必要がある。 

(3) 評価を次の学習活動につなげよう（下線部リンクあり） 

児童が自己評価できるようなワークシート等を使って、自分の学習を振り返る場を設定す

ることは主体的な学びを生む。その際、「グローバル化に対応した新たな英語教育の在り方

リーフレット＜実践事例編：My English Passport＞」（令和２年12月一部改訂 愛知県教育

委員会）を活用する。また、学習評価の方針を事前に児童と共有する場を設け、評価の結果

をフィードバックする際にも、どのように評価を行ったかを児童と共有することも大切であ

る。児童が自分の学びを振り返り、「分かる」「できる」を実感しながら、楽しく学び、ス

テップアップすることを意図して作成されており、各学校の実情等に応じて、内容を変更し

て活用することができる。さらに、児童の振り返りの記述から学級全体に広げたい考えや新

たな疑問を次の時間の導入で伝えたり、教員が見取った児童の達成状況によって活動内容を

工夫したりするなど、評価を次の学習活動につなげることが重要である。 

なお、評価を行う場面については、指導と評価の計画を作成し、記録に残す場面の精選を

する。記録に残さない活動や時間においても、日々の授業の中で児童の学習状況を適宜把握

して指導の改善に生かす。１単元で必ずしも全児童について記録に残す必要はなく、１年間

を通して各領域において各観点でバランスよく全児童の記録を残すことが大切である。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

身に付けさせたい力等  

・ 自分の欲しい食材を要求したり、相手の欲しい食材を尋ねたりするとともに、考えたメ 

ニューを紹介することができる。 

活動例 ＜オリジナルピザを作って、紹介し合おう＞ 

・ What do you like?  I like tomatoes.と慣れ親しんだ表現を使ってSmall Talkを行う。 

・ 外国の市場の様子を視聴し、日本の野菜や果物との共通点や相違点を見付ける。 

・ グループでオリジナルピザを考える。ヘルシーピザ、カラフルピザなどイメージをもって

具材を考えるようにする。食べ物カードに外国の野菜や果物を書き加えてもよい。 

・ 友達と食べ物カードをやり取りして、オリジナルピザを紹介する。 

  

 ・ ペアとの会話や視聴した映像から気付いたことを全体で共有する。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小４ What do you want?）  

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/gimukyoiku/gimukyou29-houkoku-3.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/gimukyoiku/gimukyou29-houkoku-3.html
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３ 外国語科の指導の重点（下線部リンクあり） 

 (1)  言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成しよう      

   外国語科においては、「聞くこと」「読むこと」「話すこと〔やり取り〕」「話すこと〔発

表〕」「書くこと」５領域で言語活動が設定されている。「聞くこと」「話すこと〔やり取

り〕」「話すこと〔発表〕」は、外国語活動において扱われた簡単な語句や基本的な表現等

の学習内容を繰り返し使わせる言語活動を設定し、児童が活用できるようにすることが大切

である。また、外国語科で身に付ける知識及び技能の「文及び文構造」については、文法の

用語や用法を説明して指導するのではなく、言語活動を通して、繰り返し聞いたり話したり

する中で理解させるようにしたい。YouTube文部科学省mextchannel の「外国語教育はこう変

わる！」にある「言語活動を通して」の具体等や愛知県作成の研修動画を参考に、伝え合う

必然性のある体験的な活動を行っていくことが大切である。 

(2)  「読むこと」「書くこと」の目標を十分に理解しよう 

「読むこと」「書くこと」については、外国語活動では指導していないため、外国語科で

は慣れ親しませることから指導する必要があり、「聞くこと」「話すこと」と同等の指導を

求めるものではないことに留意しなければいけない。 

  ア 「読むこと」について 

    外国語科の「読むこと」の目標に、「活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発

音することができるようにする」とある。「読み方」とは、外国語活動と同様に文字の名

称（例：Ａは/ei/）を指している。音については、何度も聞いたり、話したりして音声で

十分に慣れ親しんだ語の中で、文字が示す音の読み方、つまり音声と文字を関連付ける指

導をする。そのため、中学校のように発音とつづりを関連付けて指導したりするわけでは

ないことに留意する。 

  イ 「書くこと」について   

    「書くこと」の活動は教員が想像する以上に時間がかかる場合がある。授業の中で十分

な時間を確保し、四線上に正しく書くことができるよう丁寧に指導する必要がある。しか

し、単調な繰り返し学習ではなく、何らかの書く目的をもたせたり、ゲーム的要素を取り

入れたりするなど、児童の学習意欲を高める工夫をする。 

「大文字・小文字」については、児童が何も見ないで自分の力で書くことができるよう

に指導するが、「簡単な語句や基本的な表現」については、音声で十分に慣れ親しんだも

のを「書き写す」「例の中から言葉を選んで書く」ことができるようにする。つまり、書

く活動の前に十分に聞いたり、話したりする活動を設定し、児童が、自分が伝えたいこと

を書き写したり、選んで書いたりできるよう、例となる語句や表現を示す必要がある。 

４ 主体的・対話的で深い学びを引き出す外国語科の学習指導（下線部リンクあり） 

(1) Small Talkを通して学習したことを繰り返し使用することで定着を図ろう 

Small Talkとは、２時間に１回程度行う帯活動で、あるテーマのもと、指導者のまとまっ

た話を聞いたり、ペアで自分の考えや気持ちを伝え合ったりする言語活動である。第５学年

は指導者の話を聞くことを中心に、第６学年は児童同士ペアで伝え合うことを中心に行う。

児童が興味・関心のある身近な話題について、自分の考えや気持ちを楽しみながら伝え合う

https://www.youtube.com/watch?v=QZufQxb2WSI
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中で、教員は児童が既習表現を想起できるように指導・支援を行い、既習表現や対話を続け

るための基本的な表現の定着を図っていく。「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック

（文部科学省）」に掲載されているSmall Talkの指導例（P.84、85）や具体的な活動例（P.130）、 

YouTube文部科学省mextchannel 「小学校の外国語教育はこう変わる！」②⑦～Small Talk

の進め方～等を参考に、「話すこと〔やり取り〕」の言語活動として、継続的に指導してい

くことが大切である。 

(2) 「書く活動」は、単元を通じて、毎時間設定しよう 

順序性を踏まえて毎時間、書く活動を設定することが大切である。つまり、「聞くこと」

で慣れ親しんだ語句を用いて、自分のことをペアで伝え合い、「話すこと」の活動で使った

基本的な表現について、音声を聞きながら読み、その後、「書くこと」の活動を行う。その

上で、単元を通じて、少しずつ書く時間を設定することで、児童が過度に負担を感じること

がないようにしたい。例えば第６学年では、各単元の前半に毎時間学習した表現を使って自

分の考えや思いを伝える文を一文ずつ書く活動が設定されている。一文ずつ書きためたもの

がせりふとなるため、無理なく単元末に友達と伝え合う活動につなげることができる。 

(3) 評価を次の学習活動につなげよう 

外国語科における評価規準は「内容のまとまり」ごとに 

示す。外国語科における「内容のまとまり」とは５領域の  

ことであり、「内容のまとまり」の記述が、観点ごとにど 

のように整理されているかを確認することが大切である。 

単元における観点別学習状況の評価は、毎回の授業では 

なく、原則として単元や題材等内容や時間のまとまりごと 

に、それぞれの実現状況を把握できる段階で行うなど、そ  

の場面を精選することが重要である。 

 

「指導と評価の計画」を作成する際は、

観点別学習状況を記録に残す場面を精選

する。記録に残さない活動や時間において

も、日々の授業の中で児童の学習状況を適

宜把握して指導の改善に生かすことが重要

である。また、形成的評価とは、原則的に

記録に残す評価は行わないが、加点要素がある場合のみ評価するものとし、児童の学習改善

をきちんと見取ることで、児童の学習に向かう意欲の高まりへとつなげたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の進め方】 

 

（参考資料）『「指導と評価の一体化」
のための学習評価に関する参考資料』 
令和２年３月 国立教育政策研究所 

１ 単元の目標を作成する

２ 単元の評価規準を作成する

３ 「指導と評価の計画」を作成する

４ 観点ごとに総括する

授業を行う

 

身に付けさせたい力等  

・ お互いのことをよりよく知るために、「できること」について、聞き取ったり伝え合ったりする
ことができる。 

活動例 ＜他校の友達とＷｅｂ会議で会話を楽しもう＞ 

・ デジタル教科書の音声機能を使って、身近な動詞や基本となるCan you～?   Yes, I can.の発音
を個別に練習する。速さや繰り返す回数を自分で選び、表現できるまで練習する。 

・ デジタル教科書の会話練習機能を使って、質問への答え方を個別練習する。その後、ペアになり、
自分や相手のできることについて、会話をする。 

・ 同じ中学校に進学する他小学校５年生とＷｅｂ会議でつなぎ、オンラインで会話する。 
※ 中学校で共に学ぶ予定である相手と会話を楽しむ場をもつことにより、自分と同じように学んで

いることを知って安心感を抱くとともに、コミュニケーションへの意欲の高まりが期待できる。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（小５ Can you play dodgeball? ） 

学習指導要領の改訂のポイント 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jp-nHc0BN3c
https://www.youtube.com/watch?v=ezbJbj26H_g&list=PLGpGsGZ3lmbCsze5PvMhQ1TS-jXEZKA4f&index=26
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
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【中 学 校】 
 

外国語科では、外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語によ

る聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考え等を理解し

たり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を育成することを目標と

している。 

その目標を達成するために、外国語の文法規則や語彙等についての知識を十分に身に付けさせ

るとともに、実際のコミュニケーションを目的として外国語を運用することができる資質・能力

を養うことが大切である。 

 

１ 外国語科の指導の重点 

 (1) 聞くこと、読むこと、話すこと、書くことのコミュニケーションを図る資質・能力を養おう 

      自らの考えを相手に伝えるための表現力を育てるためには、基本的な語彙の習得や正しい

英文を書く力、内容的にまとまりのある文章を書く力の育成が必要となる。聞いたり、読ん

だりして得た知識や内容を、自らの体験や考えと結び付け、話したり、書いたりして発信で

きる力を育てたい。そのために、「聞くこと」「読むこと」「話すこと〔やり取り〕」「話

すこと〔発表〕」「書くこと」の４技能５領域をバランスよく育成し、その４技能を相互に

関連付けて活用できるコミュニケーションの場を設定することが大切である。 

(2) 文法はコミュニケーションを支えるものと捉えよう 

文法は、コミュニケーションを支えるものと捉え、言語活動と一体化して指導したい。文

法事項を言語活動の中で繰り返し学習することで、言語材料の定着を図ることが大切である。

豊かな内容で円滑にコミュニケーションを図るためには、文法の知識が必要不可欠になる。

文法事項を指導する際には、その意味や機能を十分に理解させた上で、それまでに学んだ語

彙や文法事項と関連を図るようにする。そして、対話的な言語活動の中で自らの考えや気持

ち、我が国の文化や英語の背景にある文化について、学んだ文法事項を生かして伝え合うよ

うな場面設定を工夫する。 

 (3)  小・中学校及び高校の外国語活動・外国語科の実態を把握し、授業計画を組み立てよう 

  小学校で音声を重視した授業を経験してきたことを生かし、中学校の授業を実際のコミュ

ニケーションの場面とするため、授業は英語で行うことを基本とする。また、小学校第３学

年から第６学年までに扱った簡単な語句や基本的な表現等の学習内容を繰り返し指導し定着

を図る。高等学校から中学校に移行した学習内容や、高等学校での学習内容、指導の実態を

十分に踏まえて、学年の目標を適切に定め、３年間を通して外国語科の目標の実現を図るよ

うにすることが必要である。 

２ 主体的・対話的で深い学びを引き出す外国語科の学習指導 

(1)  英語をコミュニケーションの手段として用いる場面を多くつくろう 

  ア 英語を使用する多様な活動を取り入れる 

生徒のコミュニケーション能力を高めるには、実際にコミュニケーションをとる体験を

何度も積ませることが必要である。言語活動を行う際は、生徒が具体的な場面や状況を把

握した上で、それに合った適切な表現を自ら考え、使用することができるように配慮する。

また、授業の冒頭に帯活動として「話すこと〔やり取り〕」の言語活動Small Talkを行う。

関心のある事柄について即興で情報交換したり、互いの考えや気持ちを伝え合ったりする

活動や、自分の考えや気持ち等を整理し、簡単な語句や文を用いて伝えたり、相手からの

質問に答えたりする活動を設定し、即興で話す生徒の姿を生み出したい。 
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身に付けさせたい力等  

・ クラスメートのことをよりよく知るために、これまでに学んだことを用いて、自分が春休み

に経験したことを伝え合うことができる。 

活動例 ＜スピーチを聞いて、質問したり感想を伝えたりしよう＞ 

・ デジタル教科書の書き込み機能を使って、本文中からスピーチで使える表現に下線を引く。

下線を引いた表現をペアで見比べ、参考になる点があれば、色を変えて下線を書き足す。 

・ それらの表現を参考にして、春休みの経験についてスピーチ原稿を書く。 

・ 授業はじめの帯活動として、スピーチを行う。スピーチ後に質疑応答をし、さらに、一人一

人が協働学習支援アプリに質問や感想を書き込む。次時の帯活動の参考にするように、互いの

英語表現や内容を共有して読み合う。 

※ ４技能を統合した本活動を帯活動で繰り返し、ＩＣＴを活用して英語表現を共有することで、

どの場面でどう表現するかを学び、コミュニケーション能力を高めることができる。 

    イ 互いの考えや気持ちを伝え合う対話的な言語活動を一層重視する 

架空の誰かになりきって何かを表現するだけではなく、自分が本当に考えていることや

本当の気持ちを表現する場を設定する。そのためには自身の考えをもち、それを他者に伝

える活動を取り入れる。教員自身もコミュニケーションの手段として英語を使用して、自

分のことを伝える。 

また、言語活動の繰り返しを通じて資質・能力を育成する。「やり取り」「即興性」を

意識した言語活動をより充実させるために、「話すこと〔やり取り〕」を、年間を通じて、

確実かつ継続的に行う。 

【言語活動を通して指導しよう】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 「ＣＡＮ－ＤＯリスト」形式で学習到達目標を設定し、授業や評価を改善しよう 

     卒業時に目指す姿としての学習到達目標を達成するために、学年ごとの目標が「CAN－DO

リスト」形式で各学校で設定されている。この「CAN－DOリスト」形式で設定した学年ごとの

学習到達目標を、各学年年間指導計画にも位置付け、各単元における目標や学習活動、評価

方法についても改善する必要がある。単元ごとの評価規準は、内容のまとまりごとに３観点

で記述する。観点別の学習状況についての評価は、毎回の授業ではなく原則として単元や題

材等の内容や時間のまとまりごとに行う。三つの資質・能力は時間をかけて育まれるもので

あるため、単元の前半には記録に残す評価は行わず、一定の学習を経たのち、単元終末に行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善（中２ My Spring Vacation） 

学習指導要領の改訂のポイント 

教えすぎ、示しすぎを控え、言語活動をしながら、生徒が自分で誤りに気付いたり、新しい表
現内容を自ら知りたいと感じたりできるような指導に取り組むことが大切である。 
 

 

 

 

 
 
 
 

（参考資料）「中学校学習指導要領・学習評価の解説 前編」令和３年５月文部科学省/mextchannel 外国語教育 
（下線部リンクあり） 

言
語
活
動 

指導 目的、場面、状況に応じた必要な表現に気付く 

指導 誤りに自分で気付いて修正できるようなやり取りをする 

指導 表現内容を広めたり、深めたりできるようなやり取りをする 

https://www.youtube.com/watch?v=WoQyyFmEIzI&list=PLGpGsGZ3lmbCsze5PvMhQ1TS-jXEZKA4f&index=56
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道徳教育は、よりよく生きたいという願いを求めて実践する豊かな心をもった人間の育成を目指

している。また、学校の教育活動全体を通じて、人間形成の基盤となる、道徳的な判断力、心情、

実践意欲と態度等の道徳性を養うことをねらいとしている。 

道徳教育を通じて、児童生徒の豊かな心を育むために、次の３点を大切にしたい。 

・ 教員と児童生徒及び児童生徒同士の人間関係を深める。 

・ 道徳的諸価値についての理解をもとに、自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多

角的に考え、自己の（人間としての）生き方についての考えを深めるようにする。 

・ 家庭や地域社会と連携し、豊かな体験を通して、内面に根ざした道徳性の育成を図る。 

※(   )内は中学校 
 

１ 道徳教育の指導計画の作成 

  学校では、校長が道徳教育の方針を明確にし、道徳教育推進教師を中心として、「道徳教育の全

体計画」「道徳教育の全体計画の別葉」と、それに基づく「道徳科の年間指導計画」を作成する必

要がある。また、全体計画を各学年や学級で具体的に推進するための指針として、「学級における

指導計画」を作成することが望まれる。そして、これらの計画に基づき、全教員が協力して道徳教

育を展開することが大切である。 
 

(1) 道徳教育の全体計画を作成しよう 

   ア 校長は、児童生徒の道徳性に関わる実態、学校の道徳教育推進上の課題、社会的な要請や家

庭・地域の期待等を踏まえ、道徳教育の基本的な方針等を明示する。 

   イ 道徳教育推進教師を中心に全教員が全体計画の作成に参画することで、意識の高揚を図り、

全体計画の積極的な活用に努める。 

    ウ 道徳科の指導方針、扱う内容との関連を踏まえた各教科、外国語活動、総合的な学習の時間

及び特別活動の内容、家庭や地域社会との連携の方法を明示する。 

  エ 道徳教育に関わる、各教科等における指導の内容及び時期を整理したもの、体験活動や実践

活動の時期等が一覧できるもの、推進体制や、家庭や地域社会等との連携のための活動等が分

かるものをまとめた「道徳教育の全体計画の別葉」を作成する。 

(2)  道徳科の年間指導計画を作成しよう 

     ア 年間 35時間（小１は34時間）の授業時数を確保する。教科書の教材を主に位置付け、各学

年段階の内容項目全てを取り上げる。 

     イ 各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動との関連を図りながら、主題の設定

と配列を工夫し、計画的・発展的に指導するよう努める。 

     ウ 体験活動を生かしたり、一つの主題について複数時間の関連を図った指導を取り入れたりす

るなど、多様な指導方法を工夫するよう努める。 

(3)  学級における指導計画を工夫しよう 

     ア 「道徳教育の全体計画」、「道徳教育の全体計画の別葉」、「道徳科の年間指導計画」をもと

に、児童生徒の実態を的確に捉え、学級としての目標を立てるとともに、道徳性を養うための

基本的な方針や重点を明確にする。 

２ 道徳教育・特別の教科 道徳 



 - 70 -

     イ 教員や児童生徒及び保護者の願いを具体的な言葉で記載し、一人一人のよさを引き出し育て

るための手だてを示すことで、学級で各計画が有効に活用されるように工夫する。 

２ 道徳教育の指導内容の重点化 

(1) 各学年を通じて重点化を図ろう 

   ア  自立心や自律性の育成 

児童生徒が自己理解を深め、自己を肯定的に受け止めることと、自己に責任をもち、自律的

な態度をもつことの両面を、調和の取れた形で身に付けていくことができるようにする。 

イ  自他の生命を尊重する心の育成 

生きることのすばらしさを知るとともに、老いや死等、自他の生命に関する問題について考

え、自他の生命の尊さについて自覚を深めていくことができるようにする。 

(2)  児童生徒の発達段階や特性等を踏まえ、指導内容の重点化を図ろう 

   ア 低学年   挨拶等の基本的な生活習慣を身に付けること、善悪を判断し、してはならない

ことをしないこと、社会生活上の決まりを守ること 

イ 中学年   善悪を判断し、正しいと判断したことを行うこと、身近な人々と協力し助け合

うこと、集団や社会の決まりを守ること 

ウ 高学年   相手の考え方や立場を理解して支え合うこと、法や決まりの意義を理解して進

んで守ること、集団生活の充実に努めること、伝統と文化を尊重し、それらを育

んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重すること 

エ 中学校   自立心や自律性を高め、規律ある生活をすること、生命を尊重する心や自らの

弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること、法や決まりの意義に関す

る理解を深めること、自らの将来の生き方を考え、主体的に社会の形成に参画す

る意欲と態度を養うこと、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷

土を愛するとともに、他国を尊重すること、国際社会に生きる日本人としての自

覚を身に付けること 

３ 豊かな体験活動の充実を生かした心に響く道徳教育の推進 

  各学校は、道徳教育との関連において体験活動を計画的に位置付け、実施していくようにする。

児童生徒の発達段階を考慮し、集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動、地域の行事への

参加等の多様な体験を充実させること、これらが児童生徒の日常生活に生かされるようにすること

を通して、自然な形で児童生徒の内面に根ざした道徳性が養われるように配慮する。 

 それぞれの体験で考えられる道徳的価値について、道徳科の授業でその意義や自己との関わりに

ついて一層考えを深めるなど、創意工夫ある指導を行う。体験活動を踏まえて、児童生徒が様々な

道徳的諸価値に気付き、その意味や大切さについて考えを深める要として、道徳科を位置付けるこ

とが大切である。 

４ 学校・家庭・地域の連携による開かれた道徳教育の推進 

  家庭や地域社会は、児童生徒にとって生活の基盤であり、児童生徒の道徳性の発達に直接影響を 

与える。したがって、学校は、その習慣や道徳的価値観、社会観、あるいは行動様式等の実情の把

握に努め、積極的に相互理解を深め、協力体制を築いて道徳教育を進めていく必要がある。そのた

めには、道徳科の授業公開、学校通信や学年通信、Ｗｅｂサイト等で、学校の方針や諸計画、児童

生徒の様子を伝えるような取組が必要である。 
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５ 道徳教育の要としての「特別の教科 道徳（道徳科）」の充実 

  道徳科は、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割を果たすよう、計画的・

発展的な指導を行うことが重要である。 

  計画的・発展的な指導によって、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動におけ

る道徳教育と密接な関連を図りながら、これを補ったり、深めたり、相互の関連を考えて発展・統

合したりする。そして、道徳的諸価値についての理解をもとに、自己を見つめ、物事を（広い視野

から）多面的・多角的に考え、自己の生き方（人間としての生き方）についての考えを深める学習

を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

また、児童生徒の発達段階に応じ、答えが一つではない道徳的な課題を一人一人が自分自身の問

題と捉え、「考える道徳」「議論する道徳」となるように指導方法等を工夫して取り組むことが大

切である。                          ※(  )内は中学校 

(1) 道徳教育推進教師を中心とした指導体制の充実を図ろう 

  ア 校長の明確な方針のもと、道徳教育推進教師が中心となり、学校の全教員が協力して指導に

当たることができるよう指導体制の充実を図る。 

  イ 道徳教育推進教師の役割は、道徳教育の指導計画の作成、指導体制の整備、道徳科の教材の

整備・充実・活用、家庭や地域社会との連携及び研修や評価に関すること等を円滑に推進し、

道徳教育が充実していくように働きかけていくことである。 

(2) 計画的・発展的な指導を図ろう 

ア 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育と道徳科との関連を明確にして、児童生徒の発達

段階に応じながら、道徳科に示された道徳的諸価値に含まれた内容を全体にわたって計画的・

発展的に指導する。 

イ 各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動で学習した道徳的諸価値を、全体に

わたって人間としての在り方や生き方という視点から捉え直すことで、児童生徒がそれらを主

体的に発展させていこうと考えることができる時間にする。 

(3) 児童生徒が主体的に道徳性を養う時間にしよう 

   ア 道徳科の授業では、学習の始めに児童生徒が自ら学びたいという課題意識や課題追究への意

欲を高め、学習の見通しをもてるようにする。 

イ 児童生徒が道徳的諸価値を自分のこととして、自らの成長を実感したり、自らの将来に進ん

で生かそうとしたりすることができるよう学習を設定する。 

(4) 言語活動を充実させ多様な考えを生かそう 

  ア 教材や体験等から感じたこと、考えたことをまとめ、発表、話合い等、協働的に議論する活

動を取り入れることで、異なる感じ方、考え方に触れさせる。 

イ 自分の考えをもとに書いたり話し合ったりできるようにするために、日頃から何でも言い合

え、認め合える学級の雰囲気をつくるとともに、教員が受容的な姿勢をもつようにする。 

ウ 道徳的諸価値の理解に基づいて自己を見つめ、自己の生き方についての考えを深めるために、

話し合う活動や書く活動等、児童生徒一人一人の感じ方や考え方を表現する機会を充実させる

とともに、自らの道徳的な成長を実感できるようにする。 

エ 児童生徒が問題意識をもち、意欲的に考え、主体的に話し合うことができるよう、ねらい、

児童生徒の実態、教材や学習過程等に応じて、発問、話合い、書く活動、表現活動等を工夫す

る。 
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オ 教材や体験等から感じたこと、考えたことをまとめ、発表し合ったり、話合い等により異な

る考えに触れさせたりするなど、多面的・多角的に考え、協働的に議論したりする場を設ける

などの工夫をする。 

(5) 質の高い多様な指導方法を確立しよう 

ア 読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習により、登場人物に自分を投影して、その

判断や心情を考えさせ、道徳的価値の理解を深めさせる。 

イ 問題場面について児童生徒自身の考えの根拠を問う発問や、実際の自分に当てはめて考える

ことを促す発問等を工夫する。問題解決的な学習により、主体的に解決するための資質・能力

を養う。 

ウ 道徳的行為に関する体験的な学習により、役割演技等の疑似体験的な表現活動を通して、道

徳的価値の理解を深めさせる。 

(6) 情報モラルと道徳科との関連を図る工夫をしよう 

ア 情報モラルに関わる題材を生かして、他者への共感や思いやり、礼儀、法や決まりの遵守に

伴う問題等についての話合いを工夫する。 

イ ＩＣＴによる疑似体験を授業の一部に取り入れ、相手の顔が見えないＳＮＳによるすれ違い

を例示するなど指導を工夫する。 

ウ 生活体験の中での情報モラルに関わる体験を想起させ、指導に取り入れる工夫をする。 

(7) 家庭や地域社会と連携しよう 

ア 道徳科の授業を積極的に公開するとともに、参観者と協議会を行うなどして、道徳科の指導

の在り方について話し合ったり、保護者や地域の方の要望に耳を傾けたりする。 

イ 家庭や地域社会の題材を資料として生かした学習、家庭や地域での話合いや取材を生かした

学習、保護者や地域の人々の参加を得た学習等の連携強化を図った指導を工夫する。 

ウ 地域の先人や伝統・文化等を題材とした地域教材の開発の協力や道徳科の講師の依頼等を通

して、連携強化に努める。 

(8) 魅力的な教材を開発し活用しよう 

 ア 児童生徒が、人間としての在り方や生き方等について問題意識をもって多面的・多角的に考

えたり、感動を覚えたりするような教材を選定する。 

 イ 教材の開発に当たっては、日常から多様なメディアや書籍、身近な出来事等に対する強い関

心をもって広く素材を集めるとともに柔軟な発想で教材化する。 

 ウ 主たる教材である教科書の他、各地域に根ざした地域教材等、多様な教材も併せて活用す

る。 

 エ 地域の人々を招く、実物を提示する、情報機器を活用して学習するなど、教材の生かし方に

も様々な工夫をする。 

(9) 道徳科に生かす教材を吟味しよう 

 ア 児童生徒の発達段階に即し、ねらいを達成するのにふさわしい教材を選ぶようにする。 

 イ 人間尊重の精神にかなうものであって、悩みや葛藤等の心の揺れ、人間関係の理解等の課題

も含め、児童生徒が深く考えられるものにする。 

 ウ 多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には、特定の見方や考え方に偏った取扱い

がなされていないものであることに留意する。 
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６ 「特別の教科 道徳（道徳科）」における評価 

  道徳科における評価は、道徳科の授業において、児童生徒に考えさせることを明確にして、 

「道徳的諸価値についての理解をもとに、自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角 

的に考え、自己の生き方（人間としての生き方）についての考えを深める」という目標に掲げる 

学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を、一定のまとまりの中で、児童生徒が学習の見 

通しを立てたり、学習したことを振り返ったりする活動を適切に設定しつつ、学習活動全体を通 

して見取ることが求められている。したがって、道徳科の学習状況の評価に当たっては、道徳科 

の学習活動に着目し、年間や学期といった一定の時間的なまとまりの中で、児童生徒の学習状況 

や道徳性に係る成長の様子を把握することが大切である。       ※(  )内は中学校 

(1) 評価する際に留意しよう 

ア 他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒一人一人がいかに成長したかを積極的

に受け止めて認め、励ます個人内評価とする。 

イ 個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とする。 

ウ 児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的諸価値の理解を自分自身

との関わりの中で深めているかといった点を重視する。 

(2) 道徳科の学びの姿で評価しよう 

ア 道徳的価値のよさや大切さについて考えようとしているか。 

イ 道徳的価値について、一つの見方ではなく、様々な角度から捉えて考えようとしているか。 

ウ 道徳的価値について、自分のこれまでの体験から感じたことを重ねて考えようとしているか。 

エ 授業で学んだ道徳的価値のよさを感じ、これからの自分の生き方に生かそうとしているか。 

(3) 様々な方法により、学習状況や成長を評価しよう 

ア ポートフォリオ評価では、授業の振り返り、児童生徒の学習の過程や成果等の記録や作品を

計画的にファイリングしたり、１人１台端末等に蓄積したりして評価をする。 

  イ パフォーマンス評価では、作文やレポート、スピーチやプレゼンテーション等、具体的な学

習の過程を通じて評価をする。 

ウ エピソード評価では、授業時間や生活の中での児童生徒自身の道徳的な成長に関わるエピソ

ード（挿話）を累積することによって評価をする。 

(4) 組織的、計画的な評価を推進しよう 

ア 学年ごとに、評価のために集める資料や評価方法を明確にする。 

イ 評価結果について教員間で検討し、評価の視点等について共通理解を図る。 

ウ 評価に関する実践事例を蓄積し共有する。 

エ 校長及び道徳教育推進教師のリーダーシップのもと、道徳科の授業記録を分析し検討するな

どして指導の改善に生かす。 

オ ローテーション道徳授業等、他の教員と協力したり教員が交代で授業を実施したりして、児

童生徒の学習状況や道徳性に係る様子を把握し、多面的・多角的に評価する。 

(5) 発達障害等のある児童生徒や海外から帰国した児童生徒、日本語習得に困難のある児童生徒 

等に対する配慮をしよう 

  ア 学習の過程で予想される困難さの状況をしっかりと把握した上で、必要な配慮をする。 

  イ 一人一人の障害や日本語理解の程度を把握し、一人一人の学習上の困難さに応じた評価をする。 

(6) 年間や学期という一定の期間を経て評価するためにＩＣＴを活用しよう 

  ア 毎時間の学びの足跡（板書の写真）や授業記録を教員用端末に保存し、児童生徒の学びを見

取る。 

イ 児童生徒が毎時間の学びを１人１台端末で蓄積し、成長の様子を振り返り、自己を見つめる。 
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・ 考える必然性、切実感のある発問 

・ 自由な思考を促す発問（発問の工夫） 

・ 自分の考えを深め、整理する機会確保 

          （書く活動の工夫） 

 

・ 自己の（人間としての）生き方についての考えを深める 

 

・ 教員の明確な意図による対比的、構

造的な板書（板書の工夫） 

・ 児童生徒相互の考えを深める座席配

置等（話合いの工夫） 

７ 道徳科の特質を生かす指導方法の工夫 

(1) 道徳科における「主体的・対話的で深い学び」につながる指導方法の工夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※(  )内は中学校 

(2) 深い学びにつながる多様な指導方法の発問例 

読み物教材の登場人物への 
自我関与を中心とした学習 

問題解決的な学習 
道徳的行為に関する 

体験的な学習 

・ どうして主人公は、〇〇とい 

う行動ができたのでしょうか。 

・ 自分だったら主人公のように

考え、行動することができるで

しょうか。 

・ 何が問題なのでしょうか。 

・ なぜそれが問題なのでしょ 

うか。 

・ その解決策はどのような結 

果をもたらすのでしょうか。 

・ 演じてみて、どんなことを 

感じましたか。 

・ 役割演技を見て、何を感じ 

ましたか。 

(3) 道徳科の授業におけるＩＣＴの活用場面 

ア １人１台端末を使って、アンケートの集計をし、グラフ等にまとめて表示をする。 

イ 精選した情報の提示等、考えさせたい場面（挿絵、場面絵、動画、写真）の拡大表示をする。 

ウ 教員が１人１台端末に入力された児童生徒一人一人の考えを把握・整理し、全体に共有する。 

エ 児童生徒が１人１台端末で他者の考えを知り、自分の考えと比べる。 

オ 児童生徒が共同編集機能を使い、ペアやグループで道徳的価値について考え、新たな価値を

整理する。 

カ 学びを深めた道徳的価値について、自己の成長について記述し、１人１台端末に蓄積する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

身に付けさせたい力等  

・ 真の友情とはどのようなものかを考え、互いに信頼し、高め合う真の友情を築こうとする道徳

的な判断力を育てる。 

活動と発問の例（自分との関わりで考えたり、多面的・多角的に考えたりする学習の例）  

・ 「『真の友情』とは何か」を考える⇒ＩＣＴで考えを共有する（自分の考え・問題意識をもつ導入） 

・ 発問「あなたは、友達の間違いを正すことができますか」（生活経験を想起する導入） 

・ 発問「３人のうち、誰の考えに納得できるかな」⇒思考ツールを活用しながら板書する。 

（思考ツールで自分や他者の考えを可視化し、多面的・多角的に考える） 

・ 思考ツールで考えを可視化した後、３人の共通点をもとに友情について考える。（価値に迫る活動） 

・ 終末で導入と同じ発問をする。（自分の思いや考えを再確認し、自己の生き方について考えを深める） 

◎ 書く活動を取り入れ、自分の内面に向き合う時間を確保する。 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業の工夫・改善 （小６ ロレンゾの友達） 

主体的な学び 対話的な学び 

深い学び 
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１ 総合的な学習の時間の特質と目標、内容  

 (1) 特質に応じた学習の在り方を確認しよう 
 

  ア 探究的な見方・考え方を働かせる 

総合的な学習の時間では、問題解決的な活  

動が発展的に繰り返されていく一連の学習過 

程を、探究的な学習と呼ぶ。（右図参照） 

探究的な学習は、児童生徒の事象を捉える  

感性や問題意識を揺さぶり、学習活動への取 

組を真剣なものにする。そして、身に付けた   

知識及び技能を活用し、その有用性を実感す 

ることで学習への意欲はより一層高まる。さ 

らに、概念に対する理解が具体性を増して深 

まり、学んだことと自己とを結び付けて、自 

分の成長を自覚したり、自己の生き方を考えたりすることにつながる。このような児童生徒の 

豊かな学習の姿のプロセスを支えるのが探究的な見方・考え方である。そして、各教科等にお 

ける見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・ 

実生活の課題を探究し、自己の生き方を問い続ける総合的な学習の時間の特質に応じた見方・

考え方を働かせることが、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成につながる。  

  イ 横断的・総合的な学習を行う 

    総合的な学習の時間では、国際理解、情報、環境、福祉・健康等、現代的な諸課題、地域や

学校の特色に応じた課題、児童生徒の興味・関心に基づく課題等の中から、各校が「第１ 目

標」を実現するにふさわしい探究課題を設定する。こうした探究課題は、特定の教科等の枠組

みの中だけで完結するものではない。教科等の枠を越えて、各教科等で身に付けた資質・能力

を活用・発揮しながら課題の解決に向けて取り組んでいくことが大切である。  

  ウ よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく 

    「よりよく課題を解決する」とは、解決の道筋がすぐに明らかにならない課題や、複数の正 

解が想定される課題等について、身に付けた資質・能力を働かせて、粘り強く対処し解決しよ

うとすることである。また、「自己の生き方を考えていく」とは、人や社会、自然との関わり

において、自らの生活や行動について考えること、自分にとっての学ぶことの意味や価値を考

えていくこと、そして、これら二つを生かしながら、学んだことを現在及び将来の自己の生き

方につなげて考えることである。 

ふかん 

総合的な学習の時間は、児童生徒を取り巻く社会環境に対して、探究的な見方・考え方を働かせな

がら、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育てることをねらいと

している。また、その資質・能力を身に付けるために、地域や学校の特色に応じた様々な体験活動や

多くの人との関わり等、教科等の枠を越えた探究的な学習を行う重要な役割を果たす学びである。 

第１ 目 標 

  探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を 

 解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目指す。 

（「小・中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」 平成29年７月 文部科学省」） 

 

３ 総合的な学習の時間 

【探究的な学習における児童生徒の学習の姿】 
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 (2) 各学校の目標と内容を定めよう 

右図のように、各学校は、学習指 

  導要領における「第１の目標」と 

「各学校の学校教育目標」を踏まえ、 

各学校の総合的な学習の時間の目標 

を定める。そして、各学校において 

設定する内容に、「目標を実現する 

にふさわしい探究課題」及び「探究 

課題の解決を通して育成を目指す具 

体的な資質・能力」を設定する。そ 

の際には、「知識及び技能」「思考 

力、判断力、表現力等」「学びに向 

かう力、人間性等」の三つを柱とす 

る。さらに、教科等の枠を越えた全 

ての学習の基盤となる資質・能力が 

育まれ、活用されるものとなるよう 

配慮する。 

 (3) 目標を実現するにふさわしい探究課題と、その解決を通して育成する資質・能力を定めよう 

   目標を実現するにふさわしい探究課題とは、目標の実現 

に向けて児童生徒が「何について学ぶか」を表したもので 

あり、学校として設定した課題である。 

探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能 

力とは、教員の適切な指導のもと、児童生徒が各探究課題 

の解決に取り組む中で、各探究課題との関わりを通して、 

具体的に「どのようなことができるようになるか」を明ら 

かにした資質・能力のことである。 

具体的な資質・能力については、他教科と同様に「知識 

及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう 

力、人間性等」の三つの柱に沿って設定していく。以下の 

表は、具体的に「どのようなことができるようになるか」 

を三つの柱に沿って明らかにした例である。 

知識及び技能（例） 

多様性 相互性 有限性 

それぞれには特徴があり、多種多

様に存在している。 

互いに関わりながらよさを生かして

いる。 
物事には終わりがあり、限りがある。 

思考力、判断力、表現力等（例） 

① 課題の設定 ② 情報の収集 ③ 整理・分析 ④ まとめ・表現 

・ より複雑な問題状況 

・ 確かな見通し、仮説 

・ より効率的・効果的手段 

・ 多様な方法からの選択 

・ より深い分析 

・ 確かな根拠付け 

・ より論理的で効果的な表現 

・ 内省の深まり 

学びに向かう力、人間性等（例） 

 自己理解・他者理解 主体性・協働性 将来展望・社会参画 

自分自身に関すること 
自分の特徴やよさを理解し

ようとする。 

自分の意思で問題の解

決に取り組もうとする。 

自己の生き方を考え、夢や希

望等をもとうとする。 

他者や社会との関わり

に関すること    

他者の考えを受け入れて尊

重しようとする。 

自他のよさを生かしな

がら問題の解決に取り組

もうとする。 

進んで実社会・実生活の問題

の解決に取り組もうとする。 

（「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」

平成２９年７月 文部科学省） 

【探究課題の例】 

（「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」 平成29年７月 文部科学省） 

【総合的な学習の時間の構造イメージ（小学校）】 
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２ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 (1) 全体計画、年間計画、単元指導計画を作成しよう 

総合的な学習の時間では、年間や単元等、内容や時間のまとまりを見通し、教科等の枠を越え

た横断的・総合的な学習や興味・関心に基づく学習を必要とする。その際、「主体的・対話的で

深い学び」を具現化し、ねらいとする資質・能力を育成するために、創意工夫を生かした教育活

動を意図的に計画し、探究的な学習の過程を充実させることが大切である。 

 (2) 内容の取扱いについての配慮事項を確認しよう 

   

 

 

 

 

 

 

 

３ 総合的な学習の時間の学習指導 

 (1) 探究的な学習の過程において「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指そう 

 

 (2) 探究的な学習の指導をしよう 

ア 課題の設定 

(ｱ) 実社会や実生活の中から問いをもたせる。 

   (ｲ) 事前に児童生徒の発達や興味・関心を適切に把握し、児童生徒の考えとの「ずれ」や「隔

たり」を感じさせたり、対象への「憧れ」や「可能性」を感じさせたりする。 

 (ｳ) 対象に直接触れる体験活動を取り入れる。 

イ 情報の収集 

 (ｱ) 体験を通した感覚的な情報の収集をさせる。 

 (ｲ) 目的を明確にし、体験活動や情報機器、ＩＣＴの活用で獲得される情報を意識的に収集し、

集積させる。 

 (ｳ) 収集した情報を適切な方法で蓄積させる。 

ウ 整理・分析 

 (ｱ) 収集した情報を整理する段階で吟味することの必要性を考えさせる。 

 (ｲ) どのような方法で情報の整理や分析を行うかを決定させる。（思考ツールの活用） 

エ まとめ・表現 

 (ｱ) 相手意識や目的意識を明確にし、「考えるための技法」を活用してまとめさせたり、表現

させたりする。 

 (ｲ) まとめたり表現したりすることが、情報を再構成し、自分自身の考えや新たな課題の自覚

につながることに気付かせる。 

 (ｳ) 伝えるための具体的な方法を身に付けさせるとともに、それを目的に応じて選択して使え

るようにさせる。 

主体的な学び 
学習に積極的に取り組ませるだけでなく、学習後に自らの学びの成果や過程

を振り返ることを通して、主体的に課題解決等に取り組む態度を育む学び 

対話的な学び 
他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深めるような

学び 

深い学び 
探究的な学習の過程を一層重視し、これまで以上に学習過程の質的向上を目

指す学び 

○ 各学校において定める目標及び内容に基づき、児童生徒の学習状況に応じて教員が適切な指

導を行うこと。 

○ 探究的な学習の過程においては、他者と協働して課題を解決しようとする学習活動や、言語

により分析し、まとめたり表現したりするなどの学習活動が行われるようにすること。 

○ 探究的な学習の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワーク等を適切かつ効果的

に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫すること。 

○ 体験活動については、目標を踏まえ、探究的な学習の過程に適切に位置付けること。 

○ 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教

育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用等の工夫を行うこと。 

（「小・中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 第４章 指導計画の作成と内容の取扱い 第２節」 平成29年７月 文部科学省） 
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４ 総合的な学習の時間の評価 

総合的な学習の時間における児童生徒の具体的な学習状況の評価については、他の教科等と同じ

く「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」により行う。 

＜ 小学校・中学校 総合的な学習の時間の評価＞ 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

探究的な学習の過程におい

て、課題の解決に必要な知識

や技能を身に付け、課題に関

わる概念を形成し、探究的な

学習のよさを理解している。 

実社会や実生活の中か

ら問いを見いだし、自分

で課題を立て、情報を集

め、整理・分析して、ま

とめ・表現している。 

探究的な学習に主体的・協

働的に取り組もうとしている

とともに、互いのよさを生か

しながら、積極的に社会に参

画しようとしている。 
（「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」平成31年３月 文部科学省）  
５ 総合的な学習の時間を充実させるための体制づくり 

(1) 目標が達成できるよう４つの視点に考慮しよう 

総合的な学習の時間は、学校教育目標の実現に向けて、教育的意義や教育課程における位置付

けなどを踏まえ、目標及び内容、学習活動等について決定することが肝要である。自校のビジョ

ンに基づき総合的な学習の時間の目標が達成できるよう、全体計画及び各学年の年間計画、単元

計画などを作成し、教職員が互いの特性や専門性を発揮し合い、生徒が質の高い豊かな学習活動

に取り組めるようにすることが求められる。体制整備のため、「校内組織の整備」「授業時数の

確保と弾力的な運用」「学習環境の整備」「外部との連携の構築」の４つの視点を考慮して取り

組んでいく必要がある。 

 (2) 高等学校「総合的な探究の時間」につなげていこう 

2022年度から高等学校で「総合的な探究の時間」が実施されている。総合的な学習の時間は、

課題を解決することで自己の生き方を考えていく学びであるのに対して、総合的な探究の時間は、

自己の在り方、生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していくような学びを展開し

ていく。小・中学校ではこのことを踏まえて、高等学校で課題を自ら発見し解決していく「高度

化した自律的な探究」への接続を考えて取り組んでいく必要がある。  
 

 
身に付けさせたい力等  

・ 地域にある産業について、歴史や業績に関する知識を深め、地域発展に向けた改善策を様々な

視点から発信することで、地域の一員として、課題を解決しようとする力 

活動例〈自分たちの町を元気にしよう〉 

 ・「課題の設定」 

(ｱ) 自分たちの町の産業についてアピールポイントや改善点を考える。 

 (ｲ) １人１台端末の共有機能を活用して町を活性化させるためのアイデアを学級内で共有する。 

 (ｳ) 各事業所への訪問に向け、電話等により、アポイントメントをとる。 

 ・「情報の収集」 

(ｱ) 各事業所への訪問によるインタビュー及び施設見学を行う。 

(ｲ) １人１台端末による調べ学習を行う。 

(ｳ) 文書作成ソフト及び表計算ソフト等を活用して収集した情報を蓄積する。 

 ・「整理・分析」 

(ｱ) 各事業所のアピールポイントや改善点を検討し、提言の準備を行う。 

(ｲ) 思考ツールや表計算ソフトを活用して整理した情報を図や表、グラフ等にして分析する。 

 ・「まとめ・表現」 

(ｱ) 分析結果についてプレゼンテーションソフトを活用してまとめる。 

(ｲ) 学級や学年で提言の発表会を行い、これまでの活動を振り返る。 

(ｳ) 地域サミットやケーブルテレビ局と連携して地域活性化に向けた情報を発信する。 

総合的な学習の時間における授業例（地域産業との協働） 
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４ 特 別 活 動 
 

特別活動は、児童生徒が学校生活を送る上での基盤となる力や社会で生きて働く力を育む教育 

活動である。「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせながら、「様々な集団活動 

に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を 

解決する」ことを通して、よりよい「人間関係形成」を行い、「社会参画」の視点をもって「自己 

実現」できる力を育めるよう特別活動の充実を図る。 

１ 特別活動の目標と教育的意義 

学習指導要領総則で「特別活動は、キャリア教育の要としての役割を担う」と示され、目標や内

容が小・中学校において統一・整理された。小・中学校９年間で「人間関係形成」「社会参画」「自

己実現」を視点に、自主的、実践的な集団活動を通して、社会で生きて働く資質・能力を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 資質・能力の育成を目指した「全体計画」や「各活動・学校行事の年間指導計画」の作成 

年間指導計画の立案に際しては、全教員の協力のもと、地域や学校の実態、児童生徒の発達段階

を考慮するとともに、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、生徒指導等との関連を

図り、児童生徒による自主的、実践的な活動が助長されるよう計画を作成することが大切である。 

(1) 「なすことによって学ぶ」ことの意義を計画に反映させよう 

児童生徒は、「なすことによって学ぶ」ことを積み上げることによって、「経験」を生かすことが

できるようになる。身に付けさせたい資質・能力を明確にし、活動の振り返りまでを学習過程として

位置付け、指導計画を作成する必要がある。 

【 特 別 活 動 の 目 標 】  

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組

み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して、次の

とおり資質・能力を育成することを目指す。 

(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解

し、行動の仕方を身に付けるようにする。 

(2) 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図っ

たり、意思決定したりすることができるようにする。 

(3) 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会における生活及

び人間関係をよりよく形成するとともに、 

<小学校> 自己の生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。 

<中学校> 人間としての生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。 

           （「小・中学校学習指導要領 特別活動」平成29年３月 文部科学省） 

【特別活動の基本的な性格と教育活動全体における意義】 

児童生徒の発意、発想を重視し、啓発しながら「なすことによって学ぶ」を方法原理とし、「集

団活動」と「実践的な活動」を行うことで、以下のような資質・能力等が育成される。 

(1) 様々な集団活動を通して、自主的、実践的な活動を行うことで、特別活動の特質を踏まえ

た資質・能力が育成される。 

(2) 学級経営を充実させることで、「主体的・対話的で深い学び」の基盤となる集団が育成される。 

(3) 自主的、実践的な集団活動を通して、各教科等で育成した資質・能力を統合的で汎用的な

力に変え、実生活で活用する力が育成される。 

(4) 学級や学校の文化を自発的、自治的に創造することを通して、児童生徒が社会の主体的な

参画者として発展的に新しいものを生み出していく資質・能力が育成される。 

（「小・中学校学習指導要領解説 特別活動編」平成 29 年 7 月 文部科学省） 
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（「小学校学習指導要領解説 特別活動編」平成29年７月 文部科学省） 

(2) 各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間及び生徒指導との関連を図ろう 

各教科の学習・生徒指導と特別活動は、互いに支え合い、高め合う関係にある。例えば、国語

科で身に付けた「話すこと・聞くこと」の能力が、特別活動においてよりよい生活や人間関係を

築いたり、集団としての意見をまとめたりするための話合い活動に実践的に働くことになる。ま

た、特別活動で養われる、話し合ったり、まとめたりするための資質・能力が、国語科における

「話すこと・聞くこと」「書くこと」の能力を養うための学習でも生かされる。よって、全体計画

等を作成するに当たっては、こうした各教科等との関連について十分考慮する必要がある。 

 

(3) 幼児教育や小学校・中学校間の連携を密にし、キャリア教育の充実を図ろう 

キャリア教育は、教育活動全体の中で基礎的・汎用的能力を育むものである。基礎的・汎用的

能力は、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリア

プランニング能力」の４つの能力によって構成される。個々の児童生徒の将来に向けた自己実現

に関わるものであり、一人一人の主体的な意思決定に基づく実践にまでつなげることをねらいと

している。小・中学校の内容のつながりや「内容の取扱い」の違いを把握し、学校の教育活動全

体を通してキャリア教育を適切に行うことが必要である。 

低学年においては「小１プロブレム」に配慮し、幼児教育で示されている「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿」を踏まえ、生活科を中心としたスタートカリキュラムや、学校生活への適

応のための活動を工夫する。また、中学校入学当初においては、「中１ギャップ」による学校不

適応等に十分配慮し、小学校高学年の学級活動との接続を図って生徒に希望や目標をもたせると

ともに、達成感を味わうことができるように指導計画を工夫する。そのため、キャリア・パスポ

ート（キャリア教育ノート）の引継ぎ、活用や中学校への体験入学等、学区内の小学校と中学校

の連携や交流の場を計画に位置付けるようにしたい。 

３ 各活動・学校行事の目標と学習過程 

  各活動・学校行事の目標は、下記表のとおりである。小・中学校共通の目標であることを踏まえ、小・

中学校９年間の学習を積み重ね、目指す資質・能力の育成を図っていく。特に、中学校では、小学

校で育成された資質・能力、話合い活動等の経験を生かしていくことに留意したい。 

活動等 目標及び主な内容           ※（  ）内は中学校 

学級 

活動 

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし、解決するために話し合い、
合意形成し、役割を分担して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自己の課題
の解決及び将来の生き方を描くために意思決定して、実践したりすることに自主的、実践
的に取り組むことを通して、特別活動の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。 
(1) 学級や学校における生活づくりへの参画   
(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現 

【学級活動（小学校）指導計画作成の手順】 
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児童会・ 

生徒会 

活動 

異年齢の児童（生徒）同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決
に向けて、計画を立て役割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組む
ことを通して、特別活動の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。 
(1)  児童（生徒）会の組織づくりと児童（生徒）会活動の計画や運営  
(2) 異年齢集団による交流   (3) 学校行事への協力  
(4) ボランティア活動等の社会参画 ※(4)は、中学校のみ 

クラブ 

活動 

（小学校 

のみ）

異年齢の児童同士で協力し、共通の興味・関心を追求する集団活動の計画を立てて運営
することに自主的、実践的に取り組むことを通して、個性の伸長を図りながら、特別活
動の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。 
(1) クラブの組織づくりとクラブ活動の計画や運営  
(2) クラブを楽しむ活動  (3) クラブの成果の発表 

学校 

行事 

全校又は学年の児童（生徒）で協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を
通して、集団への所属感や連帯感を深め、公共の精神を養いながら、特別活動の目標に掲
げる資質・能力を育成することを目指す。  
(1) 儀式的行事    (2) 文化的行事    (3) 健康安全・体育的行事 
(4) 遠足（旅行）・集団宿泊的行事          (5) 勤労生産・奉仕的行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動（小学校編）」平成30年７月 国立教育政策研究所） 

学級活動(1)と(2)(3)の学習過程（例） 

(1) 学級や学校における生活づくりへの参画 
  全員で協力して楽しく豊かな学級・学校生活に

するために、みんなで取り組みたいこと、つくっ

てみたいこと、解決したいこと等の課題を取り上

げる。 

(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長 

及び健康安全 

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現 
 (2)は現在の生活上の課題、(3)は現在及び将来を

見通した生活や学習に関する課題を取り上げる。 

日常生活における共通の問題から

教員が「題材」を設定する。 

 
➀ 問題の発見・確認 

事前の活動 

生活上の諸問題から課題を見いだ

し、学級全員で「議題」を決定する。 

次
の
課
題
解
決
へ 

次
の
課
題
解
決
へ 

 

② 解決方法等の話合い 

 

 

 
 
③ 解決方法の決定 

 

本時の活動・話合い活動 

内容や方法、役割分担等について意

見を出し合ったり、比べ合ったりしな

がら話し合う。 

意見の違いや多様性を認め合い、折

り合いをつけて集団として「合意形

成」を図る。 

原因や改善の必要性を探ったり、具

体的な解決方法を見付けたりするた

めに話し合う。 

話合いを生かして、自分に合った具

体的な解決方法や個人目標を一人一

人が「意思決定」する。 

 

④ 決めたことの実践 

 

 

 

 

⑤ 振り返り 

 

事後の活動 

決定したことについて、自己の役割

を果たしたり、互いのよさを生かして

協働して実践したりする。 

一連の実践の成果や課題を振り返

り、次の課題決定に生かす。 

意思決定した解決法をもとに目標

の実現に向けて、個人で実践し粘り強

く努力する。 

実践を定期的に振り返り、意識化を

図る。 
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４ ガイダンスとカウンセリングの趣旨を踏まえた指導の充実 

 児童生徒の発達を支えるためには、ガイダンスとカウンセリングを発達の特性や教育活動の特性

を踏まえて行い、それぞれ充実させていくという視点が必要である。 

ガ イ ダ ン ス…あらかじめ適切な時期・場面において、主に集団の場面で、必要とされる同質的 
な指導・援助を、全員に行う。 

カウンセリング…個々の児童生徒が抱える課題に対して、その課題を受け止めながら、主に個別指 
導により、個々の児童生徒の必要度に応じて行う。 

ガイダンスとカウンセリングは、課題解決のための指導・援助の両輪である。関わり方の違いは

あっても、いずれも児童生徒の発達の支援のためのものであるから、双方の趣旨を踏まえて、相互

に関連して計画的に行うことに意義がある。 

５ より充実した集団活動、実践的な活動、自発的、自治的な活動の実現のためのＩＣＴの活用 

   特別活動の指導に当たっては、「なすことによって学ぶ」直接体験が基本であるが、指導内容に応

じてＩＣＴを適切に活用することで、児童生徒の学習の場を広げたり、学習の質を高めたりするこ

とができる。「集団活動、実践的な活動」の代替としてではなく、特別活動の学習の一層の充実を図

るための有用な道具としてＩＣＴを位置付け、効果的な活用場面を生み出すことが重要である。そ

れに伴い、教員による丁寧な指導のもと、情報モラル教育を推進することも必要である。 

６ 評価における留意事項 

  特別活動の評価に当たっては、各活動・学校行事について具体的な評価の観点を設定し、評価の

場や時期、方法を明らかにしておく。特に、活動の過程の評価を重視したい。児童会・生徒会活動

やクラブ活動（小学校）、学校行事等における児童生徒の活動の様子について、学級担任以外の教員

と共通理解を図って適切に評価することに留意する。 

また、評価を通して、教員が指導の過程や方法について反省し、より効果的な指導が行えるよう

な工夫や改善を図っていくことが大切である。 

 

※特に、評価の際に、教員が児童生徒の取組に対して価値付けをし、伝えることが大切である。 

   

○ 児童生徒一人一人のよさや可能性を、活動の過程から積極的に認めていく。 

○ 活動の結果だけでなく、活動の過程における児童生徒の努力や意欲等を積極的に認めたり 

そのよさを多面的・総合的に評価したりする。 

○ 事前・本時・事後の一連の活動の過程の中で評価できるようにしたり、各活動・学校行事

における顕著な事項は補助簿を活用して記録したりしておき、評価規準に基づき、まとめて

評価するなど、効果的で効率的な評価となるよう配慮する。 

○ 前回の活動と比べてよかったこと 

活動の過程で、児童生徒の取り組み方を見取り、個や集団の成長を価値付ける。前回の活動と

比べ、児童生徒の取り組み方のよかったところや活動の質の高まりを教員が伝えることによっ

て、児童生徒が自分たちの成長を実感できるようにする。 

○ 次の活動に向けての課題 

活動の状況に応じて、教員は適宜、児童生徒の取組の様子を評価する。その際、「○○すると 

更によくなるよ」「他に何ができるか、考えてみよう」等の動機付けをすると、活動がより自主

的、実践的になることが期待できる。 

○ ねぎらい 

児童生徒の意欲を更に高めるのが、教員のねぎらいの言葉である。活動の内容や過程でよかっ

た点について具体的に評価することで、児童生徒の自己有用感を高めることができる。 

【評価のポイント】

【教員の価値付けの例】
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１ 学習評価の基本的な考え 

(1)  カリキュラム・マネジメントの中核を担う指導と評価を意識しよう 

各学校は、日々の授業のもとで児童生徒の学習状況を評価し、その結果を児童生徒の学習や教

員による指導の改善、学校全体として教育課程の改善、校務分掌を含めた組織運営等の改善に生

かす中で、学校全体として組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る必要がある。「学習指導」

と「学習評価」は、教育活動の根幹であり、教育課程に基づいて組織的かつ計画的に教育活動の

質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っている。 

(2)  「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善と評価をしよう 

指導と評価の一体化を図るためには、児童生徒一人一人の学

習の成立を促すための評価という視点を一層重視することによ

って、教員が自らの指導のねらいに応じて授業の中での児童生

徒の学びを振り返り、学習や指導の改善に生かしていくという

サイクルが大切である。学習評価は、「主体的・対話的で深い学

び」の視点からの授業改善を通して、各教科等における資質・能

力を確実に育成する上で重要な役割を担っている。 

２ 観点別学習状況の評価について             

(1)  「知識・技能」の評価を工夫しよう             

各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価を行うとともに、

それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習場面でも活用できる

程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかを評価する。 

具体的な評価方法としては、事実的な知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問

題とのバランスに配慮してペーパーテストを行う。また、児童生徒が文章による説明をしたり、

各教科等の内容の特質に応じて、観察・実験をしたり、式やグラフで表現したりするなど、実際

に知識や技能を用いる場面を設けるなど、多様な方法を適切に取り入れる。 

(2)  「思考・判断・表現」の評価を工夫しよう 

各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決するなどのために必要な思考力、判断力、表現

力等を身に付けているかどうかを評価する。 

具体的な評価方法としては、ペーパーテストのみならず、論述やレポートの作成、発表、グル

ープでの話合い、作品の制作や表現等の多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価等を取り

入れる。また、それらを集めたポートフォリオを活用するなど評価方法を工夫する。 

各学校においては、児童生徒の学習目標の実現状況を学習指導要領の目標に照らし、客観的に評

価しなければならない。妥当性を確保し、信頼性の高い「目標に準拠した評価」となるよう、評価

規準を明確にして授業に臨むとともに、その見直しを組織的かつ計画的に進めていく必要がある。 

学習の評価は、学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものである。「児

童生徒がどういった力を身に付けたか」という学習の成果を的確に捉え、教員が指導の改善を図る

とともに、児童生徒が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするために

も、学習評価の在り方は重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性ある取組の推進を

図る必要がある。 

（「新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について」 

令和２年10月文部科学省初等中等教育局教育課程課）  

５ 学 習 の 評 価 
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(3)  「主体的に学習に取り組む態度」の評価を工夫しよう 

知識及び技能を獲得したり、思考力、判

断力、表現力等を身に付けたりすることに

向けた粘り強い取組の中で、自らの学習状

況を把握し、学習の進め方について試行錯

誤するなど、自らの学習を調整しながら、学

ぼうとしているかどうかという意思的な側

面を評価する。 

具体的な評価方法としては、ノートやレ

ポート等における記述、授業中の発言、教

員による行動観察や、児童生徒による自

己評価や相互評価の状況等を、評価の際に考慮する材料の一つとして用いることなどがある。そ

の際、各教科等の特質に応じて、児童生徒の発達の段階や一人一人の個性を十分考慮しながら、

「知識・技能」や「思考・判断・表現」の観点の状況を踏まえた上で、評価を行う必要がある。 

３ 学習評価の充実に向けて 

(1)  学習評価の妥当性、信頼性を高める工夫をしよう 

ア 評価規準や評価方法については、事前に教員同士で検討するなどして明確にすること、評

価に関する実践事例を蓄積し共有していくこと、評価結果についての検討を通じて評価に係

る教員の力量の向上を図ること等、学校として組織的かつ計画的に取り組む。 

イ  学校は児童生徒や保護者に対し、評価の仕組みについて事前に説明したり、評価結果につ

いて丁寧に説明したりするなど、評価に関する情報をより積極的に提供し児童生徒や保護者

の理解を図る。 

(2)  評価時期の工夫をしよう 

ア 日々の授業の中では児童生徒の学習状況を把握して指導に生かすことに重点を置きつつ、

各教科等における「知識・技能」や「思考・判断・表現」の評価の記録については、原則と

して単元や題材等のまとまりごとに、それぞれの実現状況が把握できる段階で評価を行う。 

イ 学習指導要領に定められた各教科等の目標や内容の特質に照らして、複数の単元や題材等

にわたって長期的な視点で評価する。 

(3)  学校や学校間の円滑な接続を図る工夫をしよう 

ア 「キャリア・パスポート」（キャリア教育ノート）を活用し、児童生徒の学びをつなげるこ

とができるようにする。 

イ 小学校段階においては、幼児期の教育との接続を意識した「スタートカリキュラム」を一

層充実させる。 

ウ 高等学校段階においては、入学者選抜の方針や選抜方法の組合せ、調査書の利用方法、学

力検査の内容等について見直しを図る。 

（「新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について」 
令和２年10月 文部科学省初等中等教育局教育課程課) 


